
ＩＰＯに関する上場制度等の見直しに係る

有価証券上場規程等の一部改正新旧対照表
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（新規上場申請） （新規上場申請）

第２０１条 （略）

２ （略）

３ 前２項の規定により新規上場申請が行われた

日から起算して１年以内に新規上場が行われな

かった場合には、当該新規上場申請は効力を失

うものとする。

４ 前３項の規定は、法第１２５条の上場命令に

基づき上場する内国株券については、適用しな

い。

５ （略）

６ （略）

７ （略）

第２０１条 （略）

２ （略）

（新設）

３ 前２項の規定は、法第１２５条の上場命令に

基づき上場する内国株券については、適用しな

い。

４ （略）

５ （略）

６ （略）

（予備申請）

第２０２条 株券等の新規上場申請を行おうとす

る者（テクニカル上場規定の適用を受ける者を

除く。）は、新規上場申請を行おうとする日そ

の他の事項を記載した「有価証券新規上場予備

申請書」及び新規上場申請に必要な書類に準じ

て作成した書類（提出することができるもので

足りる。）を提出することにより、新規上場申

請の予備的申請（以下「予備申請」という。）

を行うことができる。

２ 前条第３項の規定は、前項の規定により予備

申請が行われた場合について準用する。この場

合において、前条第３項中「前２項の規定によ

り新規上場申請が行われた日」とあるのは「次

条第１項の規定により予備申請が行われた日」

と、「当該新規上場申請」とあるのは「当該予

備申請及び当該予備申請が行われた日から起算

して１年以内に行われた新規上場申請」とそれ

ぞれ読み替える。

３ 第１項の規定により予備申請が行われた場合

には、当取引所は第２０５条から第２０７条ま

で、第２１１条から第２１３条まで又は第２１

７条から第２１９条までの規定に適合する見込

みがあるかどうかについて審査を行う。

４ （略）

（予備申請）

第２０２条 株券等の新規上場申請を行おうとす

る者（テクニカル上場規定の適用を受ける者を

除く。）は、当該新規上場申請を行おうとする

日の直前事業年度の末日から起算して３か月前

より後においては、新規上場申請を行おうとす

る日その他の事項を記載した「有価証券新規上

場予備申請書」及び新規上場申請に必要な書類

に準じて作成した書類（提出することができる

もので足りる。）を提出することにより、新規

上場申請の予備的申請（以下「予備申請」とい

う。）を行うことができる。

（新設）

２ 前項の規定により予備申請が行われた場合に

は、当取引所は第２０５条から第２０７条ま

で、第２１１条から第２１３条まで又は第２１

７条から第２１９条までの規定に適合する見込

みがあるかどうかについて審査を行う。

３ （略）

（新規上場申請に係る提出書類等） （新規上場申請に係る提出書類等）



2

第２０４条 （略）

２～５ （略）

６ スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規

上場申請者は、第２項から前項までに掲げる提

出書類のうち施行規則で定める財務計算に関す

る書類について、当取引所が新規上場申請に係

る株券等の上場を承認する時までに、施行規則

で定めるところにより、法第１９３条の２の規

定に準じて、２人以上の公認会計士又は監査法

人の監査、中間監査又は四半期レビュー（特定

事業会社にあっては、中間監査を含むものと

し、テクニカル上場規定の適用を受けて新規上

場申請を行う新規上場申請者にあっては、中間

監査又は四半期レビューを除く。以下同じ。）

を受け、それに基づいて当該公認会計士又は監

査法人が作成した監査報告書、中間監査報告書

又は四半期レビュー報告書（特定事業会社にあ

っては、中間監査報告書を含むものとし、テク

ニカル上場規定の適用を受けて新規上場申請を

行う新規上場申請者にあっては、中間監査報告

書又は四半期レビュー報告書を除く。以下同

じ。）を添付し、提出するものとする。ただ

し、新規上場申請者が施行規則で定める外国会

社である場合には、この限りでない。

７ スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規

上場申請者（前項ただし書の規定の適用を受け

る外国会社及びテクニカル上場規定の適用を受

けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除

く。）は、当取引所が新規上場申請に係る株券

等の上場を承認する時までに、施行規則で定め

るところにより、前項に規定する監査、中間監

査又は四半期レビュー（施行規則で定めるもの

を除く。）について公認会計士又は監査法人が

作成した監査概要書、中間監査概要書又は四半

期レビュー概要書（特定事業会社にあっては、

中間監査概要書を含む。以下同じ。）を提出す

るものとする。

８ スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規

上場申請者（テクニカル上場規定の適用を受け

て新規上場申請を行う新規上場申請者を除

く。）は、第６項に規定するほか、施行規則で

定める財務計算に関する書類について、当取引

所が新規上場申請に係る株券等の上場を承認す

る時までに、施行規則で定めるところにより、

公認会計士又は監査法人による監査報告書又は

財務数値等に係る意見を記載した書面を添付

し、提出するものとする。

９～１２ （略）

第２０４条 （略）

２～５ （略）

６ スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規

上場申請者は、前各項の規定に基づく提出書類

のうち施行規則で定める財務計算に関する書類

について、施行規則で定めるところにより、法

第１９３条の２の規定に準じて、２人以上の公

認会計士又は監査法人の監査、中間監査又は四

半期レビュー（特定事業会社にあっては、中間

監査を含むものとし、テクニカル上場規定の適

用を受けて新規上場申請を行う新規上場申請者

にあっては、中間監査又は四半期レビューを除

く。以下同じ。）を受け、それに基づいて当該

公認会計士又は監査法人が作成した監査報告

書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書

（特定事業会社にあっては、中間監査報告書を

含むものとし、テクニカル上場規定の適用を受

けて新規上場申請を行う新規上場申請者にあっ

ては、中間監査報告書又は四半期レビュー報告

書を除く。以下同じ。）を添付するものとす

る。ただし、新規上場申請者が施行規則で定め

る外国会社である場合には、この限りでない。

７ スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規

上場申請者（前項ただし書の規定の適用を受け

る外国会社及びテクニカル上場規定の適用を受

けて新規上場申請を行う新規上場申請者を除

く。）は、施行規則で定めるところにより、前

項に規定する監査、中間監査又は四半期レビュ

ー（施行規則で定めるものを除く。）について

公認会計士又は監査法人が作成した監査概要

書、中間監査概要書又は四半期レビュー概要書

（特定事業会社にあっては、中間監査概要書を

含む。以下同じ。）を提出するものとする。

８ スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規

上場申請者（テクニカル上場規定の適用を受け

て新規上場申請を行う新規上場申請者を除

く。）は、第６項に規定するほか、施行規則で

定める財務計算に関する書類について、施行規

則で定めるところにより、公認会計士又は監査

法人による監査報告書又は財務数値等に係る意

見を記載した書面を添付するものとする。

９～１２ （略）



3

（内国会社の形式要件）

第２０５条 内国株券に係る第２０７条に定める

スタンダード市場の上場審査は、次の各号に適

合するものを対象として行うものとする。この

場合における当該各号の取扱いは施行規則で定

める。

（１）・（２） （略）

（３） 事業継続年数

  新規上場申請日から起算して３年前より前

から株式会社として継続的に事業活動をして

いること。

（４） （略）

（５） 利益の額

  近１年間（「 近」の計算は、基準事業

年度（前条第２項に定める「新規上場申請の

ための有価証券報告書」に経理の状況として

財務諸表等が記載される 近事業年度をい

う。以下この節において同じ。）の末日を起

算日としてさかのぼる。以下この節において

同じ。）における利益の額が１億円以上であ

ること。

（６）～（１２） （略）

（１３） 合併等の実施の見込み

次のａ及びｂに該当するものでないこと。

ａ 新規上場申請日以後、基準事業年度の末

日から２年以内に、合併（新規上場申請者

とその子会社又は新規上場申請者の子会社

間の合併及び第２０８条第１号又は第２号

に該当する合併を除く。）、会社分割（新

規上場申請者とその子会社又は新規上場申

請者の子会社間の会社分割を除く。）、子

会社化若しくは非子会社化又は事業の譲受

け若しくは譲渡（新規上場申請者とその子

会社又は新規上場申請者の子会社間の事業

の譲受け又は譲渡を除く。）を行う予定の

ある場合（合併、会社分割並びに事業の譲

受け及び譲渡については、新規上場申請者

の子会社が行う予定のある場合を含む。）

であって、新規上場申請者が当該行為によ

り実質的な存続会社でなくなると当取引所

が認めたとき。ただし、施行規則で定める

場合は、この限りでない。

ｂ 新規上場申請者が解散会社となる合併、

他の会社の完全子会社となる株式交換又は

株式移転を基準事業年度の末日から２年以

内に行う予定のある場合（上場日以前に行

う予定のある場合を除く。）

（内国会社の形式要件）

第２０５条 内国株券に係る第２０７条に定める

スタンダード市場の上場審査は、次の各号に適

合するものを対象として行うものとする。この

場合における当該各号の取扱いは施行規則で定

める。

（１）・（２） （略）

（３） 事業継続年数

  新規上場申請日から起算して３年前より前

から取締役会（外国会社にあっては、これに

相当する機関をいう。以下同じ。）を設置し

て継続的に事業活動をしていること。

（４） （略）

（５） 利益の額

  近１年間（「 近」の計算は、新規上場

申請日の直前事業年度の末日を起算日として

さかのぼる。以下この章において同じ。）に

おける利益の額が１億円以上であること。

（６）～（１２） （略）

（１３） 合併等の実施の見込み

次のａ及びｂに該当するものでないこと。

ａ 新規上場申請日以後、同日の直前事業年

度の末日から２年以内に、合併（新規上場

申請者とその子会社又は新規上場申請者の

子会社間の合併及び第２０８条第１号又は

第２号に該当する合併を除く。）、会社分

割（新規上場申請者とその子会社又は新規

上場申請者の子会社間の会社分割を除

く。）、子会社化若しくは非子会社化又は

事業の譲受け若しくは譲渡（新規上場申請

者とその子会社又は新規上場申請者の子会

社間の事業の譲受け又は譲渡を除く。）を

行う予定のある場合（合併、会社分割並び

に事業の譲受け及び譲渡については、新規

上場申請者の子会社が行う予定のある場合

を含む。）であって、新規上場申請者が当

該行為により実質的な存続会社でなくなる

と当取引所が認めたとき。ただし、施行規

則で定める場合は、この限りでない。

ｂ 新規上場申請者が解散会社となる合併、

他の会社の完全子会社となる株式交換又は

株式移転を新規上場申請日の直前事業年度

の末日から２年以内に行う予定のある場合

（上場日以前に行う予定のある場合を除

く。）
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（新規上場申請に係る提出書類等）

第２１０条 （略）

２～５ （略）

６ プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者は、第２項から前項までに掲げる提出書

類のうち施行規則で定める財務計算に関する書

類について、当取引所が新規上場申請に係る株

券等の上場を承認する時までに、施行規則で定

めるところにより、法第１９３条の２の規定に

準じて、２人以上の公認会計士又は監査法人の

監査、中間監査又は四半期レビューを受け、そ

れに基づいて当該公認会計士又は監査法人が作

成した監査報告書、中間監査報告書又は四半期

レビュー報告書を添付し、提出するものとす

る。ただし、新規上場申請者が施行規則で定め

る外国会社である場合には、この限りでない。

７ プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者（前項ただし書の規定の適用を受ける外

国会社及びテクニカル上場規定の適用を受けて

新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。）

は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上

場を承認する時までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、前項に規定する監査、中間監査又は

四半期レビュー（施行規則で定めるものを除

く。）について公認会計士又は監査法人が作成

した監査概要書、中間監査概要書又は四半期レ

ビュー概要書を提出するものとする。

８ プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者（テクニカル上場規定の適用を受けて新

規上場申請を行う新規上場申請者を除く。）

は、第６項に規定するほか、施行規則で定める

財務計算に関する書類について、当取引所が新

規上場申請に係る株券等の上場を承認する時ま

でに、施行規則で定めるところにより、公認会

計士又は監査法人による監査報告書又は財務数

値等に係る意見を記載した書面を添付し、提出

するものとする。

９～１２ （略）

（新規上場申請に係る提出書類等）

第２１０条 （略）

２～５ （略）

６ プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者は、前各項の規定に基づく提出書類のう

ち施行規則で定める財務計算に関する書類につ

いて、施行規則で定めるところにより、法第１

９３条の２の規定に準じて、２人以上の公認会

計士又は監査法人の監査、中間監査又は四半期

レビューを受け、それに基づいて当該公認会計

士又は監査法人が作成した監査報告書、中間監

査報告書又は四半期レビュー報告書を添付する

ものとする。ただし、新規上場申請者が施行規

則で定める外国会社である場合には、この限り

でない。

７ プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者（前項ただし書の規定の適用を受ける外

国会社及びテクニカル上場規定の適用を受けて

新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。）

は、施行規則で定めるところにより、前項に規

定する監査、中間監査又は四半期レビュー（施

行規則で定めるものを除く。）について公認会

計士又は監査法人が作成した監査概要書、中間

監査概要書又は四半期レビュー概要書を提出す

るものとする。

８ プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者（テクニカル上場規定の適用を受けて新

規上場申請を行う新規上場申請者を除く。）

は、第６項に規定するほか、施行規則で定める

財務計算に関する書類について、施行規則で定

めるところにより、公認会計士又は監査法人に

よる監査報告書又は財務数値等に係る意見を記

載した書面を添付するものとする。

９～１２ （略）

（内国会社の形式要件）

第２１１条 内国株券に係る第２１３条に定める

プライム市場の上場審査は、次の各号に適合す

るもの（第２０５条第１０号ａ及びｃに掲げる

内国株券の新規上場申請が同時に行われた場合

における、当該ｃに掲げる内国株券の上場審査

については、第１号並びに第２号ａ及びｂに代

えて第２０５条第１号並びに第２号ａ及びｂに

（内国会社の形式要件）

第２１１条 内国株券に係る第２１３条に定める

プライム市場の上場審査は、次の各号に適合す

るもの（第２０５条第１０号ａ及びｃに掲げる

内国株券の新規上場申請が同時に行われた場合

における、当該ｃに掲げる内国株券の上場審査

については、第１号並びに第２号ａ及びｂに代

えて第２０５条第１号並びに第２号ａ及びｂに
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適合するもの）を対象として行うものとする。

この場合における当該各号の取扱いは施行規則

で定める。

（１）～（４） （略）

（５） 利益の額又は売上高

  次のａ又はｂに適合すること。

ａ 近２年間（「 近」の計算は、基準事

業年度（前条第２項に定める「新規上場申

請のための有価証券報告書」に経理の状況

として財務諸表等が記載される 近事業年

度をいう。以下この節において同じ。）の

末日を起算日としてさかのぼる。以下この

節において同じ。）における利益の額の総

額が２５億円以上であること。

ｂ （略）

（６） （略）

適合するもの）を対象として行うものとする。

この場合における当該各号の取扱いは施行規則

で定める。

（１）～（４） （略）

（５） 利益の額又は売上高

  次のａ又はｂに適合すること。

ａ 近２年間における利益の額の総額が２

５億円以上であること。

ｂ （略）

（６） （略）

（新規上場申請に係る提出書類等）

第２１６条 （略）

２～５ （略）

６ グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者は、第２項から前項までに掲げる提出書

類のうち施行規則で定める財務計算に関する書

類について、当取引所が新規上場申請に係る株

券等の上場を承認する時までに、施行規則で定

めるところにより、法第１９３条の２の規定に

準じて、２人以上の公認会計士又は監査法人の

監査、中間監査又は四半期レビューを受け、そ

れに基づいて当該公認会計士又は監査法人が作

成した監査報告書、中間監査報告書又は四半期

レビュー報告書を添付し、提出するものとす

る。ただし、新規上場申請者が施行規則で定め

る外国会社である場合には、この限りでない。

７ グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者（前項ただし書の規定の適用を受ける外

国会社及びテクニカル上場規定の適用を受けて

新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。）

は、当取引所が新規上場申請に係る株券等の上

場を承認する時までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、前項に規定する監査、中間監査又は

四半期レビュー（施行規則で定めるものを除

く。）について公認会計士又は監査法人が作成

した監査概要書、中間監査概要書又は四半期レ

ビュー概要書を提出するものとする。

８ グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者（テクニカル上場規定の適用を受けて新

規上場申請を行う新規上場申請者を除く。）

は、第６項に規定するほか、施行規則で定める

財務計算に関する書類について、当取引所が新

（新規上場申請に係る提出書類等）

第２１６条 （略）

２～５ （略）

６ グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者は、前各項の規定に基づく提出書類のう

ち施行規則で定める財務計算に関する書類につ

いて、施行規則で定めるところにより、法第１

９３条の２の規定に準じて、２人以上の公認会

計士又は監査法人の監査、中間監査又は四半期

レビューを受け、それに基づいて当該公認会計

士又は監査法人が作成した監査報告書、中間監

査報告書又は四半期レビュー報告書を添付する

ものとする。ただし、新規上場申請者が施行規

則で定める外国会社である場合には、この限り

でない。

７ グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者（前項ただし書の規定の適用を受ける外

国会社及びテクニカル上場規定の適用を受けて

新規上場申請を行う新規上場申請者を除く。）

は、施行規則で定めるところにより、前項に規

定する監査、中間監査又は四半期レビュー（施

行規則で定めるものを除く。）について公認会

計士又は監査法人が作成した監査概要書、中間

監査概要書又は四半期レビュー概要書を提出す

るものとする。

８ グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者（テクニカル上場規定の適用を受けて新

規上場申請を行う新規上場申請者を除く。）

は、第６項に規定するほか、施行規則で定める

財務計算に関する書類について、施行規則で定
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規上場申請に係る株券等の上場を承認する時ま

でに、施行規則で定めるところにより、公認会

計士又は監査法人による監査報告書又は財務数

値等に係る意見を記載した書面を添付し、提出

するものとする。

９～１２ （略）

めるところにより、公認会計士又は監査法人に

よる監査報告書又は財務数値等に係る意見を記

載した書面を添付するものとする。

９～１２ （略）

（内国会社の形式要件）

第２１７条 内国株券に係る第２１９条に定める

グロース市場の上場審査は、次の各号に適合す

るもの（第２０５条第１０号ａ及びｃに掲げる

内国株券の新規上場申請が同時に行われた場合

における、当該ｃに掲げる内国株券の上場審査

については、第１号並びに第２号ａ及びｂに代

えて第２０５条第１号並びに第２号ａ及びｂに

適合するもの）を対象として行うものとする。

この場合における当該各号の取扱いは施行規則

で定める。

（１）・（２） （略）

（３） 公募の実施

新規上場申請日から上場日の前日までの期

間に、５００単位以上の新規上場申請に係る

株券等の公募を行うこと。ただし、次のａ又

はｂのいずれかに該当する場合は、この限り

でない。

ａ 上場日における時価総額が２５０億円以

上となる見込みのある場合

ｂ 新規上場申請者が、上場会社の人的分割

によりその事業を承継する会社であって、

当該人的分割前に新規上場申請が行われ、

かつ、新規上場申請日から上場日の前日ま

での期間に新規上場申請に係る株券等の公

募を行わない場合

（４） 事業継続年数

  新規上場申請日から起算して１年前より前

から株式会社として継続的に事業活動をして

いること。

（５） 虚偽記載又は不適正意見等

  次のａからｄまでに適合すること

ａ 前条第２項に定める「新規上場申請のた

めの有価証券報告書」に添付される監査報

告書（ 近１年間（「 近」の計算は、基

準事業年度（当該「新規上場申請のための

有価証券報告書」に経理の状況として財務

諸表等が記載される 近事業年度をい

（内国会社の形式要件）

第２１７条 内国株券に係る第２１９条に定める

グロース市場の上場審査は、次の各号に適合す

るもの（第２０５条第１０号ａ及びｃに掲げる

内国株券の新規上場申請が同時に行われた場合

における、当該ｃに掲げる内国株券の上場審査

については、第１号並びに第２号ａ及びｂに代

えて第２０５条第１号並びに第２号ａ及びｂに

適合するもの）を対象として行うものとする。

この場合における当該各号の取扱いは施行規則

で定める。

（１）・（２） （略）

（３） 公募の実施

新規上場申請日から上場日の前日までの期

間に、５００単位以上の新規上場申請に係る

株券等の公募を行うこと。ただし、新規上場

申請者が、上場会社の人的分割によりその事

業を承継する会社であって、当該人的分割前

に新規上場申請が行われ、かつ、新規上場申

請日から上場日の前日までの期間に新規上場

申請に係る株券等の公募を行わない場合に

は、この限りでない。

（新設）

（新設）

（４） 事業継続年数

  新規上場申請日から起算して１年前より前

から取締役会を設置して継続的に事業活動を

していること。

（５） 虚偽記載又は不適正意見等

  次のａからｄまでに適合すること。

ａ 「新規上場申請のための有価証券報告

書」に添付される監査報告書（ 近１年間

に終了する事業年度及び連結会計年度の財

務諸表等に添付されるものを除く。）にお

いて、公認会計士等の「無限定適正意見」

又は「除外事項を付した限定付適正意見」
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う。）の末日を起算日としてさかのぼる。

以下この節において同じ。）に終了する事

業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添

付されるものを除く。）において、公認会

計士等の「無限定適正意見」又は「除外事

項を付した限定付適正意見」が記載されて

いること。ただし、施行規則で定める場合

は、この限りでない。

ｂ 前条第２項に定める「新規上場申請のた

めの有価証券報告書」に添付される監査報

告書（ 近１年間に終了する事業年度及び

連結会計年度の財務諸表等に添付されるも

のに限る。）及び中間監査報告書又は四半

期レビュー報告書において、公認会計士等

の「無限定適正意見」、「中間財務諸表等

が有用な情報を表示している旨の意見」又

は「無限定の結論」が記載されているこ

と。ただし、施行規則で定める場合は、こ

の限りでない。

ｃ・ｄ （略）

が記載されていること。ただし、施行規則

で定める場合は、この限りでない。

ｂ 「新規上場申請のための有価証券報告

書」に添付される監査報告書（ 近１年間

に終了する事業年度及び連結会計年度の財

務諸表等に添付されるものに限る。）及び

中間監査報告書又は四半期レビュー報告書

において、公認会計士等の「無限定適正意

見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表

示している旨の意見」又は「無限定の結

論」が記載されていること。ただし、施行

規則で定める場合は、この限りでない。

ｃ・ｄ （略）

（６） 上場会社監査事務所による監査

前条第２項に定める「新規上場申請のため

の有価証券報告書」に記載及び添付される財

務諸表等、中間財務諸表等及び四半期財務諸

表等について、上場会社監査事務所（日本公

認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度

に基づき準登録事務所名簿に登録されている

監査事務所（日本公認会計士協会の品質管理

レビューを受けた者に限る。）を含む。）

（当取引所が適当でないと認める者を除

く。）の法第１９３条の２の規定に準ずる監

査、中間監査又は四半期レビューを受けてい

ること。

（７） （略）

（６） 上場会社監査事務所による監査

「新規上場申請のための有価証券報告書」

に記載及び添付される財務諸表等、中間財務

諸表等及び四半期財務諸表等について、上場

会社監査事務所（日本公認会計士協会の上場

会社監査事務所登録制度に基づき準登録事務

所名簿に登録されている監査事務所（日本公

認会計士協会の品質管理レビューを受けた者

に限る。）を含む。）（当取引所が適当でな

いと認める者を除く。）の法第１９３条の２

の規定に準ずる監査、中間監査又は四半期レ

ビューを受けていること。

（７） （略）

（上場前の公募又は売出し等）

第２２２条 新規上場申請者の発行する株券等の

上場に係る株式公開の公正を確保するため、上

場前に行われる公募又は売出し、株式の譲受け

又は譲渡及び第三者割当等（募集株式の割当て

の方法のうち、株主割当て以外の方法をい

う。）による募集株式の割当て等に関する必要

な事項については、施行規則で定める。

（上場前の公募又は売出し等）

第２２２条 新規上場申請者（国内の他の金融商

品取引所に上場されている内国株券の発行者及

びこれに準ずる者として施行規則で定める者並

びに外国会社を除く。）の発行する内国株券の

上場に係る株式公開の公正を確保するため、上

場前に行われる公募又は売出し、株式の譲受け

又は譲渡及び第三者割当等（募集株式の割当て

の方法のうち、株主割当て以外の方法をい

う。）による募集株式の割当て等に関する必要

な事項については、施行規則で定める。
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（スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規

上場申請者が上場日以前に合併等を実施する

予定である場合の特例）

第２２３条 （略）

２ 第２０１条第３項の規定は、前項の規定によ

り新規上場申請が行われた場合について準用す

る。この場合において、第２０１条第３項中

「前２項の規定により新規上場申請が行われた

日」とあるのは「第２２３条第１項の規定によ

り新規上場申請が行われた日」と読み替える。

３ 第１項の規定によりスタンダード市場へ新規

上場申請を行う新規上場申請者は、第２０４条

第１項から第８項までに規定する書類のほか、

施行規則で定める書類を当取引所がその都度定

める日までに提出するものとする。

４ （略）

５ （略）

６ 第１項の規定によりスタンダード市場への新

規上場申請を行う新規上場申請者についての第

２０６条の規定の適用については、同条第１項

第１号中「前条第１号、第２号ａ及びｂ、第３

号から第６号まで」とあるのは「前条第１号、

第２号ａ及びｂ、第３号から第５号まで、第２

２３条第５項において読み替えて適用する第２

０５条第６号」と、同条第２項第３号ｄ中「新

規上場申請に係る外国株券等」とあるのは「新

規上場申請者が発行する外国株券等」とする。

（スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規

上場申請者が上場日以前に合併等を実施する

予定である場合の特例）

第２２３条 （略）

（新設）

２ 前項の規定によりスタンダード市場へ新規上

場申請を行う新規上場申請者は、第２０４条第

１項から第８項までに規定する書類のほか、施

行規則で定める書類を当取引所がその都度定め

る日までに提出するものとする。

３ （略）

４ （略）

５ 第１項の規定によりスタンダード市場への新

規上場申請を行う新規上場申請者についての第

２０６条の規定の適用については、同条第１項

第１号中「前条第１号、第２号ａ及びｂ、第３

号から第６号まで」とあるのは「前条第１号、

第２号ａ及びｂ、第３号から第５号まで、第２

２３条第４項において読み替えて適用する第２

０５条第６号」と、第２項第３号ｄ中「新規上

場申請に係る外国株券等」とあるのは「新規上

場申請者が発行する外国株券等」とする。

（プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する予定

である場合の特例）

第２２４条 （略）

２ 第２０１条第３項の規定は、前項の規定によ

り新規上場申請が行われた場合について準用す

る。この場合において、第２０１条第３項中

「前２項の規定により新規上場申請が行われた

日」とあるのは「第２２４条第１項の規定によ

り新規上場申請が行われた日」と読み替える。

３ 第１項の規定によりプライム市場へ新規上場

申請を行う新規上場申請者は、第２１０条第１

項から第８項までに規定する書類のほか、施行

規則で定める書類を当取引所がその都度定める

日までに提出するものとする。

４ （略）

５ （略）

６ 第１項の規定によりプライム市場への新規上

場申請を行う新規上場申請者についての第２１

２条の規定の適用については、同条第１項第２

号中「第２０５条第３号、第６号」とあるのは

（プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する予定

である場合の特例）

第２２４条 （略）

（新設）

２ 前項の規定によりプライム市場へ新規上場申

請を行う新規上場申請者は、第２１０条第１項

から第８項までに規定する書類のほか、施行規

則で定める書類を当取引所がその都度定める日

までに提出するものとする。

３ （略）

４ （略）

５ 第１項の規定によりプライム市場への新規上

場申請を行う新規上場申請者についての第２１

２条の規定の適用については、同条第１項第２

号中「第２０５条第３号、第６号」とあるのは
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「第２０５条第３号、第２２４条第５項におい

て読み替えて適用する第２０５条第６号」と、

同条第２項第３号ｄ中「新規上場申請に係る外

国株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行

する外国株券等」とする。

「第２０５条第３号、第２２４条第４項におい

て読み替えて適用する第２０５条第６号」と、

第２項第３号ｄ中「新規上場申請に係る外国株

券等」とあるのは「新規上場申請者が発行する

外国株券等」とする。

（グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する予定

である場合の特例）

第２２５条 （略）

２ 第２０１条第３項の規定は、前項の規定によ

り新規上場申請が行われた場合について準用す

る。この場合において、第２０１条第３項中

「前２項の規定により新規上場申請が行われた

日」とあるのは「第２２５条第１項の規定によ

り新規上場申請が行われた日」と読み替える。

３ 第１項の規定によりグロース市場へ新規上場

申請を行う新規上場申請者は、第２１６条第１

項から第８項までに規定する書類のほか、施行

規則で定める書類を当取引所がその都度定める

日までに提出するものとする。

４ （略）

５ （略）

（グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する予定

である場合の特例）

第２２５条 （略）

（新設）

２ 前項の規定によりグロース市場へ新規上場申

請を行う新規上場申請者は、第２１６条第１項

から第８項までに規定する書類のほか、施行規

則で定める書類を当取引所がその都度定める日

までに提出するものとする。

３ （略）

４ （略）

（新株券等の上場申請）

第３０１条 （略）

２～４ （略）

５ 上場株券等と異なる種類の株券等又は新株予

約権証券の上場申請が行われた日から起算して

１年以内に上場が行われなかった場合には、当

該上場申請は効力を失うものとする。

６ （略）

７ （略）

８ （略）

（新株券等の上場申請）

第３０１条 （略）

２～４ （略）

（新設）

５ （略）

６ （略）

７ （略）

（新株予約権証券の上場）

第３０４条 第３０１条の規定により上場申請

のあった新株予約権証券が、上場株券等を目的

とするものである場合には、次の各号に定める

基準に適合するときに上場を承認するものとす

る。

（１）・（２） （略）

（３） 新株予約権証券の発行者である上場会

社の経営成績及び財政状態が、次のａ及びｂ

のいずれにも該当していないこと（コミット

メント型の場合を除く。）。

ａ 近２年間（「 近」の計算は、基準事

業年度（直近で提出した有価証券報告書等

（新株予約権証券の上場）

第３０４条 第３０１条の規定により上場申請の

あった新株予約権証券が、上場株券等を目的と

するものである場合には、次の各号に定める基

準に適合するときに上場を承認するものとす

る。

（１）・（２） （略）

（３） 新株予約権証券の発行者である上場会

社の経営成績及び財政状態が、次のａ及びｂ

のいずれにも該当していないこと（コミット

メント型の場合を除く。）。

ａ 近２年間（「 近」の計算は、上場申

請日の直前事業年度の末日を起算日として
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が対象とする事業年度をいう。）の末日を

起算日としてさかのぼる。）において利益

の額が正である事業年度がないこと。この

場合における利益の額の取扱いは施行規則

で定める。

ｂ 直前の四半期会計期間又は事業年度（直

近で提出した四半期報告書又は有価証券報

告書が対象とする四半期会計期間又は事業

年度をいう。）の末日において純資産の額

が正でない状態であること。この場合にお

ける純資産の額の取扱いは施行規則で定め

る。

（４） （略）

２～４ （略）

さかのぼる。）において利益の額が正であ

る事業年度がないこと。この場合における

利益の額の取扱いは施行規則で定める。

ｂ 上場申請日の直前事業年度又は直前四半

期会計期間の末日において純資産の額が正

でない状態であること。この場合における

純資産の額の取扱いは施行規則で定める。

（４） （略）

２～４ （略）

（市場区分の変更申請）

第３０６条 （略）

２ （略）

３ 第１項の規定により市場区分の変更申請が行

われた日から起算して１年以内に市場区分の変

更が行われなかった場合には、当該市場区分の

変更申請は効力を失うものとする。

４ （略）

５ （略）

６ 市場区分の変更申請者は、施行規則で定める

財務計算に関する書類について、当取引所が市

場区分の変更申請に係る株券等の市場区分の変

更を承認する時までに、施行規則で定めるとこ

ろにより公認会計士又は監査法人による監査報

告書又は財務数値等に係る意見を記載した書面

を添付し、提出するものとする。

７ （略）

（市場区分の変更申請）

第３０６条 （略）

２ （略）

（新設）

３ （略）

４ （略）

５ 市場区分の変更申請者は、施行規則で定める

財務計算に関する書類について、施行規則で定

めるところにより公認会計士又は監査法人によ

る監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載

した書面を添付するものとする。

６ （略）

（市場区分の変更予備申請）

第３０７条 市場区分の変更申請を行おうとする

者は、市場区分の変更申請を行おうとする日そ

の他の事項を記載した「市場区分の変更予備申

請書」及び市場区分の変更申請に必要な書類に

準じて作成した書類（提出することができるも

ので足りる。）を提出することにより、市場区

分の変更申請の予備的申請（以下「市場区分の

変更予備申請」という。）を行うことができ

る。

（市場区分の変更予備申請）

第３０７条 市場区分の変更申請を行おうとする

者は、当該申請を行おうとする日の直前事業年

度の末日（当該申請を行おうとする日がその直

前事業年度の末日から起算して１か月以内であ

る場合には、当該直前事業年度の前事業年度の

末日）から起算して３か月前より後において

は、市場区分の変更申請を行おうとする日その

他の事項を記載した「市場区分の変更予備申請

書」及び市場区分の変更申請に必要な書類に準

じて作成した書類（提出することができるもの

で足りる。）を提出することにより、市場区分

の変更申請の予備的申請（以下「市場区分の変

更予備申請」という。）を行うことができる。
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２ 前条第３項の規定は、前項の規定により予備

申請が行われた場合について準用する。この場

合において、前条第３項中「第１項の規定によ

り市場区分の変更申請が行われた日」とあるの

は「次条第１項の規定により市場区分の変更予

備申請が行われた日」と、「当該市場区分の変

更申請」とあるのは「当該市場区分の変更予備

申請及び当該市場区分の変更予備申請が行われ

た日から起算して１年以内に行われた市場区分

の変更申請」とそれぞれ読み替える。

３ 第１項の規定により市場区分の変更予備申請

が行われた場合には、当取引所は次条の規定に

適合する見込みがあるかどうかについて審査を

行う。

４ 前条第７項の規定は、前項の審査を行う場合

について準用する。

（新設）

２ 前項の規定により市場区分の変更予備申請が

行われた場合には、当取引所は次条の規定に適

合する見込みがあるかどうかについて審査を行

う。

３ 前条第６項の規定は、前項の審査を行う場合

について準用する。

（市場区分の変更審査）

第３０８条 第２０５条（第７号を除く。）、第

２０６条並びに第２０７条第１項及び第５項の

規定は、第３０６条の規定によりスタンダード

市場への市場区分の変更申請が行われた場合に

ついて準用する。この場合において、第２０５

条第６号中「新規上場申請に係る株券等が国内

の他の金融商品取引所に上場されている場合に

あっては、次の（ａ）及び（ｂ）に該当するも

のでないこと」とあるのは「次の（ａ）及び

（ｂ）に該当するものでないこと」と読み替え

る。

２ 第２１１条（第２１１条第６号の規定により

適用される第２０５条第７号を除く。）、第２

１２条並びに第２１３条第１項及び第５項の規

定は、第３０６条の規定によりプライム市場へ

の市場区分の変更申請が行われた場合について

準用する。この場合において、第２１１条第６

号により適用する第２０５条第６号中「新規上

場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引

所に上場されている場合にあっては、次の

（ａ）及び（ｂ）に該当するものでないこと」

とあるのは「次の（ａ）及び（ｂ）に該当する

ものでないこと」と読み替える。

（市場区分の変更審査）

第３０８条 第２０５条（第７号を除く。）、第

２０６条並びに第２０７条第１項及び第５項の

規定は、第３０６条の規定によりスタンダード

市場への市場区分の変更申請が行われた場合に

ついて準用する。この場合において、第２０５

条中「新規上場申請に係る株券等が国内の他の

金融商品取引所に上場されている場合にあって

は、次の（ａ）及び（ｂ）に該当するものでな

いこと」とあるのは「次の（ａ）及び（ｂ）に

該当するものでないこと」と、同条中「新規上

場申請日の直前事業年度の末日」とあるのは

「市場区分変更申請日の直前事業年度の末日

（市場区分変更申請日がその直前事業年度の末

日から起算して１か月以内である場合には、当

該直前事業年度の前事業年度の末日をい

う。）」とそれぞれ読み替える。

２ 第２１１条（第２１１条第６号の規定により

適用される第２０５条第７号を除く。）、第２

１２条並びに第２１３条第１項及び第５項の規

定は、第３０６条の規定によりプライム市場へ

の市場区分の変更申請が行われた場合について

準用する。この場合において、第２１１条第６

号により適用する第２０５条中「新規上場申請

に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上

場されている場合にあっては、次の（ａ）及び

（ｂ）に該当するものでないこと」とあるのは

「次の（ａ）及び（ｂ）に該当するものでない

こと」と、同条中「新規上場申請日の直前事業

年度の末日」とあるのは「市場区分変更申請日

の直前事業年度の末日（市場区分変更申請日が

その直前事業年度の末日から起算して１か月以
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３ 第２１７条（第６号を除く。）、第２１８条

並びに第２１９条第１項及び第５項の規定は、

第３０６条の規定によりグロース市場への市場

区分の変更申請が行われた場合について準用す

る。この場合において、第２１７条第５号中

「新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融

商品取引所に上場されている場合にあっては、

次の（ａ）及び（ｂ）に該当するものでないこ

と」とあるのは「次の（ａ）及び（ｂ）に該当

するものでないこと」と読み替える。

４～８ （略）

内である場合には、当該直前事業年度の前事業

年度の末日をいう。）」とそれぞれ読み替え

る。

３ 第２１７条（第６号を除く。）、第２１８条

並びに第２１９条第１項及び第５項の規定は、

第３０６条の規定によりグロース市場への市場

区分の変更申請が行われた場合について準用す

る。この場合において、第２１７条中「新規上

場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引

所に上場されている場合にあっては、次の

（ａ）及び（ｂ）に該当するものでないこと」

とあるのは「次の（ａ）及び（ｂ）に該当する

ものでないこと」と読み替える。

４～８ （略）

（吸収合併等の場合の市場区分の変更に係る審

査の申請）

第３１０条 （略）

２ 第３０６条第４項から第６項までの規定は、

前項の申請を行う場合について準用する。

３ （略）

（吸収合併等の場合の市場区分の変更に係る審

査の申請）

第３１０条 （略）

２ 第３０６条第３項から第５項の規定は、前項

の申請を行う場合について準用する。

３ （略）

（市場区分の変更申請を行う上場会社が市場区

分変更日以前に合併等を実施する予定である

場合の特例）

第３１１条 （略）

２ （略）

３ 第３０６条第３項の規定は、第１項の規定に

より市場区分の変更申請が行われた場合につい

て準用する。この場合において、第３０６条第

３項中「第１項に定める申請」とあるのは「第

３１１条第１項に定める市場区分の変更申請」

と読み替える。

４ 第１項の規定により市場区分の変更申請を行

う場合にあっては、第３０６条第４項から第６

項までに規定する書類のほか、施行規則で定め

る書類を当取引所がその都度定める日までに提

出するものとする。

５ 第１項の規定によりスタンダード市場への市

場区分の変更申請を行う上場会社についての第

３０８条第１項の規定の適用については、同項

中「第２０５条」とあるのは「第２２３条第５

項の規定により読み替えて適用する第２０５

条」と、「第２０６条」とあるのは「第２２３

条第６項の規定により読み替えて適用する第２

０６条」とする。

６ 第１項の規定によりプライム市場への市場区

分の変更申請を行う上場会社についての第３０

（市場区分の変更申請を行う上場会社が市場区

分変更日以前に合併等を実施する予定である

場合の特例）

第３１１条 （略）

２ （略）

（新設）

３ 第１項の規定により市場区分の変更申請を行

う場合にあっては、第３０６条第３項から第５

項までに規定する書類のほか、施行規則で定め

る書類を当取引所がその都度定める日までに提

出するものとする。

４ 第１項の規定によりスタンダード市場への市

場区分の変更申請を行う上場会社についての第

３０８条第１項の規定の適用については、同項

中「第２０５条」とあるのは「第２２３条第４

項の規定により読み替えて適用する第２０５

条」と、「第２０６条」とあるのは「第２２３

条第５項の規定により読み替えて適用する第２

０６条」とする。

５ 第１項の規定によりプライム市場への市場区

分の変更申請を行う上場会社についての第３０
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８条第２項の規定の適用については、同項中

「第２１１条」とあるのは「第２２４条第５項

の規定により読み替えて適用する第２１１条」

と、「第２１２条」とあるのは「第２２４条第

６項の規定により読み替えて適用する第２１２

条」とする。

７ 第１項の規定によりグロース市場への市場区

分の変更申請を行う上場会社についての第３０

８条第３項の規定の適用については、同項中

「第２１７条」とあるのは「第２２５条第５項

の規定により読み替えて適用する第２１７条」

とする。

８条第２項の規定の適用については、同項中

「第２１１条」とあるのは「第２２４条第４項

の規定により読み替えて適用する第２１１条」

と、「第２１２条」とあるのは「第２２４条第

５項の規定により読み替えて適用する第２１２

条」とする。

６ 第１項の規定によりグロース市場への市場区

分の変更申請を行う上場会社についての第３０

８条第３項の規定の適用については、同項中

「第２１７条」とあるのは「第２２５条第４項

の規定により読み替えて適用する第２１７条」

とする。

（上場外国会社の上場維持基準） （上場外国会社の上場維持基準）

第５０２条 （略） 第５０２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 上場外国会社は、第１項各号又は前項各号に

定める基準に適合しない状態となった場合は、

当該状態となった時から起算して６か月以内

（第１項各号又は第２項各号の規定による前条

第１項第１号ｃ若しくはｄ、第１項第２号ｃ若

しくはｄ又は第１項第３号ｃ、ｄ若しくはｅに

定める基準に適合しない状態となった場合は、

当該状態となった時から起算して３か月以内）

（天災地変等、上場外国会社の責めに帰すべか

らざる事由により、当該期間内に提出すること

が困難であると当取引所が認める場合は、この

限りでない。）に、施行規則で定める期間内に

当該基準に適合するための取組み及びその実施

時期を記載した計画書の提出を行わなければな

らない。

３ 上場外国会社は、第１項各号又は前項各号に

定める基準に適合しない状態となった場合は、

当該状態となった時から起算して６か月以内

（第１項各号又は第２項各号の規定による前条

第１項第１号ｃ若しくはｄ、第１項第２号ｃ若

しくはｄ又は第１項第３号ｃ、ｄ若しくはｅに

定める基準に適合しない状態となった場合は、

当該状態となった時から起算して３か月以内）

（天災地変等、上場内国会社の責めに帰すべか

らざる事由により、当該期間内に提出すること

が困難であると当取引所が認める場合は、この

限りでない。）に、施行規則で定める期間内に

当該基準に適合するための取組み及びその実施

時期を記載した計画書の提出を行わなければな

らない。

４～６ （略） ４～６ （略）

（特設注意市場銘柄の指定及び指定解除）

第５０３条 当取引所は、次の各号に掲げる場合

であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制

等について改善の必要性が高いと認めるとき

は、当該上場会社が発行者である上場株券等を

特設注意市場銘柄に指定することができる。

（１） 上場会社が第６０１条第１項第６号、

第１０号ａ（第２０４条第１項、第２１０条

第１項、第２１６条第１項、第３０１条第３

項又は第３０６条第４項（第３１０条第２項

若しくは第６０３条第４項において準用する

場合を含む。）の規定により提出した宣誓書

において宣誓した事項について重大な違反を

行った場合を除く。）、第１９号又は第２０

（特設注意市場銘柄の指定及び指定解除）

第５０３条 当取引所は、次の各号に掲げる場合

であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制

等について改善の必要性が高いと認めるとき

は、当該上場会社が発行者である上場株券等を

特設注意市場銘柄に指定することができる。

（１） 上場会社が第６０１条第１項第６号、

第１０号ａ（第２０４条第１項、第２１０条

第１項、第２１６条第１項、第３０１条第３

項又は第３０６条第３項（第３１０条第２項

若しくは第６０３条第４項において準用する

場合を含む。）の規定により提出した宣誓書

において宣誓した事項について重大な違反を

行った場合を除く。）、第１９号又は第２０
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号（第６０２条第１項第５号又は第２項第３

号による場合を含む。）に該当するおそれが

あると当取引所が認めた後、当該各号に該当

しないと当取引所が認めた場合

（２）～（５） （略）

２～８ （略）

号（第６０２条第１項第５号又は第２項第３

号による場合を含む。）に該当するおそれが

あると当取引所が認めた後、当該各号に該当

しないと当取引所が認めた場合

（２）～（５） （略）

２～８ （略）

（上場内国会社の上場廃止基準）

第６０１条 上場内国株券が次の各号のいずれか

に該当する場合には、その上場を廃止するもの

とする。この場合における当該各号の取扱いは

施行規則で定める。

（上場内国会社の上場廃止基準）

第６０１条 上場内国株券が次の各号のいずれか

に該当する場合には、その上場を廃止するもの

とする。この場合における当該各号の取扱いは

施行規則で定める。

（１）～（９） （略）

（１０） 上場契約違反等

  次のａ又はｂに掲げる場合において、当該

ａ又はｂに該当すると当取引所が認めた場合

ａ 上場会社が上場契約に関する重大な違反

を行ったとして施行規則で定める場合、第

２０４条第１項、第２１０条第１項、第２

１６条第１項、第３０１条第３項若しくは

第３０６条第４項（第３１０条第２項若し

くは第６０３条第４項において準用する場

合を含む。）の規定により提出した宣誓書

において宣誓した事項について重大な違反

を行った場合又は上場契約の当事者でなく

なることとなった場合

ｂ 上場会社が第２０４条第１項、第２１０

条第１項、第２１６条第１項、第３０１条

第３項又は第３０６条第４項の規定（第３

１０条第２項若しくは第６０３条第４項に

おいて準用する場合を含む。）により提出

した宣誓書（テクニカル上場規定の適用を

受けて当該申請を行った者が提出した宣誓

書を除く。）において宣誓した事項につい

て違反を行い（前ａの場合を除く。）、新

規上場に係る基準、新株券等の上場に係る

基準又は市場区分の変更に係る基準に適合

していなかったと当取引所が認めた場合

（当取引所が施行規則で定める基準に適合

しないかどうかの審査を不要と認めた場合

を除く。）において、当該上場会社が施行

規則で定める基準に適合しないとき

（１）～（９） （略）

（１０） 上場契約違反等

  次のａ又はｂに掲げる場合において、当該

ａ又はｂに該当すると当取引所が認めた場合

ａ 上場会社が上場契約に関する重大な違反

を行ったとして施行規則で定める場合、第

２０４条第１項、第２１０条第１項、第２

１６条第１項、第３０１条第３項若しくは

第３０６条第３項（第３１０条第２項若し

くは第６０３条第４項において準用する場

合を含む。）の規定により提出した宣誓書

において宣誓した事項について重大な違反

を行った場合又は上場契約の当事者でなく

なることとなった場合

ｂ 上場会社が第２０４条第１項、第２１０

条第１項、第２１６条第１項、第３０１条

第３項又は第３０６条第３項の規定（第３

１０条第２項若しくは第６０３条第４項に

おいて準用する場合を含む。）により提出

した宣誓書（テクニカル上場規定の適用を

受けて当該申請を行った者が提出した宣誓

書を除く。）において宣誓した事項につい

て違反を行い（前ａの場合を除く。）、新

規上場に係る基準、新株券等の上場に係る

基準又は市場区分の変更に係る基準に適合

していなかったと当取引所が認めた場合

（当取引所が施行規則で定める基準に適合

しないかどうかの審査を不要と認めた場合

を除く。）において、当該上場会社が施行

規則で定める基準に適合しないとき

（１１）～（２０） （略）

２ （略）

（１１）～（２０） （略）

２ （略）

（株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援

をする会社が発行する株券等）

（株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援

をする会社が発行する株券等）
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第７０７条 株式会社地域経済活性化支援機構

（以下「地域経済活性化支援機構」という。）

が再生支援決定（株式会社地域経済活性化支援

機構法（平成２１年法律第６３号）第２５条第

４項に規定する再生支援決定をいう。以下同

じ。）を行った会社（再生支援決定が行われた

後、当該決定が撤回されることとなった会社又

は当該会社の債務に係る買取決定等（株式会社

地域経済活性化支援機構法第３１条第１項に規

定する買取決定等をいう。以下同じ。）が行わ

れないこととなった会社を除く。以下「被支援

会社」という。）の発行する株券等（優先株等

を除く。以下この条において同じ。）が、再生

支援決定が行われた後当取引所において上場廃

止となった場合であって、かつ、地域経済活性

化支援機構が当該会社の再生支援決定を公表し

た日から５年以内に開始する事業年度（地域経

済活性化支援機構が当該会社の再生支援決定に

係る全ての業務を完了した日の属する事業年度

の末日後に開始するものを除く。）を基準事業

年度（第２１０条第２項に定める「新規上場申

請のための有価証券報告書」に経理の状況とし

て財務諸表等が記載される 近事業年度をい

う。以下この条において同じ。）として当該会

社がその発行する株券等のプライム市場への新

規上場申請を行うときにおける第２１１条の規

定の適用については、同条第５号を次のとおり

とする。

（５） 利益の額又は売上高

次のａ又はｂに適合すること。

ａ 近１年間（「 近」の計算は、基準事

業年度（前条第２項に定める「新規上場申

請のための有価証券報告書」に経理の状況

として財務諸表等が記載される 近事業年

度をいう。）の末日を起算日としてさかの

ぼる。以下この節において同じ。）におけ

る利益の額が１２億５千万円以上であるこ

と。

ｂ （略）

２・３ （略）

第７０７条 株式会社地域経済活性化支援機構

（以下「地域経済活性化支援機構」という。）

が再生支援決定（株式会社地域経済活性化支援

機構法（平成２１年法律第６３号）第２５条第

４項に規定する再生支援決定をいう。以下同

じ。）を行った会社（再生支援決定が行われた

後、当該決定が撤回されることとなった会社又

は当該会社の債務に係る買取決定等（株式会社

地域経済活性化支援機構法第３１条第１項に規

定する買取決定等をいう。以下同じ。）が行わ

れないこととなった会社を除く。以下「被支援

会社」という。）の発行する株券等（優先株等

を除く。以下この条において同じ。）が、再生

支援決定が行われた後当取引所において上場廃

止となった場合であって、かつ、地域経済活性

化支援機構が当該会社の再生支援決定を公表し

た日から５年以内に開始する事業年度（地域経

済活性化支援機構が当該会社の再生支援決定に

係る全ての業務を完了した日の属する事業年度

の末日後に開始するものを除く。）を直前事業

年度として当該会社がその発行する株券等のプ

ライム市場への新規上場申請を行うときにおけ

る第２１１条の規定の適用については、同条第

５号を次のとおりとする。

（５） 利益の額又は売上高

次のａ又はｂに適合すること。

ａ 近１年間（「 近」の計算は、新規上

場申請日の直前事業年度の末日を起算日と

してさかのぼる。以下この章において同

じ。）における利益の額が１２億５千万円

以上であること。

ｂ （略）

２・３ （略）

（東日本大震災に伴う新規上場申請手続の特

例）

第７０８条 第２０２条、第２０４条、第２１０

条及び第２１６条の規定にかかわらず、新規上

場申請者が当該新規上場申請を行った日より前

に新規上場申請又は予備申請を行ったことがあ

り、かつ、直近の新規上場申請日又は予備申請

日から起算して３年以内に新規上場申請又は予

（東日本大震災に伴う新規上場申請手続の特

例）

第７０８条 第２０２条、第２０４条、第２１０

条及び第２１６条の規定にかかわらず、新規上

場申請者が当該新規上場申請を行った日より前

に新規上場申請又は予備申請を行ったことがあ

り、かつ、直近の新規上場申請日（予備申請を

行った場合にあっては、有価証券新規上場予備
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備申請を行う場合であって、当該新規上場申請

又は予備申請より前の新規上場申請又は予備申

請により新規上場に至らなかった理由が東日本

大震災に起因するものであると当取引所が認め

たときは、当該新規上場申請者の提出する書類

のうち、当取引所が適当と認めるものについて

は省略することができるものとする。

２ （略）

申請書に記載した新規上場申請を行おうとする

日）の属する事業年度の初日から起算して３年

以内に新規上場申請又は予備申請を行う場合で

あって、当該新規上場申請又は予備申請より前

の新規上場申請又は予備申請により新規上場に

至らなかった理由が東日本大震災に起因するも

のであると当取引所が認めたときは、当該新規

上場申請者の提出する書類のうち、当取引所が

適当と認めるものについては省略することがで

きるものとする。

２ （略）

（新規上場申請）

第８０１条 （略）

２ （略）

３ 前２項の規定により新規上場申請が行われた

日から起算して１年以内に新規上場が行われな

かった場合には、当該新規上場申請は効力を失

うものとする。

４ 前３項の規定は、法第１２５条の上場命令に

基づき上場する優先株等については、適用しな

い。

５ （略）

（新規上場申請）

第８０１条 （略）

２ （略）

（新設）

３ 前２項の規定は、法第１２５条の上場命令に

基づき上場する優先株等については、適用しな

い。

４ （略）

（改善に向けた計画の開示） （改善に向けた計画の開示）

第８０８条の２ 上場優先株等の発行者は、前条

第２項第１号に定める「１単位以上の優先株等

の所有者数が、上場会社の事業年度の末日にお

いて４００人未満である場合」、同項第２号ａ

に定める「流通株式の数が、上場会社の事業年

度の末日において２，０００単位未満である場

合」、同項第２号ｂに定める「流通株式の時価

総額が、上場会社の事業年度の末日において１

０億円未満である場合」又は同項第４号に定め

る「毎年の６月末日以前又は１２月末日以前６

か月間における上場優先株等の月平均売買高が

１０単位未満である場合」に該当することとな

ったときには、該当することとなったときから

起算して３か月以内（天災地変等、上場優先株

等の発行者の責めに帰すべからざる事由によ

り、３か月以内に開示することが困難であると

当取引所が認める場合は、この限りでない。）

に、当該各号に定める基準に抵触しない状態と

するための取組み及びその実施時期を記載した

計画を開示しなければならない。

第８０８条の２ 上場優先株等の発行者は、前条

第２項第１号に定める「１単位以上の優先株等

の所有者数が、上場会社の事業年度の末日にお

いて４００人未満である場合」、同項第２号ａ

に定める「流通株式の数が、上場会社の事業年

度の末日において２，０００単位未満である場

合」、同項第２号ｂに定める「流通株式の時価

総額が、上場会社の事業年度の末日において１

０億円未満である場合」又は同項第４号に定め

る「毎年の６月末日以前又は１２月末日以前６

か月間における上場優先株等の月平均売買高が

１０単位未満である場合」に該当することとな

ったときには、該当することとなったときから

起算して３か月以内（天災地変等、上場内国会

社の責めに帰すべからざる事由により、３か月

以内に開示することが困難であると当取引所が

認める場合は、この限りでない。）に、当該各

号に定める基準に抵触しない状態とするための

取組み及びその実施時期を記載した計画を開示

しなければならない。

（新規上場申請）

第８１３条 （略）

（新規上場申請）

第８１３条 （略）
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２ （略）

３ 前２項の規定により新規上場申請が行われた

日から起算して１年以内に新規上場が行われな

かった場合には、当該新規上場申請は効力を失

うものとする。

４ （略）

２ （略）

（新設）

３ （略）

（改善に向けた計画の開示） （改善に向けた計画の開示）

第８２１条の２ 上場優先証券の発行者は、前条

第２項第１号に定める「１単位以上の優先証券

の所有者数が、上場優先証券の発行者の事業年

度の末日において４００人未満である場合」、

同項第２号ａに定める「流通株式の数が、上場

優先証券の発行者の事業年度の末日において

２，０００単位未満である場合」又は同項第２

号ｂに定める「流通株式の時価総額が、上場優

先証券の発行者の事業年度の末日において１０

億円未満である場合」に該当することとなった

ときには、該当することとなったときから起算

して３か月以内（天災地変等、上場優先証券の

発行者の責めに帰すべからざる事由により、３

か月以内に開示することが困難であると当取引

所が認める場合は、この限りでない。）に、当

該各号に定める基準に抵触しない状態とするた

めの取組み及びその実施時期を記載した計画を

開示しなければならない。

第８２１条の２ 上場優先証券の発行者は、前条

第２項第１号に定める「１単位以上の優先証券

の所有者数が、上場優先証券の発行者の事業年

度の末日において４００人未満である場合」、

同項第２号ａに定める「流通株式の数が、上場

優先証券の発行者の事業年度の末日において

２，０００単位未満である場合」又は同項第２

号ｂに定める「流通株式の時価総額が、上場優

先証券の発行者の事業年度の末日において１０

億円未満である場合」に該当することとなった

ときには、該当することとなったときから起算

して３か月以内（天災地変等、上場内国会社の

責めに帰すべからざる事由により、３か月以内

に開示することが困難であると当取引所が認め

る場合は、この限りでない。）に、当該各号に

定める基準に抵触しない状態とするための取組

み及びその実施時期を記載した計画を開示しな

ければならない。

（新規上場申請）

第８２６条 （略）

２ （略）

３ 第１項又は前項の規定により準用される第２

０１条第２項の規定により新規上場申請が行わ

れた日から起算して１年以内に新規上場が行わ

れなかった場合には、当該新規上場申請は効力

を失うものとする。

４ （略）

（新規上場申請）

第８２６条 （略）

２ （略）

（新設）

３ （略）

（予備申請）

第８２７条 優先出資証券の新規上場申請を行お

うとする者（第８３２条の規定の適用を受ける

者を除く。）は、新規上場申請を行おうとする

日その他の事項を記載した「有価証券新規上場

予備申請書」及び新規上場申請に必要な書類に

準じて作成した書類（提出することができるも

ので足りる。）を提出することにより、予備申

請を行うことができる。

（予備申請）

第８２７条 優先出資証券の新規上場申請を行お

うとする者（第８３２条の規定の適用を受ける

者を除く。）は、当該新規上場申請を行おうと

する日の直前事業年度の末日から起算して３か

月前より後においては、新規上場申請を行おう

とする日その他の事項を記載した「有価証券新

規上場予備申請書」及び新規上場申請に必要な

書類に準じて作成した書類（提出することがで

きるもので足りる。）を提出することにより、

予備申請を行うことができる。
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２ 前条第３項の規定は、前項の規定により予備

申請が行われた場合について準用する。この場

合において、前条第３項中「第１項又は前項の

規定により準用される第２０１条第２項の規定

により新規上場申請が行われた日」とあるのは

「次条第１項の規定により予備申請が行われた

日」と、「当該新規上場申請」とあるのは「当

該予備申請及び当該予備申請が行われた日から

起算して１年以内に行われた新規上場申請」と

それぞれ読み替える。

３ 第１項の規定により予備申請が行われた場合

には、当取引所は第８３０条及び第８３１条の

規定に適合する見込みがあるかどうかについて

審査を行う。

４ （略）

（新設）

２ 前項の規定により予備申請が行われた場合に

は、当取引所は第８３０条及び第８３１条の規

定に適合する見込みがあるかどうかについて審

査を行う。

３ （略）

（新規上場申請に係る提出書類等）

第８２９条 （略）

２～５ （略）

６ 新規優先出資証券上場申請者は、第２項から

前項までに掲げる提出書類のうち施行規則で定

める財務計算に関する書類について、当取引所

が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する

時までに、施行規則で定めるところにより、法

第１９３条の２の規定に準じて、２人以上の公

認会計士又は監査法人の監査、中間監査又は四

半期レビューを受け、それに基づいて当該公認

会計士又は監査法人が作成した監査報告書、中

間監査報告書又は四半期レビュー報告書を添付

し、提出するものとする。

７ 新規優先出資証券上場申請者（第８３２条の

規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規優

先出資証券上場申請者を除く。）は、当取引所

が新規上場申請に係る株券等の上場を承認する

時までに、施行規則で定めるところにより、前

項に規定する監査、中間監査又は四半期レビュ

ー（施行規則で定めるものを除く。）について

公認会計士又は監査法人が作成した監査概要

書、中間監査概要書又は四半期レビュー概要書

を提出するものとする。

８ 新規優先出資証券上場申請者（第８３２条の

規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規優

先出資証券上場申請者を除く。）は、第６項に

規定するほか、施行規則で定める財務計算に関

する書類について、当取引所が新規上場申請に

係る株券等の上場を承認する時までに、施行規

則で定めるところにより、公認会計士又は監査

法人による監査報告書又は財務数値等に係る意

（新規上場申請に係る提出書類等）

第８２９条 （略）

２～５ （略）

６ 新規優先出資証券上場申請者は、前各項の規

定に基づく提出書類のうち施行規則で定める財

務計算に関する書類について、施行規則で定め

るところにより、法第１９３条の２の規定に準

じて、２人以上の公認会計士又は監査法人の監

査、中間監査又は四半期レビューを受け、それ

に基づいて当該公認会計士又は監査法人が作成

した監査報告書、中間監査報告書又は四半期レ

ビュー報告書を添付するものとする。

７ 新規優先出資証券上場申請者（第８３２条の

規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規優

先出資証券上場申請者を除く。）は、施行規則

で定めるところにより、前項に規定する監査、

中間監査又は四半期レビュー（施行規則で定め

るものを除く。）について公認会計士又は監査

法人が作成した監査概要書、中間監査概要書又

は四半期レビュー概要書を提出するものとす

る。

８ 新規優先出資証券上場申請者（第８３２条の

規定の適用を受けて新規上場申請を行う新規優

先出資証券上場申請者を除く。）は、第６項に

規定するほか、施行規則で定める財務計算に関

する書類について、施行規則で定めるところに

より、公認会計士又は監査法人による監査報告

書又は財務数値等に係る意見を記載した書面を

添付するものとする。
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見を記載した書面を添付し、提出するものとす

る。

９～１２ （略） ９～１２ （略）

（上場審査の形式要件）

第８３０条 優先出資証券の上場審査は、第２０

５条第１号、第２号ａ及びｂ、第３号から第８

号まで並びに第１１号から第１３号までに適合

するものを対象として行うものとする。この場

合において、同条第１号中「株主数（当該株券

等を１単位以上所有する者の数をいう。以下同

じ。）」とあるのは「１単位以上の優先出資証

券の所有者数」と、第３号中「株式会社」とあ

るのは「協同組織金融機関」と、第６号ｄ中

「新規上場申請に係る株券等」とあるのは「新

規上場申請に係る優先出資証券」と、第１１号

中「株式の譲渡」とあるのは「優先出資証券の

譲渡」と、それぞれ読み替えるものとし、当該

各号の取扱いは施行規則で定める。

（上場審査の形式要件）

第８３０条 優先出資証券の上場審査は、第２０

５条第１号、第２号ａ及びｂ、第３号から第８

号まで並びに第１１号から第１３号までに適合

するものを対象として行うものとする。この場

合において、同条第１号中「株主数（当該株券

等を１単位以上所有する者の数をいう。以下同

じ。）」とあるのは「１単位以上の優先出資証

券の所有者数」と、第３号中「取締役会」とあ

るのは「取締役会に相当する機関」と、第６号

ｄ中「新規上場申請に係る株券等」とあるのは

「新規上場申請に係る優先出資証券」と、第１

１号中「株式の譲渡」とあるのは「優先出資証

券の譲渡」と、それぞれ読み替えるものとし、

当該各号の取扱いは施行規則で定める。

（上場廃止基準）

第８３５条 上場優先出資証券が次の各号のいず

れかに該当する場合には、その上場を廃止する

ものとする。この場合における当該各号の取扱

いは施行規則で定める。ただし、市況全般が急

激に悪化した場合において、当取引所が第１号

から第４号までに定める基準によることが適当

でないと認めたときは、当取引所がその都度定

めるところによるものとする。

（１）～（５） （略）

（６） 第６０１条第１項第２号から第４号ま

で、第６号から第２０号までのいずれかに該

当した場合。この場合において、同項第２号

から第４号まで、第９号から第１３号まで及

び第１６号から第１９号までにおいて「上場

会社」とあるのは「上場優先出資証券の発行

者」と、同項第１０号中「第２０４条第１

項、第２１０条第１項、第２１６条第１項、

第３０１条第３項又は第３０６条第４項（第

３１０条第２項若しくは第６０３条第４項に

おいて準用する場合を含む。）」とあるのは

「第８２９条第１項（第８４２条第９項にお

いて第６０３条第４項を準用する場合を含

む。）」と、同項第１１号中「第２０５条第

８号ただし書」とあるのは「第８３０条の規

定により適用する第２０５条第８号ただし

書」と、それぞれ読み替える。

２ （略）

（上場廃止基準）

第８３５条 上場優先出資証券が次の各号のいず

れかに該当する場合には、その上場を廃止する

ものとする。この場合における当該各号の取扱

いは施行規則で定める。ただし、市況全般が急

激に悪化した場合において、当取引所が第１号

から第４号までに定める基準によることが適当

でないと認めたときは、当取引所がその都度定

めるところによるものとする。

（１）～（５） （略）

（６） 第６０１条第１項第２号から第４号ま

で、第６号から第２０号までのいずれかに該

当した場合。この場合において、同項第２号

から第４号まで、第９号から第１３号まで及

び第１６号から第１９号までにおいて「上場

会社」とあるのは「上場優先出資証券の発行

者」と、同項第１０号中「第２０４条第１

項、第２１０条第１項、第２１６条第１項、

第３０１条第３項又は第３０６条第３項（第

３１０条第２項若しくは第６０３条第４項に

おいて準用する場合を含む。）」とあるのは

「第８２９条第１項（第８４２条第９項にお

いて第６０３条第４項を準用する場合を含

む。）」と、同項第１１号中「第２０５条第

８号ただし書」とあるのは「第８３０条の規

定により適用する第２０５条第８号ただし

書」と、それぞれ読み替える。

２ （略）
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（準用規定等） （準用規定等）

第８４２条 （略） 第８４２条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 第４０２条から第４０５条まで、第４０９条

の２から第４１１条まで、第４１７条から第４

２２条まで、第４２４条、第４２７条、第４２

９条、第４３２条から第４３４条まで、第４３

９条から第４４１条の２まで、第４４２条から

第４４４条まで、第４４５条の３、第４４９条

から第４５２条までの規定は、上場優先出資証

券の発行者について準用する。この場合におい

て、第４０２条第１号ａ中「会社法第１９９条

第１項に規定する株式会社の発行する株式若し

くはその処分する自己株式を引き受ける者」と

あるのは「協同組織金融機関が発行する優先出

資を引き受ける者」と、同号ｅ中「会社法第１

５６条第１項（同法第１６３条及び第１６５条

第３項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定若しくはこれらに相当する外国

の法令の規定」とあるのは「優先出資法第１５

条の規定」と、同号ａａ中「代表取締役又は代

表執行役」とあるのは「協同組織金融機関を代

表すべき役員」と、同条各号（第２号ｏ及びｐ

を除く。）中「株主」とあるのは「優先出資法

に規定する優先出資者」と、同条第２号ｏ及び

ｐ中「株主」とあるのは「優先出資法に規定す

る優先出資者及び普通出資者」と、同ｐ中「株

主総会」とあるのは「普通出資者総会又は優先

出資者総会」と、第４２７条第１項中「株式分

割」とあるのは「優先出資分割」と、第４３９

条中「取締役又は執行役」とあるのは「理事」

と、同条中「会社法第３６２条第４項第６号、

同法第３９９条の１３第１項第１号ハ若しくは

同法第４１６条第１項第１号ホに規定する体制

の整備」とあるのは「会社法第３６２条第４項

第６号に規定する体制に相当する体制の整備」

と、それぞれ読み替える。

５ 第４０２条から第４０５条まで、第４０９条

の２から第４１１条まで、第４１７条から第４

２２条まで、第４２４条、第４２７条、第４２

９条、第４３２条から第４３４条まで、第４３

９条から第４４１条の２まで、第４４２条から

第４４４条まで、第４４５条の３、第４４９条

から第４５２条までの規定は、上場優先出資証

券の発行者について準用する。この場合におい

て、第４０２条第１号ａ中「会社法第１９９条

第１項に規定する株式会社の発行する株式若し

くはその処分する自己株式を引き受ける者」と

あるのは「協同組織金融機関が発行する優先出

資を引き受ける者」と、同号ｅ中「会社法第１

５６条第１項（同法第１６３条及び第１６５条

第３項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定若しくはこれらに相当する外国

の法令の規定」とあるのは「優先出資法第１５

条の規定」と、同号ａａ中「代表取締役又は代

表執行役」とあるのは「協同組織金融機関を代

表すべき役員」と、同条各号（第２号ｏ及びｐ

を除く。）中「株主」とあるのは「優先出資法

に規定する優先出資者」と、同条第２号ｏ及び

ｐ中「株主」とあるのは「優先出資法に規定す

る優先出資者及び普通出資者」と、同ｐ中「株

主総会」とあるのは「普通出資者総会又は優先

出資者総会」と、第４２７条第１項中「株式分

割」とあるのは「優先出資分割」と、第４３９

条中「取締役又は執行役」とあるのは「理事」

と、同条中「会社法第３６２条第４項第６号、

同法第３９９条の１３第１項第１号ハ若しくは

同法第４１６条第１項第１号ホに規定する体

制」とあるのは「会社法第３６２条第４項第６

号に規定する体制に相当する体制の整備」と、

それぞれ読み替える。

６～１０ （略） ６～１０ （略）

（新規上場申請）

第９０１条 （略）

２ （略）

３ 前２項の規定により新規上場申請が行われた

日から起算して１年以内に新規上場が行われな

かった場合には、当該新規上場申請は効力を失

うものとする。

（新規上場申請）

第９０１条 （略）

２ （略）

（新設）
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４ 前３項の規定は、国債証券については適用し

ない。

５ （略）

３ 前２項の規定は、国債証券については適用し

ない。

４ （略）

（新規上場申請）

第９１７条 （略）

２ （略）

３ 前２項の規定により新規上場申請が行われた

日から起算して１年以内に新規上場が行われな

かった場合には、当該新規上場申請は効力を失

うものとする。

４ （略）

（新規上場申請）

第９１７条 （略）

２ （略）

（新設）

３ （略）

（新規上場申請）

第９２６条 （略）

２ （略）

３ 前２項の規定により新規上場申請が行われた

日から起算して１年以内に新規上場が行われな

かった場合には、当該新規上場申請は効力を失

うものとする。

４ （略）

（新規上場申請）

第９２６条 （略）

２ （略）

（新設）

３ （略）

（ＥＴＮの新規上場申請）

第９４１条 （略）

２ （略）

３ 前２項の規定により新規上場申請が行われた

日から起算して１年以内に新規上場が行われな

かった場合には、当該新規上場申請は効力を失

うものとする。

４ （略）

（ＥＴＮの新規上場申請）

第９４１条 （略）

２ （略）

（新設）

３ （略）

（上場審査基準）

第９４５条 ＥＴＮ信託受益証券の上場審査につ

いては、次の各号に掲げる基準によるものとす

る。この場合における当該各号の取扱いは施行

規則（第３号ｂの審査に関して必要な事項につ

いては、上場審査等に関するガイドライン）で

定める。

（１） 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証

券の発行者が次のａからｅまでに適合してい

ること（保証者が存在する場合は、保証者が

次のａからｅまでに適合し、かつ、当該発行

者がｃからｅまでに適合していること。この

場合において、ｂ中「新規上場申請に係るＥ

ＴＮ信託受益証券の発行者」とあるのは「新

規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券の発行

者又は保証者」と読み替える。）

（上場審査基準）

第９４５条 ＥＴＮ信託受益証券の上場審査につ

いては、次の各号に掲げる基準によるものとす

る。この場合における当該各号の取扱いは施行

規則（第３号ｂの審査に関して必要な事項につ

いては、上場審査等に関するガイドライン）で

定める。

（１） 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証

券の発行者が次のａからｅまでに適合してい

ること（保証者が存在する場合は、保証者が

次のａからｅまでに適合し、かつ、当該発行

者がｃからｅまでに適合していること。この

場合において、ｂ中「新規上場申請に係るＥ

ＴＮ信託受益証券の発行者」とあるのは「新

規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証券の発行

者又は保証者」と読み替える。）
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ａ・ｂ （略）

ｃ 近（「 近」の計算は、基準事業年度

（有価証券報告書等に経理の状況として財

務諸表等が記載される 近事業年度をい

う。以下この章において同じ。）の末日を

起算日としてさかのぼる。以下この章にお

いて同じ。）２年間に終了する各事業年度

若しくは各連結会計年度の財務諸表等又は

各事業年度における中間会計期間若しくは

各連結会計年度における中間連結会計期間

の中間財務諸表等（四半期財務諸表提出会

社又は四半期連結財務諸表提出会社である

場合にあっては、四半期財務諸表等。以下

この章において同じ。）が記載又は参照さ

れる有価証券報告書等に虚偽記載を行って

いないこと。ただし、施行規則で定める場

合は、この限りでない。

ｄ・ｅ （略）

（２） 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証

券の発行者（保証者が存在する場合は、保証

者）が、基準事業年度の末日において次のａ

からｃまでに適合していること。

ａ～ｃ （略）

（３） （略）

２ （略）

ａ・ｂ （略）

ｃ 近（「 近」の計算は、新規上場申請

日の直前事業年度の末日を起算日としてさ

かのぼる。以下この章において同じ。）２

年間に終了する各事業年度若しくは各連結

会計年度の財務諸表等又は各事業年度にお

ける中間会計期間若しくは各連結会計年度

における中間連結会計期間の中間財務諸表

等（四半期財務諸表提出会社又は四半期連

結財務諸表提出会社である場合にあって

は、四半期財務諸表等。以下この章におい

て同じ。）が記載又は参照される有価証券

報告書等に虚偽記載を行っていないこと。

ただし、施行規則で定める場合は、この限

りでない。

ｄ・ｅ （略）

（２） 新規上場申請に係るＥＴＮ信託受益証

券の発行者（保証者が存在する場合は、保証

者）が、新規上場申請日の直前事業年度の末

日において次のａからｃまでに適合している

こと。

ａ～ｃ （略）

（３） （略）

２ （略）

（変更上場申請）

第９４６条 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者

が、上場ＥＴＮ信託受益証券の名称又は上場Ｅ

ＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券であるＥ

ＴＮの名称を変更するときは、当取引所所定の

「有価証券変更上場申請書」を提出することに

より、その変更を申請するものとする。ただ

し、「有価証券変更上場申請書」に記載すべき

事項が、次条の規定に基づく情報の開示又は第

９４８条の規定により当取引所に提出した書類

に含まれている場合は、当該開示又は提出をも

ってその変更を申請したものとみなす。

２ （略）

（変更上場申請）

第９４６条 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者

が、上場ＥＴＮ信託受益証券の名称又は上場Ｅ

ＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券であるＥ

ＴＮの名称を変更するときは、当取引所所定の

「有価証券変更上場申請書」を提出することに

より、その変更を申請するものとする。ただ

し、有価証券変更上場申請書」に記載すべき事

項が、次条の規定に基づく情報の開示又は第９

４８条の規定により当取引所に提出した書類に

含まれている場合は、当該開示又は提出をもっ

てその変更を申請したものとみなす。

２ （略）

（準用規定等）

第９５７条 （略）

２ 第３０１条第１項、第２項及び第８項、第３

０５条並びに第６０４条の規定は、債券、転換

社債型新株予約権付社債券及び交換社債券につ

いて準用する。この場合における取扱いは施行

規則で定める。

（準用規定等）

第９５７条 （略）

２ 第３０１条第１項、第２項及び第７項、第３

０５条並びに第６０４条の規定は、債券、転換

社債型新株予約権付社債券及び交換社債券につ

いて準用する。この場合における取扱いは施行

規則で定める。
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３～６ （略） ３～６ （略）

（ＥＴＦの新規上場申請）

第１１０１条 （略）

２ 前項の規定により新規上場申請が行われた日

から起算して１年以内に新規上場が行われなか

った場合には、当該新規上場申請は効力を失う

ものとする。

３ （略）

（ＥＴＦの新規上場申請）

第１１０１条 （略）

（新設）

２ （略）

（上場審査基準）

第１１０４条 内国ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

この場合における第２号ｄ又はｄの４の審査に

関して必要な事項は、上場審査等に関するガイ

ドラインをもって定める。

（上場審査基準）

第１１０４条 内国ＥＴＦの上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

この場合における第２号ｄ又はｄの４の審査に

関して必要な事項は、上場審査等に関するガイ

ドラインをもって定める。

（１） （略） （１） （略）

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｇま

で（公社債投資信託以外の証券投資信託（投

資信託法施行令第１２条各号に掲げる投資信

託を除く。以下この号、第１１０７条の２第

１項及び第１１１２条第１項第３号において

同じ。）の受益証券に該当する新規上場申請

銘柄にあっては、ｂの（ｃ）及びｃの２を除

き、投資信託法施行令第１２条第１号又は第

２号に掲げる投資信託の受益証券に該当する

新規上場申請銘柄にあっては、ｂの（ｈ）及

びｃの３を除く。）に適合していること。

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｇま

で（公社債投資信託以外の証券投資信託（投

資信託法施行令第１２条各号に掲げる投資信

託を除く。以下この号、第１１０７条の２第

１項及び第１１１２条第１項第３号において

同じ。）の受益証券に該当する新規上場申請

銘柄にあっては、ｂの（ｃ）及びｃの２を除

き、投資信託法施行令第１２条第１号又は第

２号に掲げる投資信託の受益証券に該当する

新規上場申請銘柄にあっては、ｂの（ｈ）及

びｃの３を除く。）に適合していること。

ａ～ｄの４ （略）

ｅ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合しているこ

と。

（ａ） 新規上場申請銘柄に係る 近２年間

（「 近」の計算は、基準特定期間（有価

証券報告書等（第２条第８９号の規定にか

かわらず、有価証券届出書（法の規定に基

づき有価証券届出書又はその訂正届出書と

みなされる書類を含む。）、有価証券報告

書（報告書代替書面を含む。以下同じ。）

及びその添付書類、半期報告書（半期代替

書面を含む。以下同じ。）並びに目論見書

をいう。以下この章において同じ。）にフ

ァンドの経理状況として財務諸表等が記載

される 近の特定期間（法第２４条第５項

に規定する特定期間をいう。以下同じ。）

をいう。）の末日を起算日としてさかのぼ

る。以下この章において同じ。）に終了す

る各特定期間（信託契約期間の開始日以後

の期間に限る。以下このｅにおいて同

ａ～ｄの４ （略）

ｅ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合しているこ

と。

（ａ） 新規上場申請銘柄に係る 近２年間

（「 近」の計算は、新規上場申請日の直

前の特定期間（法第２４条第５項に規定す

る特定期間をいう。以下同じ。）の末日を

起算日としてさかのぼる。以下この章にお

いて同じ。）に終了する各特定期間（信託

契約期間の開始日以後の期間に限る。以下

このｅにおいて同じ。）の財務諸表等又は

各特定期間における中間財務諸表等が記載

される有価証券報告書等（第２条第８９号

の規定にかかわらず、有価証券届出書（法

の規定に基づき有価証券届出書又はその訂

正届出書とみなされる書類を含む。）、有

価証券報告書（報告書代替書面を含む。以

下同じ。）及びその添付書類、半期報告書

（半期代替書面を含む。以下同じ。）並び

に目論見書をいう。）に虚偽記載（第２条
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じ。）の財務諸表等又は各特定期間におけ

る中間財務諸表等が記載される有価証券報

告書等に虚偽記載（第２条第３０号の規定

にかかわらず、有価証券報告書等につい

て、内閣総理大臣等から訂正命令（原則と

して、法第１０条（法第２４条の２及び第

２４条の５において準用する場合を含

む。）又は第２３条の１０に係る訂正命

令）若しくは課徴金納付命令（法第１７２

条の２第１項（同条第４項において準用す

る場合を含む。）又は第１７２条の４第１

項若しくは第２項に係る命令）を受けた場

合又は内閣総理大臣等若しくは証券取引等

監視委員会により法第１９７条若しくは第

２０７条に係る告発が行われた場合、又は

これらの訂正届出書（法の規定に基づき有

価証券届出書又はその訂正届出書とみなさ

れる書類を含む。）又は訂正報告書を提出

した場合であって、その訂正した内容が重

要と認められるものである場合をいう。以

下この章において同じ。）を行っていない

こと。

（ｂ） （略）

ｆ・ｇ （略）

第３０号の規定にかかわらず、有価証券報

告書等について、内閣総理大臣等から訂正

命令（原則として、法第１０条（法第２４

条の２及び第２４条の５において準用する

場合を含む。）又は第２３条の１０に係る

訂正命令）若しくは課徴金納付命令（法第

１７２条の２第１項（同条第４項において

準用する場合を含む。）又は第１７２条の

４第１項若しくは第２項に係る命令）を受

けた場合又は内閣総理大臣等若しくは証券

取引等監視委員会により法第１９７条若し

くは第２０７条に係る告発が行われた場

合、又はこれらの訂正届出書（法の規定に

基づき有価証券届出書又はその訂正届出書

とみなされる書類を含む。）又は訂正報告

書を提出した場合であって、その訂正した

内容が重要と認められるものである場合を

いう。以下この章において同じ。）を行っ

ていないこと。

（ｂ） （略）

ｆ・ｇ （略）

（３） （略） （３） （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

（不動産投資信託証券の新規上場申請）

第１２０１条の２ （略）

（不動産投資信託証券の新規上場申請）

第１２０１条の２ （略）

２ （略）

３ 前２項の規定により新規上場申請が行われた

日から起算して１年以内に新規上場が行われな

かった場合には、当該新規上場申請は効力を失

うものとする。

４ （略）

２ （略）

（新設）

３ （略）

（予備申請）

第１２０２条 （略）

２ 前条第３項の規定は、前項の規定により予備

申請が行われた場合について準用する。この場

合において、前条第３項中「前２項の規定によ

り新規上場申請が行われた日」とあるのは「次

条第１項の規定により予備申請が行われた日」

と、「当該新規上場申請」とあるのは「当該予

備申請及び当該予備申請が行われた日から起算

して１年以内に行われた新規上場申請」とそれ

ぞれ読み替える。

（予備申請）

第１２０２条 （略）

（新設）
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３ 第１項の規定により予備申請が行われた場合

には、第１２０５条及び第１２０６条に適合す

る見込みがあるかどうかについて審査を行う。

４ （略）

２ 前項の規定により予備申請が行われた場合に

は、第１２０５条及び第１２０６条に適合する

見込みがあるかどうかについて審査を行う。

３ （略）

（上場審査の形式要件）

第１２０５条 不動産投資信託証券の上場審査

は、次の各号に適合するものを対象として行う

ものとする。この場合における当該各号の取扱

いは施行規則で定める。

（１） （略）

（上場審査の形式要件）

第１２０５条 不動産投資信託証券の上場審査

は、次の各号に適合するものを対象として行う

ものとする。この場合における当該各号の取扱

いは施行規則で定める。

（１） （略）

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｏま

でに適合していること。

ａ～ｈ （略）

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｏま

でに適合していること。

ａ～ｈ （略）

ｉ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合しているこ

と。

（ａ） 新規上場申請銘柄に係る 近２年

間（「 近」の計算は、基準営業期間又

は基準計算期間（有価証券報告書等に経

理の状況として財務諸表等が記載される

近の営業期間又は計算期間をいう。）

の末日を起算日としてさかのぼる。以下

同じ。）に終了する各営業期間（当該投

資証券の発行者の設立後の期間に限る。

以下このｉにおいて同じ。）若しくは各

計算期間（信託契約期間の開始日以後の

期間に限る。以下このｉにおいて同

じ。）の財務諸表等又は各営業期間若し

くは各計算期間の中間財務諸表等が記載

又は参照される有価証券報告書等に虚偽

記載を行っていないこと。

（ｂ） （略）

ｊ～ｏ （略）

ｉ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合しているこ

と。

（ａ） 新規上場申請銘柄に係る 近２年

間（「 近」の計算は、新規上場申請日

の直前営業期間又は計算期間の末日を起

算日としてさかのぼる。以下同じ。）に

終了する各営業期間（当該投資証券の発

行者の設立後の期間に限る。以下このｉ

において同じ。）若しくは各計算期間

（信託契約期間の開始日以後の期間に限

る。以下このｉにおいて同じ。）の財務

諸表等又は各営業期間若しくは各計算期

間の中間財務諸表等が記載又は参照され

る有価証券報告書等に虚偽記載を行って

いないこと。

（ｂ） （略）

ｊ～ｏ （略）

（新不動産投資信託証券等の上場申請）

第１２０９条 （略）

２ （略）

３ 第１項の規定により新投資口予約権証券の上

場申請が行われた日から起算して１年以内に上

場が行われなかった場合には、当該上場申請は

効力を失うものとする。

４ （略）

（新不動産投資信託証券等の上場申請）

第１２０９条 （略）

２ （略）

（新設）

３ （略）

（新投資口予約権証券の上場）

第１２１１条 第１２０９条の規定により上場申

請のあった新投資口予約権証券が、上場不動産

投資信託証券を目的とするものである場合に

（新投資口予約権証券の上場）

第１２１１条 第１２０９条の規定により上場申

請のあった新投資口予約権証券が、上場不動産

投資信託証券を目的とするものである場合に
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は、次の各号に掲げる基準に適合するときに上

場を承認するものとする。

（１）・（２） （略）

（３） 新投資口予約権証券の発行者である上

場投資法人の運用成績及び財政状態が、次の

ａ及びｂのいずれにも該当していないこと

（コミットメント型の場合を除く。）。

ａ 直前営業期間（直近で提出した有価証券

報告書等が対象とする営業期間をいう。次

のｂにおいて同じ。）において純利益の額

が正でないこと。

ｂ 直前営業期間の末日において純資産総額

が５億円以上でないこと。

（４） （略）

２～４ （略）

は、次の各号に掲げる基準に適合するときに上

場を承認するものとする。

（１）・（２） （略）

（３） 新投資口予約権証券の発行者である上

場投資法人の運用成績及び財政状態が、次の

ａ及びｂのいずれにも該当していないこと

（コミットメント型の場合を除く。）。

ａ 新規上場申請日の直前営業期間において

純利益の額が正でないこと。

ｂ 新規上場申請日の直前営業期間の末日に

おいて純資産総額が５億円以上でないこ

と。

（４） （略）

２～４ （略）

（ベンチャーファンドの新規上場申請）

第１３０１条 （略）

（ベンチャーファンドの新規上場申請）

第１３０１条 （略）

２ （略）

３ 前２項の規定により新規上場申請が行われた

日から起算して１年以内に新規上場が行われな

かった場合には、当該新規上場申請は効力を失

うものとする。

４ （略）

２ （略）

（新設）

３ （略）

（予備申請）

第１３０２条 （略）

２ 前条第３項の規定は、前項の規定により予備

申請が行われた場合について準用する。この場

合において、前条第３項中「前２項の規定によ

り新規上場申請が行われた日」とあるのは「次

条第１項の規定により予備申請が行われた日」

と、「当該新規上場申請」とあるのは「当該予

備申請及び当該予備申請が行われた日から起算

して１年以内に行われた新規上場申請」とそれ

ぞれ読み替える。

３ 第１項の規定により予備申請が行われた場合

には、第１３０５条及び第１３０６条に適合す

る見込みがあるかどうかについて審査を行う。

４ （略）

（予備申請）

第１３０２条 （略）

（新設）

２ 前項の規定により予備申請が行われた場合に

は、第１３０５条及び第１３０６条に適合する

見込みがあるかどうかについて審査を行う。

３ （略）

（カントリーファンドの新規上場申請）

第１４０１条 （略）

２ 前項の規定により新規上場申請が行われた日

から起算して１年以内に新規上場が行われなか

った場合には、当該新規上場申請は効力を失う

ものとする。

（カントリーファンドの新規上場申請）

第１４０１条 （略）

（新設）
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３ （略） ２ （略）

（予備申請）

第１４０２条 （略）

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により予備

申請が行われた場合について準用する。この場

合において、前条第２項中「前項の規定により

新規上場申請が行われた日」とあるのは「次条

第１項の規定により予備申請が行われた日」

と、「当該新規上場申請」とあるのは「当該予

備申請及び当該予備申請が行われた日から起算

して１年以内に行われた新規上場申請」とそれ

ぞれ読み替える。

３ 第１項の規定により予備申請が行われた場合

には、第１４０５条及び第１４０６条に適合す

る見込みがあるかどうかについて審査を行う。

４ （略）

（予備申請）

第１４０２条 （略）

（新設）

２ 前項の規定により予備申請が行われた場合に

は、第１４０５条及び第１４０６条に適合する

見込みがあるかどうかについて審査を行う。

３ （略）

（上場審査の形式要件）

第１４０５条 カントリーファンドの上場審査

は、次の各号に適合するものを対象として行う

ものとする。この場合における当該各号の取扱

いは施行規則で定める。

（上場審査の形式要件）

第１４０５条 カントリーファンドの上場審査

は、次の各号に適合するものを対象として行う

ものとする。この場合における当該各号の取扱

いは施行規則で定める。

（１） （略） （１） （略）

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｉま

でに適合していること。

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａからｉま

でに適合していること。

ａ・ｂ （略）

ｃ 利益の額

基準営業期間（有価証券報告書等に経理

の状況として財務諸表等が記載される 近

の営業期間をいう。ただし、当該新規上場

申請に係るカントリーファンド発行投資法

人の設立後の期間に限る。）において利益

の額を計上していること又は当該基準営業

期間の末日において剰余金を計上している

こと。

ｄ～ｉ （略）

ａ・ｂ （略）

ｃ 利益の額

新規上場申請日の直前営業期間（当該新

規上場申請に係るカントリーファンド発行

投資法人の設立後の期間に限る。）におい

て利益の額を計上していること又は当該営

業期間の末日において剰余金を計上してい

ること。

ｄ～ｉ （略）

（インフラファンドの新規上場申請）

第１５０１条 （略）

（インフラファンドの新規上場申請）

第１５０１条 （略）

２ （略）

３ 前２項の規定により新規上場申請が行われた

日から起算して１年以内に新規上場が行われな

かった場合には、当該新規上場申請は効力を失

うものとする。

２ （略）

（新設）

４ （略） ３ （略）



28

（予備申請）

第１５０２条 （略）

２ 前条第３項の規定は、前項の規定により予備

申請が行われた場合について準用する。この場

合において、前条第３項中「前２項の規定によ

り新規上場申請が行われた日」とあるのは「次

条第１項の規定により予備申請が行われた日」

と、「当該新規上場申請」とあるのは「当該予

備申請及び当該予備申請が行われた日から起算

して１年以内に行われた新規上場申請」とそれ

ぞれ読み替える。

３ 第１項の規定により予備申請が行われた場合

には、第１５０５条及び第１５０６条に適合す

る見込みがあるかどうかについて審査を行う。

４ （略）

（予備申請）

第１５０２条 （略）

（新設）

２ 前項の規定により予備申請が行われた場合に

は、第１５０５条及び第１５０６条に適合する

見込みがあるかどうかについて審査を行う。

３ （略）

（新インフラファンド等の上場申請）

第１５０９条 （略）

２ （略）

３ 第１項の規定により新投資口予約権証券の上

場申請が行われた日から起算して１年以内に上

場が行われなかった場合には、当該上場申請は

効力を失うものとする。

４ （略）

（新インフラファンド等の上場申請）

第１５０９条 （略）

２ （略）

（新設）

３ （略）

（新投資口予約権証券の上場）

第１５１１条 第１５０９条の規定により上場申

請のあった新投資口予約権証券が、上場内国イ

ンフラファンドを目的とするものである場合に

は、次の各号に掲げる基準に適合するときに上

場を承認するものとする。

（１）・（２） （略）

（３） 新投資口予約権証券の発行者である上

場投資法人の運用成績及び財政状態が、次の

ａ及びｂのいずれにも該当していないこと

（コミットメント型の場合を除く。）。

ａ 直前営業期間（直近で提出した有価証券

報告書等が対象とする営業期間をいう。次

のｂにおいて同じ。）において純利益の額

が正でないこと。

ｂ 直前営業期間の末日において純資産総額

が５億円以上でないこと。

（４） （略）

２～４ （略）

（新投資口予約権証券の上場）

第１５１１条 第１５０９条の規定により上場申

請のあった新投資口予約権証券が、上場内国イ

ンフラファンドを目的とするものである場合に

は、次の各号に掲げる基準に適合するときに上

場を承認するものとする。

（１）・（２） （略）

（３） 新投資口予約権証券の発行者である上

場投資法人の運用成績及び財政状態が、次の

ａ及びｂのいずれにも該当していないこと

（コミットメント型の場合を除く。）。

ａ 新規上場申請日の直前営業期間において

純利益の額が正でないこと。

ｂ 新規上場申請日の直前営業期間の末日に

おいて純資産総額が５億円以上でないこ

と。

（４） （略）

２～４ （略）
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付  則

１ この改正規定は、令和５年３月１３日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定施行

の日（以下「施行日」という。）から起算して

１年前より後において予備申請又は市場区分の

変更予備申請を行っている者について、改正後

の第２０１条、第２０２条、第３０６条及び第

３０７条の規定を適用することが適当でないと

当取引所が認める場合は、なお従前の例によ

る。

３ 改正後の第２０５条第３号並びに第２１７条

第３号及び第４号の規定は、施行日以後に新規

上場申請（予備申請を含む。）、株券等の上場

申請又は市場区分の変更申請（市場区分の変更

予備申請を含む。）を行う者から適用する。
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（定義）

第２条 この施行規則において「ＩＦＲＳ任意適

用会社」、「ＥＴＮ」、「ＥＴＮ信託受益証

券」、「委託者指図型投資信託」、「委託者非

指図型投資信託」、「１単位」、「親会社」、

「親会社等」、「外国」、「外国会社」、「外

国株券」、「外国株券等」、「外国株券等実質

株主」、「外国株信託受益証券」、「外国株預

託証券」、「外国株預託証券等」、「外国金融

商品取引所等」、「外国投資証券」、「外国投

資信託」、「外国投資法人」、「外国持株会

社」、「開示府令」、「会社」、「株券等」、

「株式事務代行機関」、「株主等基準日」、

「関係会社」、「監査証明」、「監査証明に相

当する証明」、「監査証明府令」、「幹事取引

参加者」、「関連会社」、「企業グループ」、

「企業集団」、「議決権付株式」、「基準日

等」、「協同組織金融機関」、「虚偽記載」、

「金融商品取引業者」、「交換社債券」、「公

認会計士」、「公認会計士等」、「公募」、

「子会社」、「子会社連動配当株」、「国際統

一基準金庫」、「国際統一基準行等」、「債

券」、「財務諸表等」、「財務書類」、「自己

株式」、「資産運用会社」、「指定振替機

関」、「支配株主」、「四半期財務諸表等」、

「四半期報告書」、「受益証券」、「出資証

券」、「上場ＥＴＮ信託受益証券」、「上場外

国会社」、「上場外国株券」、「上場外国株券

等」、「上場外国株信託受益証券」、「上場外

国株預託証券等」、「上場会社」、「上場株券

等」、「上場議決権付株式」、「上場交換社債

券」、「上場債券」、「上場転換社債型新株予

約権付社債券」、「上場内国会社」、「上場内

国株券」、「上場無議決権株式」、「上場有価

証券」、「上場優先株等」、「上場優先出資証

券」、「新株予約権証券」、「新規上場」、

「新規上場申請者」、「人的分割」、「数量制

限付分売」、「施行令」、「第三者割当」、

「立会外分売」、「単元株式数」、「中間財務

諸表等」、「重複上場」、「直前事業年度の末

日等」、「テクニカル上場規定」、「転換」、

「転換社債型新株予約権付社債券」、「投資証

券」、「投資信託」、「投資信託委託会社」、

「投資信託法」、「投資法人」、「投資法人計

（定義）

第２条 この施行規則において「ＩＦＲＳ任意適

用会社」、「ＥＴＮ」、「ＥＴＮ信託受益証

券」、「委託者指図型投資信託」、「委託者非

指図型投資信託」、「１単位」、「親会社」、

「親会社等」、「外国」、「外国会社」、「外

国株券」、「外国株券等」、「外国株券等実質

株主」、「外国株信託受益証券」、「外国株預

託証券」、「外国株預託証券等」、「外国金融

商品取引所等」、「外国投資証券」、「外国投

資信託」、「外国投資法人」、「外国持株会

社」、「開示府令」、「会社」、「株券等」、

「株式事務代行機関」、「株主等基準日」、

「関係会社」、「監査証明」、「監査証明に相

当する証明」、「監査証明府令」、「幹事取引

参加者」、「関連会社」、「企業グループ」、

「企業集団」、「議決権付株式」、「基準日

等」、「協同組織金融機関」、「金融商品取引

業者」、「交換社債券」、「公認会計士」、

「公認会計士等」、「公募」、「子会社」、

「子会社連動配当株」、「国際統一基準金

庫」、「国際統一基準行等」、「債券」、「財

務諸表等」、「財務書類」、「自己株式」、

「資産運用会社」、「指定振替機関」、「支配

株主」、「四半期財務諸表等」、「四半期報告

書」、「受益証券」、「出資証券」、「上場Ｅ

ＴＮ信託受益証券」、「上場外国会社」、「上

場外国株券」、「上場外国株券等」、「上場外

国株信託受益証券」、「上場外国株預託証券

等」、「上場会社」、「上場会社監査事務

所」、「上場株券等」、「上場議決権付株

式」、「上場交換社債券」、「上場債券」、

「上場転換社債型新株予約権付社債券」、「上

場内国会社」、「上場内国株券」、「上場無議

決権株式」、「上場有価証券」、「上場優先株

等」、「上場優先出資証券」、「新株予約権証

券」、「新規上場」、「新規上場申請者」、

「人的分割」、「数量制限付分売」、「施行

令」、「第三者割当」、「立会外分売」、「単

元株式数」、「中間財務諸表等」、「重複上

場」、「直前事業年度の末日等」、「テクニカ

ル上場規定」、「転換」、「転換社債型新株予

約権付社債券」、「投資運用業」、「投資証

券」、「投資信託」、「投資信託委託会社」、
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算規則」、「特定事業会社」、「特定有価証券

開示府令」、「内閣総理大臣等」、「内国会

社」、「内国株券」、「内部統制報告書」、

「買収防衛策」、「発行者」、「半期報告

書」、「非参加型優先株」、「振替法」、

「法」、「募集株式」、「募集株式等」、「本

国」、「本国等」、「無議決権株式」、「有価

証券」、「有価証券届出書」、「有価証券報告

書」、「有価証券報告書等」、「優先株等」、

「優先出資」、「優先出資証券」、「優先出資

法」、「預託機関等」、「預託契約等」及び

「流通株式」とは、それぞれ規程第２条に規定

するＩＦＲＳ任意適用会社、ＥＴＮ、ＥＴＮ信

託受益証券、委託者指図型投資信託、委託者非

指図型投資信託、１単位、親会社、親会社等、

外国、外国会社、外国株券、外国株券等、外国

株券等実質株主、外国株信託受益証券、外国株

預託証券、外国株預託証券等、外国金融商品取

引所等、外国投資証券、外国投資信託、外国投

資法人、外国持株会社、開示府令、会社、株券

等、株式事務代行機関、株主等基準日、関係会

社、監査証明、監査証明に相当する証明、監査

証明府令、幹事取引参加者、関連会社、企業グ

ループ、企業集団、議決権付株式、基準日等、

協同組織金融機関、虚偽記載、金融商品取引業

者、交換社債券、公認会計士、公認会計士等、

公募、子会社、子会社連動配当株、国際統一基

準金庫、国際統一基準行等、債券、財務諸表

等、財務書類、自己株式、資産運用会社、指定

振替機関、支配株主、四半期財務諸表等、四半

期報告書、受益証券、出資証券、上場ＥＴＮ信

託受益証券、上場外国会社、上場外国株券、上

場外国株券等、上場外国株信託受益証券、上場

外国株預託証券等、上場会社、上場株券等、上

場議決権付株式、上場交換社債券、上場債券、

上場転換社債型新株予約権付社債券、上場内国

会社、上場内国株券、上場無議決権株式、上場

有価証券、上場優先株等、上場優先出資証券、

新株予約権証券、新規上場、新規上場申請者、

人的分割、数量制限付分売、施行令、第三者割

当、立会外分売、単元株式数、中間財務諸表

等、重複上場、直前事業年度の末日等、テクニ

カル上場規定、転換、転換社債型新株予約権付

社債券、投資証券、投資信託、投資信託委託会

社、投資信託法、投資法人、投資法人計算規

則、特定事業会社、特定有価証券開示府令、内

閣総理大臣等、内国会社、内国株券、内部統制

報告書、買収防衛策、発行者、半期報告書、非

参加型優先株、振替法、法、募集株式、募集株

「投資信託法」、「投資信託法施行規則」、

「投資信託法施行令」、「投資法人」、「投資

法人計算規則」、「投資法人債券」、「特定事

業会社」、「特定有価証券開示府令」、「内閣

総理大臣等」、「内国会社」、「内国株券」、

「内部統制報告書」、「買収防衛策」、「発行

者」、「半期報告書」、「非参加型優先株」、

「振替法」、「法」、「募集株式」、「募集株

式等」、「本国」、「本国等」、「無議決権株

式」、「有価証券」、「有価証券届出書」、

「有価証券報告書」、「有価証券報告書等」、

「優先株等」、「優先出資」、「優先出資証

券」、「優先出資法」、「預託機関等」、「預

託契約等」及び「流通株式」とは、それぞれ規

程第２条に規定するＩＦＲＳ任意適用会社、Ｅ

ＴＮ、ＥＴＮ信託受益証券、委託者指図型投資

信託、委託者非指図型投資信託、１単位、親会

社、親会社等、外国、外国会社、外国株券、外

国株券等、外国株券等実質株主、外国株信託受

益証券、外国株預託証券、外国株預託証券等、

外国金融商品取引所等、外国投資証券、外国投

資信託、外国投資法人、外国持株会社、開示府

令、会社、株券等、株式事務代行機関、株主等

基準日、関係会社、監査証明、監査証明に相当

する証明、監査証明府令、幹事取引参加者、関

連会社、企業グループ、企業集団、議決権付株

式、基準日等、協同組織金融機関、金融商品取

引業者、交換社債券、公認会計士、公認会計士

等、公募、子会社、子会社連動配当株、国際統

一基準金庫、国際統一基準行等、債券、財務諸

表等、財務書類、自己株式、資産運用会社、指

定振替機関、支配株主、四半期財務諸表等、四

半期報告書、受益証券、出資証券、上場ＥＴＮ

信託受益証券、上場外国会社、上場外国株券、

上場外国株券等、上場外国株信託受益証券、上

場外国株預託証券等、上場会社、上場会社監査

事務所、上場株券等、上場議決権付株式、上場

交換社債券、上場債券、上場転換社債型新株予

約権付社債券、上場内国会社、上場内国株券、

上場無議決権株式、上場有価証券、上場優先株

等、上場優先出資証券、新株予約権証券、新規

上場、新規上場申請者、人的分割、数量制限付

分売、施行令、第三者割当、立会外分売、単元

株式数、中間財務諸表等、重複上場、直前事業

年度の末日等、テクニカル上場規定、転換、転

換社債型新株予約権付社債券、投資運用業、投

資証券、投資信託、投資信託委託会社、投資信

託法、投資信託法施行規則、投資信託法施行

令、投資法人、投資法人計算規則、投資法人債
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式等、本国、本国等、無議決権株式、有価証

券、有価証券届出書、有価証券報告書、有価証

券報告書等、優先株等、優先出資、優先出資証

券、優先出資法、預託機関等、預託契約等及び

流通株式をいう。

券、特定事業会社、特定有価証券開示府令、内

閣総理大臣等、内国会社、内国株券、内部統制

報告書、買収防衛策、発行者、半期報告書、非

参加型優先株、振替法、法、募集株式、募集株

式等、本国、本国等、無議決権株式、有価証

券、有価証券届出書、有価証券報告書、有価証

券報告書等、優先株等、優先出資、優先出資証

券、優先出資法、預託機関等、預託契約等及び

流通株式をいう。

２ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

２ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）～（１４） （略） （１）～（１４） （略）

（削る） （１４）の２ 政府関係金融機関 株式会社日

本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖

縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策投資

銀行及び株式会社商工組合中央金庫をいう。

（１４）の２ （略）

（１４）の３ （略）

（１４）の３ （略）

（１４）の４ （略）

（１５）～（３５） （略） （１５）～（３５） （略）

３ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

３ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）・（２） （略）

（３）及び（３）の２ 削除

（３）の３～（１４） （略）

（１）・（２） （略）

（３） 合併主体会社 合併当事会社（新規上

場申請者又は上場会社の子会社が合併を行っ

ている場合には、合併当事会社（新規上場申

請者又は上場会社の子会社を除く。）及び新

規上場申請者又は上場会社）のうち、事業規

模の も大なる会社をいう。この場合におい

て、「事業規模」の大小は、総資産額、純資

産の額、売上高及び利益の額等を勘案して決

定する。

（３）の２ 株式交換主体会社 株式交換当事

会社（新規上場申請者の子会社が株式交換を

行っている場合には、株式交換当事会社（新

規上場申請者の子会社を除く。）及び新規上

場申請者）のうち、事業規模の も大なる会

社をいう。この場合において、「事業規模」

の大小は、総資産額、純資産の額、売上高及

び利益の額等を勘案して決定する。

（３）の３～（１４） （略）

（１４）の２ 政府関係金融機関 株式会社日

本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖

縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策投資

銀行及び株式会社商工組合中央金庫をいう。

（１５）・（１６） （略）

（１６）の２ 組織再編主体会社等 新規上場

申請者（新規上場申請者の子会社その他の当

（新設）

（１５）・（１６） （略）

（新設）
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取引所が新規上場申請者とみなすことが適当

と認めるものを含む。以下この号及び次号に

おいて同じ。）による組織再編行為等（合

併、株式交換、株式移転、株式交付、子会社

化若しくは非子会社化、会社分割又は事業の

譲受け若しくは譲渡をいうものとし、新規上

場申請者が外国会社である場合には、これら

に相当する行為を含む。以下同じ。）の対象

となる会社又は事業（以下「組織再編対象会

社等」という。）のうち、新規上場申請者よ

りも規模の大きいもの（複数ある場合には、

そのうち も規模が大きいものをいう。）を

いう。ただし、新規上場申請者が組織再編行

為等に伴い新設される場合においては、組織

再編対象会社等のうち、 も規模が大きいも

のをいう。この場合において、「規模」の大

小は、組織再編行為等の直前における総資産

額、純資産の額、売上高及び利益の額等を比

較して決定する（次号において同じ。）。

（１６）の３ 組織再編に重要な影響を与える

会社等 組織再編対象会社等のうち、その規

模が新規上場申請者の規模の過半となるもの

をいう。ただし、新規上場申請者が組織再編

行為等に伴い新設される場合においては、組

織再編対象会社等のうち、その規模が組織再

編主体会社等の規模の過半となるものをい

う。

（新設）

（１７）～（２０）の２ （略） （１７）～（２０）の２ （略）

（２１） 複数の子会社の結合財務情報に関す

る書類 複数の子会社の連結損益計算書等若

しくは損益計算書又は四半期連結損益計算書

等若しくは四半期損益計算書を結合した損益

計算書及び精算表をいい、新規上場申請者が

基準事業年度（「新規上場申請のための有価

証券報告書」に経理の状況として財務諸表等

が記載される 近事業年度をいう。）の末日

の翌日以後持株会社になった場合には、当該

複数の子会社の連結貸借対照表又は貸借対照

表を結合した貸借対照表を含む。

（２２）～（２８） （略）

（２１） 複数の子会社の結合財務情報に関す

る書類 複数の子会社の連結損益計算書等若

しくは損益計算書又は四半期連結損益計算書

等若しくは四半期損益計算書を結合した損益

計算書及び精算表をいい、新規上場申請者が

上場申請日の属する事業年度の初日以後持株

会社になった場合には、当該複数の子会社の

連結貸借対照表又は貸借対照表を結合した貸

借対照表を含む。

（２２）～（２８） （略）

（有価証券新規上場申請書の記載事項）

第２０３条 規程第２０４条第１項に規定する施

行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事

項とする。

（１）～（６） （略）

（７） 削除

（有価証券新規上場申請書の記載事項）

第２０３条 規程第２０４条第１項に規定する施

行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事

項とする。

（１）～（６） （略）

（７） 会社法第２条第７号に規定する取締役

会設置会社である旨の登記が行われた日
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（８）・（９） （略）

２・３ （略）

（８）・（９） （略）

２・３ （略）

（有価証券新規上場申請書の添付書類）

第２０４条 新規上場申請者が内国会社である場

合の規程第２０４条第２項本文に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類と

する。

（１）～（３） （略）

（有価証券新規上場申請書の添付書類）

第２０４条 新規上場申請者が内国会社である場

合の規程第２０４条第２項本文に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類と

する。

（１）～（３） （略）

（４） 新規上場申請者の属する企業集団及び

その経理の状況その他事業の内容に関する重

要な事項等を記載した「新規上場申請のため

の有価証券報告書」

  この場合において、「新規上場申請のため

の有価証券報告書」は、Ⅰの部及びⅡの部か

ら成るものとし、次のａからｃまでに定める

ところによるものとする。ただし、新規上場

申請者が上場会社の人的分割によりその事業

を承継する会社であって、当該人的分割前に

新規上場申請を行う場合（正当な理由により

Ⅱの部を作成することができない場合に限

る。）には、「新規上場申請のための有価証

券報告書」はⅠの部及び当取引所が上場審査

のため適当と認める書類から成るものとす

る。

ａ・ｂ （略）

（４） 新規上場申請者の属する企業集団及び

その経理の状況その他事業の内容に関する重

要な事項等を記載した「新規上場申請のため

の有価証券報告書」

  この場合において、「新規上場申請のため

の有価証券報告書」は、Ⅰの部及びⅡの部か

ら成るものとし、次のａからｇまでに定める

ところによるものとする。ただし、新規上場

申請者が上場会社の人的分割によりその事業

を承継する会社であって、当該人的分割前に

新規上場申請を行う場合（正当な理由により

Ⅱの部を作成することができない場合に限

る。）には、「新規上場申請のための有価証

券報告書」はⅠの部及び当取引所が上場審査

のため適当と認める書類から成るものとす

る。

ａ・ｂ （略）

ｂの２ 近２年間（「 近」の計算は、基

準事業年度（この号又は次項第３号に定め

る「新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）」に経理の状況として財務諸表

等が記載される 近事業年度をいう。以下

この節及び次節において同じ。）の末日を

起算日としてさかのぼる。以下この節及び

次節において同じ。）に終了した事業年度

（基準事業年度を除く。）又は連結会計年

度（基準連結会計年度（この号又は次項第

３号に定める「新規上場申請のための有価

証券報告書（Ⅰの部）」に経理の状況とし

て財務諸表等が記載される 近連結会計年

度をいう。以下この節及び次節において同

じ。）を除く。）に係る財務諸表又は連結

財務諸表が、法第５条第１項又は法第２４

条第１項から第３項までの規定により提出

された有価証券届出書又は有価証券報告書

に記載されている場合は、「新規上場申請

のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に当

該財務諸表又は連結財務諸表を添付するも

のとする。

ｂの２ 近２年間（「 近」の計算は、新

規上場申請日の直前事業年度の末日を起算

日としてさかのぼる。以下この章において

同じ。）に終了した事業年度（直前事業年

度を除く。）又は連結会計年度（直前連結

会計年度を除く。）に係る財務諸表又は連

結財務諸表が、法第５条第１項又は法第２

４条第１項から第３項までの規定により提

出された有価証券届出書又は有価証券報告

書に記載されている場合は、「新規上場申

請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に

当該財務諸表又は連結財務諸表を添付する

ものとする。
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（削る） ｃ 新規上場申請者が 近１年間又は新規上

場申請日の属する事業年度の初日以後にお

いて次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる行為を

行っている場合（（ａ）に掲げる行為につ

いては、新規上場申請者の子会社が行って

いる場合を含む。）は、ａ及びｂの規定に

より作成する「新規上場申請のための有価

証券報告書（Ⅰの部）」に当該（ａ）又は

（ｂ）に定める財務計算に関する書類（当

該「新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）」に記載されているもの及び当

取引所が添付を要しないものとして認める

ものを除く。）を添付するものとする。た

だし、当該（ａ）又は（ｂ）に掲げる行為

が新規上場申請者の財政状態及び経営成績

に重要な影響を与えないときは、この限り

でない。

（ａ） 合併（新規上場申請者とその子会

社又は新規上場申請者の子会社間の合併

及び規程第２０８条第１号又は第２号に

該当する合併を除く。第１６号及び第１

７号ａ並びに次項第３号ｂにおいて同

じ。）

  合併当事会社（新規上場申請者及びそ

の子会社を除く。第１６号及び第１７号

ａ並びに次項第３号ｂにおいて同じ。）

に係る当該合併の直前の事業年度及び連

結会計年度の財務諸表等（連結財務諸表

を作成すべき会社でない場合及び連結財

務諸表を作成することが著しく困難であ

ると認められる場合は、連結財務諸表を

除くものとし、法の規定に従って財務諸

表等を作成することが著しく困難である

と認められる場合は、会社法の規定に従

って作成された貸借対照表及び損益計算

書とすることができる。）

（ｂ） 子会社化又は非子会社化

  当該子会社に係る当該子会社化又は非

子会社化の直前の事業年度及び連結会計

年度の財務諸表等（連結財務諸表を作成

すべき会社でない場合及び連結財務諸表

を作成することが著しく困難であると認

められる場合は、連結財務諸表を除くも

のとし、法の規定に従って財務諸表等を

作成することが著しく困難であると認め

られる場合は、会社法の規定に従って作

成された貸借対照表及び損益計算書とす

ることができる。）
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（削る） ｄ 新規上場申請者が、 近２年間又は新規

上場申請日の属する事業年度の初日以後に

おいて合併を行っている場合（当該合併が

実体を有しない会社を存続会社とする合併

であると認められるものに限る。）又は持

株会社になった場合（他の会社に事業を承

継させる又は譲渡することに伴い持株会社

になった場合を除く。）には、「新規上場

申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」

のうち当該合併以前の期間又は持株会社に

なる前の期間に係る記載内容については当

該合併によるすべての解散会社（当該合併

の直前事業年度の末日において他の解散会

社の連結子会社である会社その他の当取引

所が記載を要しないものとして認める会社

を除く。）又は持株会社になった日のすべ

ての子会社（持株会社になった日の直前事

業年度の末日において他の子会社の連結子

会社である会社その他の当取引所が記載を

要しないものとして認める会社を除く。）

についても記載するものとする。

（削る）

ｃ （略）

（削る）

（５）～（１０） （略）

ｅ ｃ及び前ｄの規定については、当取引所

が必要と認める場合には、新規上場申請者

との合併により解散した会社についても新

規上場申請者とみなしてこれらの規定を適

用するものとする。

ｆ （略）

ｇ 第２１２条第５項第１４号ａ又はｂに掲

げる書類に基づき、規程第２０５条第５号

に規定する利益の額を算定する場合は、

「新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）」に当該書類を添付するものと

する。

（５）～（１０） （略）

（１１） 新規上場申請者（新規上場申請者の

子会社その他の当取引所が新規上場申請者と

みなすことが適当と認めるものを含む。以下

この号において同じ。）が基準事業年度の末

日から起算して２年前の日より後において組

織再編行為等を行っている場合であって、組

織再編対象会社等が次のａからｃまでのいず

れかに該当するときは、組織再編対象会社等

に係る当該ａからｃまでに掲げる書類（第４

号に定める「新規上場申請のための有価証券

報告書（Ⅰの部）」に記載又は添付されるも

のその他の当取引所が提出を要しないものと

して認めるものを除く。）

ａ 組織再編主体会社等（会社を対象に組織

再編行為等が行われる場合に限る。）

（１１） 新規上場申請者が持株会社であっ

て、持株会社になった後、新規上場申請日の

直前事業年度の末日までに２年以上を経過し

ていない場合（他の会社に事業を承継させる

又は譲渡することに伴い持株会社になった場

合を除く。）で、かつ、持株会社になった日

の子会社が複数あるときは、当該期間のうち

持株会社になる前の期間における当該複数の

子会社の結合財務情報に関する書類（第４号

ｄの規定により「新規上場申請のための有価

証券報告書（Ⅰの部）」に記載されるものを

除く。）

  この場合において、当該結合財務情報に関

する書類は、当取引所が定める「結合財務情
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  基準事業年度の末日から起算して２年前

の日より後から組織再編行為等を行うまで

の期間に終了する各事業年度及び各連結会

計年度の財務諸表等

ｂ 組織再編主体会社等（前ａに掲げる場合

を除く。）

  基準事業年度の末日から起算して２年前

の日より後から組織再編行為等を行うまで

の期間における財務計算に関する書類（当

該財務計算に関する書類は、当取引所が定

める「部門財務情報の作成基準」その他の

合理的と認められる基準に従って作成する

ものとする。）

ｃ 組織再編に重要な影響を与える会社等

  基準事業年度の末日から起算して２年前

の日より後から組織再編行為等を行うまで

の期間における財務情報の概要について記

載した書類

（１２）から（１７）まで 削除

報の作成基準」その他の合理的と認められる

基準に従って作成するものとする。

（１２） 新規上場申請者が会社分割等により

他の会社の事業を承継する会社（当該他の会

社から承継する事業が新規上場申請者の事業

の主体となる場合に限る。）であって、 近

２年間にその承継前の期間が含まれる場合

は、当該期間における当該他の会社から承継

する事業に係る財務計算に関する書類

  この場合において、当該財務計算に関する

書類は、当取引所が定める「部門財務情報の

作成基準」その他の合理的と認められる基準

に従って作成するものとする。

（１３） 新規上場申請者が、会社分割等によ

り他の会社の事業を承継する会社（当該他の

会社から承継する事業が新規上場申請者の事

業の主体となる場合に限る。）であって、

近２年間にその承継前の期間が含まれる場合

は、当該期間のうちその承継前の期間におけ

る当該他の会社の財務諸表等

（１４） 新規上場申請者が、他の会社の事業

を譲り受ける会社（当該他の会社から譲り受

ける事業が新規上場申請者の事業の主体とな

る場合に限る。）であって、 近２年間にそ

の譲受け前の期間が含まれる場合は、当該期

間における譲受けの対象となる部門に係る財

務計算に関する書類

  この場合において、当該財務計算に関する

書類は、当取引所が定める「部門財務情報の

作成基準」その他の合理的と認められる基準

に従って作成するものとする。

（１５） 新規上場申請者が、他の会社の事業

を譲り受ける会社（当該他の会社から譲り受
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ける事業が新規上場申請者の事業の主体とな

る場合に限る。）であって、 近２年間にそ

の譲受け前の期間が含まれる場合は、当該期

間のうちその譲受け前の期間における当該他

の会社の財務諸表等

（１６） 新規上場申請者又はその子会社が

近２年間又は新規上場申請日の属する事業年

度の初日以後に合併を行っている場合には、

合併当事会社すべての当該期間内に終了する

各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等

（「新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）」に記載又は添付されるもの及び

当取引所が提出を要しないものとして認める

ものを除く。）

（１７） 新規上場申請者が、 近１年間又は

新規上場申請日の属する事業年度の初日以後

において次のａからｄまでに掲げる行為

（ａ、ｂ及びｄに掲げる行為については、新

規上場申請者の子会社が行っている場合を含

む。）のいずれかを行っている場合（当該行

為が新規上場申請者の財政状態及び経営成績

に重要な影響を与えない場合を除く。）に

は、当該ａからｄまでに定める書類（当取引

所が提出を要しないものとして認めるものを

除く。）

ａ 合併

合併当事会社の事業の概況、事業の状況

及び設備の状況等を記載した当取引所所定

の「新規上場申請のための被合併会社等の

概要書」

ｂ 会社分割（新規上場申請者とその子会社

又は新規上場申請者の子会社間の会社分割

を除く。）

（ａ） 会社分割により承継される事業に

係る財務計算に関する書類（会社分割等

の直前事業年度に係るものに限る。）

この場合において、当該財務計算に関

する書類は、当取引所が定める「部門財

務情報の作成基準」その他の合理的と認

められる基準に従って作成するものとす

る。

（ｂ） 会社分割により承継される事業の

概況及び会社分割の理由等を記載した当

取引所所定の「新規上場申請のための会

社分割概要書」

ｃ 子会社化又は非子会社化

子会社化又は非子会社化に係る異動子会

社の概況及び異動の理由等を記載した当取
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引所所定の「新規上場申請のための異動子

会社に関する概要書」

ｄ 事業の譲受け又は譲渡（新規上場申請者

とその子会社又は新規上場申請者の子会社

間の事業の譲受け又は譲渡を除く。）

（ａ） 譲受け又は譲渡の対象となる部門

に係る財務計算に関する書類（譲受け又

は譲渡を行った事業年度の直前事業年度

に係るものに限る。）

この場合において、当該財務計算に関

する書類は、当取引所が定める「部門財

務情報の作成基準」その他の合理的と認

められる基準に従って作成するものとす

る。

（ｂ） 譲受け又は譲渡に係る事業の概

況、譲受け又は譲渡の理由及び譲受け又

は譲渡の対価等を記載した当取引所所定

の「新規上場申請のための事業の譲受け

（又は譲渡）概要書」

（削る） （注）第１１号から第１７号までの規定につい

ては、当取引所が必要と認める場合には、新

規上場申請者との合併により解散した会社に

ついても新規上場申請者とみなしてこれらの

規定を適用するものとする。

（１８）～（２０） （略）

（２１） 新規上場申請に係る株券等が国内の

他の金融商品取引所に上場されている内国株

券以外の内国株券である場合において、新規

上場申請に係る内国株券の公募又は売出しを

行わないときは、新規上場申請者の幹事取引

参加者が作成した次のａ及びｂに掲げる書類 
ａ 新規上場申請に係る内国株券の評価額に

ついて記載した書類

ｂ 新規上場申請に係る内国株券の上場後に

おける流動性確保のための方策について記

載した書類

（１８）～（２０） （略）

（２１） 新規上場申請に係る株券等が国内の

金融商品取引所に上場されている内国株券以

外の内国株券である場合において、新規上場

申請に係る内国株券の公募又は売出しを行わ

ないときは、新規上場申請に係る内国株券の

評価額に関する資料

（新設）

（新設）

（２２）～（２９） （略）

２ 新規上場申請者が外国会社である場合の規程

第２０４条第２項本文に規定する施行規則で定

める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

（１）～（２） （略）

（３） 新規上場申請者の商号又は名称、その

属する企業集団及びその経理の状況その他事

業の内容に関する重要な事項その他の当取引

所が定める事項を記載した「新規上場申請の

ための有価証券報告書」

この場合において、「新規上場申請のため

の有価証券報告書」は、Ⅰの部及び当取引所

（２２）～（２９） （略）

２ 新規上場申請者が外国会社である場合の規程

第２０４条第２項本文に規定する施行規則で定

める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

（１）～（２） （略）

（３） 新規上場申請者の商号又は名称、その

属する企業集団及びその経理の状況その他事

業の内容に関する重要な事項その他の当取引

所が定める事項を記載した「新規上場申請の

ための有価証券報告書」

この場合において、「新規上場申請のため

の有価証券報告書」は、Ⅰの部及び当取引所
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が上場審査のため適当と認める書類から成る

ものとし、次のａからｃまでに定めるところ

によるものとする。

ａ・ａの２ （略）

（削る）

（削る）

ｂ （略）

ｃ （略）

（４）～（６） （略）

（７）新規上場申請者（新規上場申請者の子会

社その他の当取引所が新規上場申請者とみな

すことが適当と認めるものを含む。以下この

号において同じ。）が前事業年度の末日から

起算して２年前の日より後において組織再編

行為等を行っている場合で、当取引所が必要

と認めるときは、前項第１１号ａからｃまで

に掲げる書類に準ずる書類

（８）～（１０） （略）

（１１） 新規上場申請に係る外国株券若しく

は当該外国株券に係る権利を表示する外国株

預託証券等又は新規上場申請に係る外国株預

託証券等若しくは当該外国株預託証券等に表

示される権利に係る外国株券が国内の他の金

融商品取引所又は外国金融商品取引所等にお

が上場審査のため適当と認める書類から成る

ものとし、次のａからｅまでに定めるところ

によるものとする。

ａ・ａの２ （略）

ｂ 新規上場申請者が 近１年間又は新規上

場申請日の属する事業年度の初日以後にお

いて次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる行為を

行っている場合（（ａ）に掲げる行為につ

いては、新規上場申請者の子会社が行って

いる場合を含む。）は、前ａの規定により

作成する「新規上場申請のための有価証券

報告書（Ⅰの部）」に当該（ａ）又は

（ｂ）に係る当取引所が適当と認める財務

書類（当該「新規上場申請のための有価証

券報告書（Ⅰの部）」に記載されているも

の及び当取引所が添付を要しないものとし

て認めるものを除く。）を添付するものと

する。ただし、当該（ａ）又は（ｂ）に掲

げる行為が新規上場申請者の財政状態及び

経営成績に重要な影響を与えないときは、

この限りでない。

（ａ） 合併

（ｂ） 子会社化又は非子会社化

ｃ 前項第４号ｄ及びｅの規定は、ａの規定

による「新規上場申請のための有価証券報

告書（Ⅰの部）」について準用する。この

場合において、同号ｄ中「持株会社」とあ

るのは「外国持株会社」と、同号ｅ中「ｃ

及び前ｄ」とあるのは「ｂ及びこの規定に

おいて準用する前項第４号ｄ」と読み替え

るものとする。

ｄ （略）

ｅ （略）

（４）～（６） （略）

（７） 新規上場申請者が外国持株会社になっ

た後又は合併を行った後、新規上場申請日の

直前事業年度の末日までに２年以上経過して

いない場合（他の会社に事業を承継させる又

は譲渡することに伴い外国持株会社になった

場合を除く。）で、当取引所が必要と認める

ときは、当取引所が必要と認める財務書類

（８）～（１０）

（１１） 新規上場申請に係る外国株券若しく

は当該外国株券に係る権利を表示する外国株

預託証券等又は新規上場申請に係る外国株預

託証券等若しくは当該外国株預託証券等に表

示される権利に係る外国株券が国内の金融商

品取引所又は外国金融商品取引所等において
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いて上場又は継続的に取引されていない場合

において、新規上場申請に係る外国株券等の

公募又は売出しを行わないときは、新規上場

申請者の幹事取引参加者が作成した次のａ及

びｂに掲げる書類 
ａ 新規上場申請に係る外国株券等の評価額

について記載した書類

ｂ 新規上場申請に係る外国株券等の上場後

における流動性確保のための方策について

記載した書類

上場又は継続的に取引されていない場合にお

いて、新規上場申請に係る外国株券の公募又

は売出しを行わないときは、新規上場申請に

係る外国株券の評価額に関する資料

（新設）

（新設）

（削る）

３ 規程第２０４条第２項ただし書に規定する施

行規則で定める書類は、第１項第６号に掲げる

書類（前項第１号に規定する場合を含む。）と

する。

３ 第１項第４号ｃ、第１７号及び前項第３号ｂ

に規定する重要な影響については、別添１「新

規上場申請者の合併等に係る「重要な影響」に

ついて」に定めるところによるものとする。

４ 規程第２０４条第２項ただし書に規定する施

行規則で定める書類は、第１項第６号に掲げる

書類（第２項第１号に規定する場合を含む。）

とする。

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類）

第２０５条 規程第２０４条第３項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる新規

上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる書

類とする。

（１） 規程第２０８条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者

ａ 内国会社

（ａ） （略）

（ｂ） 新規上場申請者の属する企業集団

及びその経理の状況その他事業の内容に

関する重要な事項等を記載した「新規上

場申請のための有価証券報告書」

この場合において、「新規上場申請の

ための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみ

をもって成るものとし、前条第１項第４

号ａからｂの２までの規定に準じて作成

するものとする。

（ｃ）・（ｄ） （略）

（ｅ） 新規上場申請者が規程第２０８条

第５号の規定の適用を受ける場合には、

上場会社の基準連結会計年度（当該上場

会社が連結財務諸表提出会社でない場合

は、当該上場会社の基準事業年度）にお

ける同号に規定する他の会社が承継する

事業及び当該他の会社以外の会社が承継

する事業に係る財務計算に関する書類

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類）

第２０５条 規程第２０４条第３項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる新規

上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる書

類とする。

（１） 規程第２０８条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者

ａ 内国会社

（ａ） （略）

（ｂ） 新規上場申請者の属する企業集団

及びその経理の状況その他事業の内容に

関する重要な事項等を記載した「新規上

場申請のための有価証券報告書」

この場合において、「新規上場申請の

ための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみ

をもって成るものとし、前条第１項第４

号ａからｅまでの規定に準じて作成する

ものとする。

（ｃ）・（ｄ） （略）

（ｅ） 新規上場申請者が規程第２０８条

第５号の規定の適用を受ける場合には、

上場会社の直前連結会計年度（当該上場

会社が連結財務諸表提出会社でない場合

は、当該上場会社の直前事業年度）にお

ける同号に規定する他の会社が承継する

事業及び当該他の会社以外の会社が承継

する事業に係る財務計算に関する書類
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（当取引所が提出を要しないものとして

認めるものを除く。）

この場合において、当該財務計算に関

する書類は、当取引所が定める「部門財

務情報の作成基準」その他の合理的と認

められる基準に従って作成するものとす

る。

（ｆ） （略）

ｂ 外国会社

（ａ）～（ｃ） （略）

（ｄ） 新規上場申請者の属する企業集団

及びその経理の状況その他事業の内容に

関する重要な事項等を記載した「新規上

場申請のための有価証券報告書」

この場合において、「新規上場申請の

ための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみ

をもって成るものとし、前条第２項第３

号ａからｃまでの規定に準じて作成する

ものとする。

（２） （略）

２ （略）

（当取引所が提出を要しないものとして

認めるものを除く。）

この場合において、当該財務計算に関

する書類は、当取引所が定める「部門財

務情報の作成基準」その他の合理的と認

められる基準に従って作成するものとす

る。

（ｆ） （略）

ｂ 外国会社

（ａ）～（ｃ） （略）

（ｄ） 新規上場申請者の属する企業集団

及びその経理の状況その他事業の内容に

関する重要な事項等を記載した「新規上

場申請のための有価証券報告書」

この場合において、「新規上場申請の

ための有価証券報告書」は、Ⅰの部のみ

をもって成るものとし、前条第２項第３

号ａからｅまでの規定に準じて作成する

ものとする。

（２） （略）

２ （略）

（新規上場申請に係る提出書類）

第２０６条 規程第２０４条第５項に規定する施

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいい、当該各号に掲げる場合に該当するこ

ととなるときは、当該各号に定める書類を提出

するものとする。ただし、電子開示手続（法第

２７条の３０の２に規定する電子開示手続をい

う。以下同じ。）により当該各号に定める書類

（第４号ｄに掲げる書類を除く。）を内閣総理

大臣等に提出した場合には、当該書類の提出を

要しないものとする。

（１）～（８） （略）

（新規上場申請に係る提出書類）

第２０６条 規程第２０４条第５項に規定する施

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいい、当該各号に掲げる場合に該当するこ

ととなるときは、当該各号に定める書類を提出

するものとする。ただし、電子開示手続（法第

２７条の３０の２に規定する電子開示手続をい

う。以下同じ。）により当該各号に定める書類

（第４号ｄに掲げる書類を除く。）を内閣総理

大臣等に提出した場合には、当該書類の提出を

要しないものとする。

（１）～（８） （略）

（９） 新規上場申請に係る株券等の上場日が

次のａからｃまでに該当する場合 当該ａか

らｃに規定する書類（新規上場申請者が外国

会社（重複上場の場合に限る。）である場合

には、この限りでない。）

ａ 基準事業年度の末日の翌日以後３か月を

経過した後となる場合 当該事業年度の第

１四半期に関し、当取引所が定める事項を

記載した「新規上場申請のための四半期報

告書」。この場合において、新規上場申請

者が内国会社であるときは、開示府令第１

７条の１５第１項第１号に規定する「第４

号の３様式」、外国会社であるときは、同

項第２号に規定する「第９号の３様式」に

（９） 新規上場申請に係る株券等の上場日が

次のａからｃまでに該当する場合 当該ａか

らｃに規定する書類（新規上場申請者が外国

会社（重複上場の場合に限る。）である場合

には、この限りでない。）

ａ 新規上場申請日の属する事業年度が開始

した日以後３か月を経過した後となる場合

当該事業年度の第１四半期に関し、当取引

所が定める事項を記載した「新規上場申請

のための四半期報告書」。この場合におい

て、新規上場申請者が内国会社であるとき

は、開示府令第１７条の１５第１項第１号

に規定する「第４号の３様式」、外国会社

であるときは、同項第２号に規定する「第
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それぞれ準じて作成するものとし、新規上

場申請者が四半期報告書を作成している継

続開示会社であるときは、四半期報告書の

写しで足りるものとし、新規上場申請者が

四半期報告書を作成している継続開示会社

以外の外国会社であるときは、「新規上場

申請のための四半期報告書」に記載する財

務書類は、四半期財務諸表等規則第８５条

に定める作成基準に準じて作成するものと

する（次のｂ及びｃに定める「新規上場申

請のための四半期報告書」において同

じ。）。

９号の３様式」にそれぞれ準じて作成する

ものとし、新規上場申請者が四半期報告書

を作成している継続開示会社であるとき

は、四半期報告書の写しで足りるものと

し、新規上場申請者が四半期報告書を作成

している継続開示会社以外の外国会社であ

るときは、「新規上場申請のための四半期

報告書」に記載する財務書類は、四半期財

務諸表等規則第８５条に定める作成基準に

準じて作成するものとする（次のｂ及びｃ

に定める「新規上場申請のための四半期報

告書」において同じ。）。

ｂ 基準事業年度の末日の翌日以後６か月を

経過した後となる場合 当該事業年度の第

２四半期に関し、当取引所が定める事項を

記載した「新規上場申請のための四半期報

告書」

ｃ 基準事業年度の末日の翌日以後９か月を

経過した後となる場合 当該事業年度の第

３四半期に関し、当取引所が定める事項を

記載した「新規上場申請のための四半期報

告書」

ｂ 新規上場申請日の属する事業年度が開始

した日以後６か月を経過した後となる場合

当該事業年度の第２四半期に関し、当取引

所が定める事項を記載した「新規上場申請

のための四半期報告書」

ｃ 新規上場申請日の属する事業年度が開始

した日以後９か月を経過した後となる場合

当該事業年度の第３四半期に関し、当取引

所が定める事項を記載した「新規上場申請

のための四半期報告書」

（１０） （略） （１０） （略）

（監査報告書等）

第２０７条 規程第２０４条第６項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、次

の各号に掲げる書類をいうものとする。

（１） 第２０４条第１項第４号又は同条第２

項第３号に規定する「新規上場申請のための

有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載及び添付

する 近２年間に終了する各事業年度及び各

連結会計年度の財務諸表等（新規上場申請者

が民営化外国会社である場合であって、当該

事業年度において作成していない財務書類が

あるときで、当該財務書類を新たに作成する

ことが著しく困難であると認められるときの

当該財務書類を除く。）

（監査報告書等）

第２０７条 規程第２０４条第６項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、次

の各号に掲げる書類をいうものとする。

（１） 第２０４条第１項第４号又は同条第２

項第３号に規定する「新規上場申請のための

有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載及び添付

する 近２年間に終了する各事業年度及び各

連結会計年度の財務諸表等（第２０４条第１

項第４号ｄ（同条第２項第３号ｃにおいて準

用する場合を含む。）に規定する合併による

解散会社又は持株会社若しくは外国持株会社

になった日の子会社のうち主体会社でないも

のに係る財務諸表等及び新規上場申請者が民

営化外国会社である場合であって、当該事業

年度において作成していない財務書類がある

ときで、当該財務書類を新たに作成すること

が著しく困難であると認められるときの当該

財務書類を除く。）

（２）・（３） （略）

２ （略）

３ 規程第２０４条第６項ただし書に規定する施

行規則で定める外国会社とは、次の各号に該当

する外国会社をいい、当該外国会社は、第２号

（２）・（３） （略）

２ （略）

３ 規程第２０４条第６項ただし書に規定する施

行規則で定める外国会社とは、次の各号に該当

する外国会社をいい、当該外国会社は、第２号
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に規定する証明に係る監査報告書を提出するも

のとする。この場合において、当該監査報告書

については、前項の規定を準用して、その写し

を提出することができる。

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類が、第

２０４条第２項第３号ｂの規定に基づき財務

諸表等規則第１３１条に定める作成基準に準

じて作成されていること。

（２） （略）

に規定する証明に係る監査報告書を提出するも

のとする。この場合において、当該監査報告書

については、前項の規定を準用して、その写し

を提出することができる。

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類が、第

２０４条第２項第３号ｄの規定に基づき財務

諸表等規則第１３１条に定める作成基準に準

じて作成されていること。

（２） （略）

（監査概要書等）

第２０８条 （略）

２ 規程第２０４条第７項に規定する監査概要

書、中間監査概要書及び四半期レビュー概要書

の取扱いについては、次の各号に定めるところ

による。

（１）・（２） （略）

（３） 「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」に記載する新規上場申請者の

基準事業年度及び基準連結会計年度の財務諸

表等に関する監査概要書には、会社の会計組

織、経理規程、原価計算制度、内部統制組

織、内部監査組織、連結財務諸表作成のため

の体制とその運用及び連結財務諸表の作成に

関する経理規程並びに連結子会社及び持分法

適用会社の経理規程の整備状況等に関する公

認会計士又は監査法人による評価について記

載した書面を添付するものとする。

（４） （略）

（監査概要書等）

第２０８条 （略）

２ 規程第２０４条第７項に規定する監査概要

書、中間監査概要書及び四半期レビュー概要書

の取扱いについては、次の各号に定めるところ

による。

（１）・（２） （略）

（３） 「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」に記載する新規上場申請者の

新規上場申請日の直前事業年度及び直前連結

会計年度の財務諸表等に関する監査概要書に

は、会社の会計組織、経理規程、原価計算制

度、内部統制組織、内部監査組織、連結財務

諸表作成のための体制とその運用及び連結財

務諸表の作成に関する経理規程並びに連結子

会社及び持分法適用会社の経理規程の整備状

況等に関する公認会計士又は監査法人による

評価について記載した書面を添付するものと

する。

（４） （略）

（財務計算に関する書類）

第２０９条 規程第２０４条第８項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、次

の各号に掲げる書類をいい、当該各号に定める

書面を添付するものとする。

（１） 第２０４条第１項第１１号ａに規定す

る書類

（財務計算に関する書類）

第２０９条 規程第２０４条第８項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、次

の各号に掲げる書類をいい、当該各号に定める

書面を添付するものとする。

（１） 第２０４条第１項第４号ｃに規定する

書類、「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」に記載される財務諸表等のう

ち第２０４条第１項第４号ｄ（同条第２項第

３号ｃにおいて準用する場合を含む。）に規

定する合併による解散会社若しくは持株会社

若しくは外国持株会社になった日の子会社の

うち主体会社でないものに係るもの又は第２

０４条第１項第１６号に規定する書類（第１

６号に規定する書類にあっては、合併主体会

社の財務諸表等に限る。）
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  法第１９３条の２の規定に準じた監査に基

づく監査報告書。ただし、当取引所が適当と

認める場合には、日本公認会計士協会が定め

る「東京証券取引所の有価証券上場規程に定

める被合併会社等の財務諸表等に対するレビ

ュー業務に関する実務指針」その他の合理的

と認められる基準に準拠した手続に基づく財

務数値等に係る意見又は結論を記載した書面

（削る）

  法第１９３条の２の規定に準じた監査に基

づく監査報告書。ただし、当取引所が適当と

認める場合には、日本公認会計士協会が定め

る「東京証券取引所の有価証券上場規程に定

める被合併会社等の財務諸表等に対するレビ

ュー業務に関する実務指針」その他の合理的

と認められる基準に準拠した手続に基づく財

務数値等に係る意見又は結論を記載した書面

（２） 第２０４条第１項第１１号に規定する

書類

  一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書。ただし、

当取引所が適当と認める場合には、日本公認

会計士協会が定める「東京証券取引所の有価

証券上場規程に定める結合財務情報の作成に

係る保証業務に関する実務指針」その他の合

理的と認められる基準に準拠した手続に基づ

く財務数値等に係る意見又は結論を記載した

書面

（２） 第２０４条第１項第１１号ｂ及び第２

０５条第１号ａの（ｅ）に規定する書類

一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書。ただし、

当取引所が適当と認める場合には、日本公認

会計士協会が定める「東京証券取引所の有価

証券上場規程に定める部門財務情報に対する

レビュー業務に関する実務指針」その他の合

理的と認められる基準に準拠した手続に基づ

く財務数値等に係る意見又は結論を記載した

書面

（削る）

（削る）

（３） 第２０４条第１項第１２号及び第２０

５条第１号ａの（ｅ）に規定する書類

  一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書。ただし、

当取引所が適当と認める場合には、日本公認

会計士協会が定める「東京証券取引所の有価

証券上場規程に定める部門財務情報に対する

レビュー業務に関する実務指針」その他の合

理的と認められる基準に準拠した手続に基づ

く財務数値等に係る意見又は結論を記載した

書面

（４） 第２０４条第１項第１３号及び第１５

号に規定する書類

  法第１９３条の２の規定に準じた監査に基

づく監査報告書

（５） 第２０４条第１項第１４号又は第１７

号ｂの（ａ）若しくは同号ｄの（ａ）に規定

する書類

  一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書。ただし、

当取引所が適当と認める場合には、日本公認

会計士協会が定める「東京証券取引所の有価

証券上場規程に定める部門財務情報に対する

レビュー業務に関する実務指針」その他の合

理的と認められる基準に準拠した手続に基づ

く財務数値等に係る意見又は結論を記載した

書面

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） （新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧）
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第２１０条 規程第２０４条第１０項に規定する

第２項から第８項までに掲げる書類のうち施行

規則で定める書類とは、次の各号に掲げるもの

をいうものとする。

（１） （略）

（２） 「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」（規程第２０４条第６項若し

くは第８項又は第２０４条第１項第４号ｂの

２の規定により添付される書類を含む。）

第２１０条 規程第２０４条第１０項に規定する

第２項から第８項までに掲げる書類のうち施行

規則で定める書類とは、次の各号に掲げるもの

をいうものとする。

（１） （略）

（２） 「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」（規程第２０４条第６項若し

くは第８項、第２０４条第１項第４号ｂの

２、ｃ若しくはｇ又は同条第２項第３号ｂの

規定により添付される書類を含む。）

（３） （略）

２ （略）

３ 規程第２０４条第１０項に規定する新規上場

申請者がこの条の規定により提出した書類のう

ち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

るものをいうものとする。

（１）・（２） （略）

（３） 第２０６条第２号に規定する書類

（４） 第２０４条第１項第１１号及び同条第

２項第７号に規定する書類（前条の規定によ

り添付される書類を含む。）

（５）・（６） （略）

（７） 第２０５条第１号ａの（ｅ）に規定す

る書類（規程第２０８条第５号に規定する他

の会社が承継する事業に係る書類に限るもの

とし、前条の規定により添付される書類を含

む。）

（８） （略）

（３） （略）

２ （略）

３ 規程第２０４条第１０項に規定する新規上場

申請者がこの条の規定により提出した書類のう

ち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

るものをいうものとする。

（１）・（２） （略）

（３） 第２０６条第２号及び第９号に規定す

る書類

（４） 第２０４条第１項第１１号から第１７

号まで及び同条第２項第７号に規定する書類

（前条の規定により添付される書類を含

む。）

（５）・（６） （略）

（７） 第２０５条第１号ａの（ｅ）に規定す

る書類（規程第２０８条第５号に規定する他

の会社が承継する事業に係る書類に限る。）

（８） （略）

（内国会社の形式要件の取扱い） （内国会社の形式要件の取扱い）

第２１２条 （略） 第２１２条 （略）

２ 規程第２０５条第２号ｂに規定する流通株式

の時価総額とは、次の各号に掲げる新規上場申

請者の区分に従い当該各号に定める価格に、前

項に従い算定する流通株式の数を乗じて得た額

をいう。

（１） 国内の金融商品取引所に上場されてい

る株券等（外国会社の場合には、国内の金融

商品取引所又は外国金融商品取引所等におい

て上場又は継続的に取引されている外国株券

等）の発行者である新規上場申請者

ａ 当該新規上場申請者が新規上場申請に係

る公募又は売出しを行う場合

  当該公募又は売出しの価格と当取引所が

当該新規上場申請者の新規上場申請に係る

株券等の上場を承認する日の２営業日前の

２ 規程第２０５条第２号ｂに規定する流通株式

の時価総額とは、次の各号に掲げる新規上場申

請者の区分に従い当該各号に定める価格に、前

項に従い算定する流通株式の数を乗じて得た額

をいう。

（１） 国内の金融商品取引所に上場されてい

る株券等（外国会社の場合には、国内の金融

商品取引所又は外国金融商品取引所等におい

て上場又は継続的に取引されている外国株券

等）の発行者である新規上場申請者

ａ 当該新規上場申請者が新規上場申請に係

る公募又は売出しを行う場合

  当該公募又は売出しの見込み価格と当取

引所が当該新規上場申請者の新規上場申請

に係る株券等の上場を承認する日の２営業
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日以前１か月間における当該株券等の 低

価格（当該株券等が上場されている国内の

金融商品取引所の売買立会における日々の

終価格のうち 低の価格（外国会社の場

合には、これに相当する価格）をいう。次

のｂにおいて同じ。）のいずれか低い価格

日前の日以前１か月間における当該株券等

の 低価格（当該株券等が上場されている

国内の金融商品取引所の売買立会における

日々の 終価格のうち 低の価格（外国会

社の場合には、これに相当する価格）をい

う。次のｂにおいて同じ。）のいずれか低

い価格

ｂ （略）

（２） 新規上場申請に係る公募又は売出しの

価格（新規上場申請に係る公募又は売出しを

行う場合以外の場合には、当取引所が合理的

と認める算定式により計算された当該新規上

場申請者の新規上場申請に係る株券等の評価

額）

ｂ （略）

（２） 新規上場申請に係る公募又は売出しの

見込み価格（新規上場申請に係る公募又は売

出しを行う場合以外の場合には、当取引所が

合理的と認める算定式により計算された当該

新規上場申請者の新規上場申請に係る株券等

の評価額）

３ 規程第２０５条第３号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。

（１） 規程第２０５条第３号に規定する継続

的に事業活動をしているとは、新規上場申請

者の新規上場申請日における主要な事業に関

する活動が、継続的に行われている状態をい

う。この場合において、新規上場申請者が第

１項第９号の規定の適用を受けるときには、

会社分割時における主要な事業に関する活動

について審査対象とするものとする。

（２） 規程第２０５条第３号において、新規

上場申請者（新規上場申請者の子会社その他

の当取引所が新規上場申請者とみなすことが

適当と認めるものを含む。以下この号におい

て同じ。）が過去に組織再編行為等（非子会

社化、会社分割による他の会社への事業の承

継又は事業の譲渡を除く。以下この号におい

て同じ。）を行っている場合には、組織再編

主体会社等における主要な事業の活動期間を

加算して事業継続年数を算出することができ

るものとする。この場合において、新規上場

申請者が組織再編行為等を重ねて行っている

ときには、この号の規定の趣旨に照らして当

取引所が適当と認める会社における主要な事

業の活動期間を加算して事業継続年数を算出

することができるものとする。

（３） 規程第２０５条第３号において、新規

上場申請者が上場の時までに相互会社から株

式会社への組織変更を行う場合には、当該相

互会社における主要な事業の活動期間を加算

して事業継続年数を算出することができるも

のとする。

３ 規程第２０５条第３号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。

（１） 規程第２０５条第４号に規定する継続

的に事業活動をしているとは、新規上場申請

者の新規上場申請日における主要な事業に関

する活動が、継続的に行われている状態をい

う。この場合において、新規上場申請者が第

１項第９号の規定の適用を受けるときには、

会社分割時における主要な事業に関する活動

について審査対象とするものとする。

（２） 規程第２０５条第４号において、新規

上場申請者が過去に合併を行っている場合若

しくは持株会社若しくは外国持株会社である

場合又は上場の時までに相互会社から株式会

社への組織変更を行う場合には、合併主体会

社、当該持株会社若しくは外国持株会社の被

支配会社（主体会社）又は当該相互会社にお

ける主要な事業の活動期間を加算して事業継

続年数を算出することができるものとする。

（３） 規程第２０５条第４号において、新規

上場申請者が会社分割等により他の会社の事

業を承継する又は譲り受ける会社（新規上場

申請者の主要な事業が当該他の会社から承継

される又は譲渡されるものである場合に限

る。）である場合には、当該他の会社におけ

る当該事業の活動期間を加算して事業継続年

数を算出することができるものとする。
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（削る） （４） 新規上場申請者（前２号に規定する会

社のうち新規上場申請者以外の会社を含

む。）が前２号に規定する行為を重ねて行っ

ている場合については、前２号の規定の趣旨

に照らして当取引所が適当と認める会社にお

ける主要な事業の活動期間を加算して事業継

続年数を算出することができるものとする。

４ 規程第２０５条第４号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。

（１） 規程第２０５条第４号に規定する上場

日における純資産の額については、次のａ及

びｂに掲げる区分に従い、当該ａ又はｂに規

定する額を審査対象とするものとする。

ａ 基準事業年度の末日の翌日以後に新規上

場申請者が「新規上場申請のための四半期

報告書」又は四半期報告書を作成した場合

  直近の「新規上場申請のための四半期報

告書」又は四半期報告書に記載された直前

四半期会計期間の末日における純資産の額

ｂ 前ａ以外の場合

「新規上場申請のための有価証券報告書」

に記載された基準事業年度の末日における

純資産の額

４ 規程第２０５条第４号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。

（１） 規程第２０５条第４号に規定する上場

日における純資産の額については、次のａ及

びｂに掲げる区分に従い、当該ａ又はｂに規

定する額を審査対象とするものとする。

ａ 新規上場申請日の属する事業年度の初日

以後に新規上場申請者が「新規上場申請の

ための四半期報告書」又は四半期報告書を

作成した場合

  直近の「新規上場申請のための四半期報

告書」又は四半期報告書に記載された直前

四半期会計期間の末日における純資産の額

ｂ 前ａ以外の場合

「新規上場申請のための有価証券報告書」

に記載された直前事業年度の末日における

純資産の額

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略）

（５） 前号の場合において、本国通貨の本邦

通貨への換算は、原則として、第１号ａに規

定する直前四半期会計期間の末日以前３年間

の東京外国為替市場における対顧客直物電信

売相場と対顧客直物電信買相場との中値の平

均又は第１号ａに規定する直前四半期会計期

間の末日における同中値により行うものとす

る。

（６） 第１号ａにおいて、新規上場申請者

（新規上場申請者の子会社その他の当取引所

が新規上場申請者とみなすことが適当と認め

るものを含む。以下この号において同じ。）

が同ａに規定する直前四半期会計期間の末日

の翌日以後に組織再編行為等（非子会社化、

会社分割による他の会社への事業の承継又は

事業の譲渡を除く。）を行っている場合であ

って、当取引所が適当と認めるときにおいて

は、第２０４条第１項第１１号又は第２０４

条第２項第７号の規定により提出される書類

に記載される組織再編主体会社等の純資産の

額（第１号から前号までの規定に基づき算定

される純資産の額をいう。）又はこれに相当

する額について審査対象とするものとする。

（５） 前号の場合において、本国通貨の本邦

通貨への換算は、原則として、新規上場申請

日の直前四半期会計期間の末日以前３年間の

東京外国為替市場における対顧客直物電信売

相場と対顧客直物電信買相場との中値の平均

又は新規上場申請日の直前四半期会計期間の

末日における同中値により行うものとする。

（６） 第１号ｂにおいて、新規上場申請者又

はその子会社が新規上場申請日の属する事業

年度の初日以後において次のａ又はｂに掲げ

る行為を行っている場合には、当該ａ又はｂ

に定める会社の純資産の額について審査対象

とするものとする。
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この場合において、新規上場申請者が組織再

編行為等を重ねて行っているときには、この

号の規定の趣旨に照らして当取引所が適当と

認める財務情報に基づいて算定される純資産

の額又はこれに相当する額について審査対象

とするものとする。

（削る）

（削る）

（削る）

（削る）

（７） 第１号ａにおいて、新規上場申請者が

同ａに規定する直前四半期会計期間の末日の

翌日以後に相互会社から株式会社への組織変

更を行う場合には、当該相互会社の四半期連

結貸借対照表に基づいて算定される純資産の

額（当該相互会社が連結財務諸表を作成すべ

ａ 合併（新規上場申請者とその子会社又は

新規上場申請者の子会社間の合併を除

く。）

合併主体会社

ｂ 株式交換（新規上場申請者とその子会社

又は新規上場申請者の子会社間の株式交換

を除く。）

株式交換主体会社

（７） 第１号ａにおいて、新規上場申請者が

新規上場申請日の属する四半期会計期間の初

日以後に持株会社になった場合（他の会社に

事業を承継させる又は譲渡することに伴い持

株会社になった場合を除く。）には、その子

会社（持株会社になった日の子会社に限

る。）の四半期連結貸借対照表に基づいて算

定される純資産の額に相当する額（当該子会

社が連結財務諸表を作成すべき会社でない場

合は、四半期貸借対照表に基づいて算定され

る純資産の額に相当する額）（当該子会社が

複数ある場合は、当該複数の子会社の当該四

半期連結貸借対照表又は四半期貸借対照表を

結合した貸借対照表に基づいて算定される純

資産の額に相当する額）について審査対象と

するものとする。

（８） 第１号ａにおいて、新規上場申請者

が、会社分割等により他の会社の事業を承継

する又は譲り受ける会社（当該他の会社から

承継する又は譲り受ける事業が新規上場申請

者の事業の主体となる場合に限る。）であっ

て、新規上場申請日の直前四半期会計期間の

末日においてその事業を承継していない又は

譲り受けていない場合には、第２０４条第１

項第１２号又は第１４号の規定により提出さ

れる書類に記載される当該他の会社から承継

する又は譲り受ける事業に係る純資産の額に

相当する額について審査対象とするものとす

る。

（９） 第１号ａにおいて、新規上場申請者が

新規上場申請日の属する四半期会計期間の初

日以後相互会社から株式会社への組織変更を

行う場合には、当該相互会社の四半期連結貸

借対照表に基づいて算定される純資産の額

（当該相互会社が連結財務諸表を作成すべき
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き会社でない場合は、四半期貸借対照表に基

づいて算定される純資産の額）に相当する額

について審査対象とするものとする。この場

合における純資産の額に相当する額の算定に

おいては、当該相互会社の基金の額（保険業

法第８９条第１項ただし書に規定する額を除

く。）を控除するとともに、当該相互会社の

剰余金処分に関する書面に剰余金処分額とし

て掲記される社員配当準備金を費用とみなす

ものとする。

（削る）

（削る）

（８） 第１号ａにおいて、新規上場申請者

が、同ａに規定する直前四半期会計期間の末

日の翌日以後に新規上場申請に係る株券等の

公募を行う場合又は行った場合であって、直

前四半期会計期間の末日における純資産の

額、公募による調達見込額又は調達額及び審

査対象とする純資産の額を記載した当取引所

所定の「純資産の額計算書」を提出するとき

は、当該「純資産の額計算書」に記載される

純資産の額について審査対象とするものとす

る。

（９） 第２号から前号までの規定は、第１号

ｂについて準用する。この場合において、こ

れらの規定中「直前四半期会計期間」とある

のは「基準事業年度」と、「四半期連結貸借

対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、

「同規則第９４条」とあるのは「連結財務諸

表規則第９４条」と、「同規則第９５条にお

いて準用する連結財務諸表規則第９５条」と

あるのは「連結財務諸表規則第９５条」と、

「四半期連結財務諸表規則」とあるのは「連

結財務諸表規則」と、「同規則第６０条第１

項に規定する準備金等」とあるのは「同規則

会社でない場合は、四半期貸借対照表に基づ

いて算定される純資産の額）に相当する額に

ついて審査対象とするものとする。この場合

における純資産の額に相当する額の算定にお

いては、当該相互会社の基金の額（保険業法

第８９条第１項ただし書に規定する額を除

く。）を控除するとともに、当該相互会社の

剰余金処分に関する書面に剰余金処分額とし

て掲記される社員配当準備金を費用とみなす

ものとする。

（１０） 第１号ａにおいて、新規上場申請者

が新規上場申請日の属する四半期会計期間の

初日以後外国持株会社になった場合で、当取

引所が適当と認めるときは、当取引所が適当

と認める財務書類に基づいて算定される純資

産の額について審査対象とするものとする。

（１１） 新規上場申請者（第７号から前号ま

でに規定する会社のうち新規上場申請者以外

の会社を含む。）が新規上場申請日の属する

四半期会計期間の初日以後において第７号か

ら前号までに規定する行為を重ねて行ってい

る場合については、第７号から前号までの規

定の趣旨に照らして当取引所が適当と認める

財務情報に基づいて算定される純資産の額に

相当する額について審査対象とするものとす

る。

（１２） 新規上場申請者が、新規上場申請日

の直前四半期会計期間の末日の翌日以後に新

規上場申請に係る株券等の公募を行う場合又

は行った場合であって、直前四半期会計期間

の末日における純資産の額、公募による調達

見込額又は調達額及び審査対象とする純資産

の額を記載した当取引所所定の「純資産の額

計算書」を提出するときは、当該「純資産の

額計算書」に記載される純資産の額について

審査対象とするものとする。

（１３） 第２号から前号までの規定は、第１

号ｂについて準用する。この場合において、

これらの規定中「直前四半期会計期間」とあ

るのは「直前事業年度」と、「四半期連結貸

借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」

と、「同規則第９４条」とあるのは「連結財

務諸表規則第９４条」と、「同規則第９５条

において準用する連結財務諸表規則第９５

条」とあるのは「連結財務諸表規則第９５

条」と、「四半期連結財務諸表規則」とある

のは「連結財務諸表規則」と、「同規則第６

０条第１項に規定する準備金等」とあるのは
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第４５条の２第１項に規定する準備金等」

と、「四半期貸借対照表」とあるのは「貸借

対照表」と、「四半期財務諸表等規則」とあ

るのは「財務諸表等規則」と、「同規則第５

３条第１項に規定する準備金等」とあるのは

「同規則第５４条の３第１項に規定する準備

金等」と、「四半期連結財務諸表」とあるの

は「連結財務諸表」と、「結合四半期貸借対

照表」とあるのは「結合貸借対照表」とそれ

ぞれ読み替えるものとする。

「同規則第４５条の２第１項に規定する準備

金等」と、「四半期貸借対照表」とあるのは

「貸借対照表」と、「四半期財務諸表等規

則」とあるのは「財務諸表等規則」と、「同

規則第５３条第１項に規定する準備金等」と

あるのは「同規則第５４条の３第１項に規定

する準備金等」と、「四半期連結財務諸表」

とあるのは「連結財務諸表」と、「結合四半

期貸借対照表」とあるのは「結合貸借対照

表」と、「新規上場申請日の属する四半期会

計期間」とあるのは「新規上場申請日の属す

る事業年度」とそれぞれ読み替えるものとす

る。

５ 規程第２０５条第５号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。

（１）～（５） （略）

（６） 規程第２０５条第５号において、新規

上場申請者（新規上場申請者の子会社その他

の当取引所が新規上場申請者とみなすことが

適当と認めるものを含む。以下この号におい

て同じ。）が、審査対象期間の初日以後にお

いて組織再編行為等（非子会社化、会社分割

による他の会社への事業の承継又は事業の譲

渡を除く。）を行っている場合であって、当

取引所が適当と認めるときにおいては、当該

組織再編行為等を行う前の期間については、

第２０４条第１項第１１号又は第２０４条第

２項第７号の規定により提出される書類に記

載される組織再編主体会社等の利益の額（第

１号から前号までの規定に基づき算定される

利益の額をいう。）又はこれに相当する額に

ついて審査対象とするものとする。この場合

において、新規上場申請者が組織再編行為等

を重ねて行っているときには、この号の規定

の趣旨に照らして当取引所が適当と認める財

務情報に基づいて算定される利益の額又はこ

れに相当する額について審査対象とするもの

とする。

（削る）

５ 規程第２０５条第５号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。

（１）～（５） （略）

（６） 規程第２０５条第５号において、新規

上場申請者又はその子会社が、審査対象期間

又は新規上場申請日の属する事業年度の初日

以後において合併（新規上場申請者とその子

会社又は新規上場申請者の子会社間の合併を

除く。）を行っている場合は、合併前につい

ては、合併主体会社の連結損益計算書等に基

づいて算定される利益の額（合併主体会社が

連結財務諸表を作成すべき会社でない期間が

ある場合は、当該期間については、合併主体

会社の損益計算書に基づいて算定される利益

の額）について審査対象とするものとする。

ただし、新規上場申請者が外国会社である場

合は、合併主体会社の利益の額（第３号に規

定する利益の額をいう。）又は合併当事会社

の結合した損益計算書に基づいて算定される

利益の額に相当する額について審査対象とす

るものとする。

（７） 規程第２０５条第５号において、新規

上場申請者又はその子会社が審査対象期間又

は新規上場申請日の属する事業年度の初日以

後において株式交換（新規上場申請者とその

子会社又は新規上場申請者の子会社間の株式

交換を除く。）を行っている場合は、株式交

換を行う前については、株式交換主体会社の

連結損益計算書等に基づいて算定される利益

の額（株式交換主体会社が連結財務諸表を作

成すべき会社でない期間がある場合は、当該

期間については、株式交換主体会社の損益計
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（削る）

（削る）

（７） 規程第２０５条第５号において、新規

上場申請者が、相互会社から株式会社への組

織変更を行う場合であって、審査対象期間に

当該組織変更前の期間が含まれるときは、そ

の組織変更前の期間については、当該相互会

算書に基づいて算定される利益の額）につい

て審査対象とするものとする。ただし、新規

上場申請者が外国会社である場合は、株式交

換主体会社の利益の額（第３号に規定する利

益の額をいう。）又は新規上場申請者の結合

した損益計算書に基づいて算定される利益の

額に相当する額について審査対象とするもの

とする。

（８） 規程第２０５条第５号において、新規

上場申請者（新規上場申請者が前号の規定の

適用を受ける場合にあっては、合併主体会

社）が持株会社であって、持株会社になった

後、新規上場申請日の直前事業年度の末日ま

でに２年以上を経過していない場合（他の会

社に事業を承継させる又は譲渡することに伴

い持株会社になった場合を除く。）には、

近２年間のうち持株会社になる前の期間につ

いては、当該期間に係る子会社（持株会社に

なった日の子会社に限る。）の各連結会計年

度の連結損益計算書等（当該子会社が当該期

間において連結財務諸表を作成すべき会社で

ない場合は、損益計算書）に基づいて算定さ

れる利益の額に相当する額（当該子会社が複

数ある場合は、当該複数の子会社の当該連結

損益計算書等若しくは損益計算書又は四半期

連結損益計算書等若しくは四半期損益計算書

を結合した損益計算書に基づいて算定される

利益の額に相当する額）について審査対象と

するものとする。

（９） 規程第２０５条第５号において、新規

上場申請者（新規上場申請者が第６号の規定

の適用を受ける場合にあっては、合併主体会

社）が、会社分割等により他の会社の事業を

承継する又は譲り受ける会社（当該他の会社

から承継する又は譲り受ける事業が新規上場

申請者の事業の主体となる場合に限る。）で

あって、審査対象期間にその事業の承継又は

譲受け前の期間が含まれる場合には、その承

継又は譲受け前の期間については、第２０４

条第１項第１２号又は第１４号の規定により

提出される書類に記載される当該他の会社か

ら承継する又は譲り受ける事業に係る利益の

額に相当する額について審査対象とするもの

とする。

（１０） 規程第２０５条第５号において、新

規上場申請者（新規上場申請者が第６号の規

定の適用を受ける場合にあっては、合併主体

会社）が、相互会社から株式会社への組織変

更を行う場合であって、審査対象期間に当該
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社の各連結会計年度の連結損益計算書等（当

該相互会社が当該期間において連結財務諸表

を作成すべき会社でない場合は、損益計算

書）に基づいて算定される利益の額に相当す

る額について審査対象とするものとする。こ

の場合における利益の額に相当する額の算定

においては、当該相互会社の剰余金処分に関

する書面に剰余金処分額として掲記される社

員配当準備金を費用とみなすものとする。

（削る）

（削る）

（８） （略）

（９） 新規上場申請者が、審査対象期間の初

日以後において持株会社になった場合（他の

会社に事業を承継させる又は譲渡することに

伴い持株会社になった場合を除くものとし、

持株会社になった日において複数の子会社が

ある場合に限る。）であって、当取引所が適

当と認めるときにおいては、持株会社になる

前の期間については、当該期間に係る当該複

数の子会社の結合財務情報に関する書類に基

づき、規程第２０５条第５号に規定する利益

の額を算定することができるものとする。こ

の場合において、当該書類には、一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠した監査

に基づく監査報告書（当取引所が適当と認め

る場合には、日本公認会計士協会が定める

「東京証券取引所の有価証券上場規程に定め

る結合財務情報の作成に係る保証業務に関す

る実務指針」その他の合理的と認められる基

準に準拠した手続に基づく財務数値等に係る

組織変更前の期間が含まれるときは、その組

織変更前の期間については、当該相互会社の

各連結会計年度の連結損益計算書等（当該相

互会社が当該期間において連結財務諸表を作

成すべき会社でない場合は、損益計算書）に

基づいて算定される利益の額に相当する額に

ついて審査対象とするものとする。この場合

における利益の額に相当する額の算定におい

ては、当該相互会社の剰余金処分に関する書

面に剰余金処分額として掲記される社員配当

準備金を費用とみなすものとする。

（１１） 規程第２０５条第５号において、新

規上場申請者が審査対象期間において外国持

株会社になった場合で、当取引所が適当と認

めるときは、審査対象期間のうちその設立前

の期間については、当取引所が適当と認める

財務書類に基づいて算定される利益の額につ

いて審査対象とするものとする。

（１２） 新規上場申請者（第６号から前号ま

でに規定する会社のうち新規上場申請者以外

の会社を含む。）が審査対象期間又は新規上

場申請日の属する事業年度の初日以後におい

て第６号から前号までに規定する行為を重ね

て行っている場合については、第６号から前

号までの規定の趣旨に照らして当取引所が適

当と認める財務情報に基づいて算定される利

益の額に相当する額について審査対象とする

ものとする。

（１３） （略）

（新設）
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意見又は結論を記載した書面）を添付するこ

とを要するものとする。

（１０） 近２年間に終了した事業年度（基

準事業年度を除く。）又は連結会計年度（基

準連結会計年度を除く。）に係る財務諸表又

は連結財務諸表が、法第５条第１項又は法第

２４条第１項から第３項までの規定により提

出された有価証券届出書又は有価証券報告書

に記載されていない場合は、当該財務諸表又

は連結財務諸表に代えて、次のａ又はｂに掲

げる書類に基づき、規程第２０５条第５号に

規定する利益の額を算定することができるも

のとする。この場合において、当該書類に

は、一般に公正妥当と認められる監査の基準

に準拠した監査に基づく監査報告書（当取引

所が適当と認める場合には、合理的と認めら

れる基準に準拠した手続に基づく財務数値等

に係る意見又は結論を記載した書面）を添付

することを要するものとする。

ａ・ｂ （略）

（１４） 近２年間に終了した事業年度（直

前事業年度を除く。）又は連結会計年度（直

前連結会計年度を除く。）に係る財務諸表又

は連結財務諸表が、法第５条第１項又は法第

２４条第１項から第３項までの規定により提

出された有価証券届出書又は有価証券報告書

に記載されていない場合は、当該財務諸表又

は連結財務諸表に代えて、次のａ又はｂに掲

げる書類に基づき、規程第２０５条第５号に

規定する利益の額を算定することができるも

のとする。この場合においては、公認会計士

又は監査法人による監査報告書又は財務数値

等に係る意見を記載した書面を、当該書類に

添付することを要するものとする。

ａ・ｂ （略）

６ 規程第２０５条第６号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。

（１） （略）

（２） 規程第２０５条第６号ｃに規定する施

行規則で定める場合とは、監査報告書（基準

事業年度及び基準連結会計年度の財務諸表等

に添付されるものを除く。）又は四半期レビ

ュー報告書において、継続企業の前提に関す

る事項を除外事項若しくは理由として、公認

会計士等の「無限定適正意見」又は「無限定

の結論」が記載されていない場合及び監査報

告書又は四半期レビュー報告書において、比

較情報についての事項のみを理由として、公

認会計士等の「限定付適正意見」又は「除外

事項を付した限定付結論」が記載されている

場合をいう。

（３） 規程第２０５条第６号において、新規

上場申請者（新規上場申請者の子会社その他

の当取引所が新規上場申請者とみなすことが

適当と認めるものを含む。以下この号におい

て同じ。）が、審査対象期間の初日以後にお

いて組織再編行為等（非子会社化、会社分割

による他の会社への事業の承継又は事業の譲

渡を除く。）を行っている場合であって、当

取引所が適当と認めるときにおいては、当該

組織再編行為等を行う前の期間については、

組織再編主体会社等の当該期間内に終了する

各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等

及び当該財務諸表等が記載又は参照される有

６ 規程第２０５条第６号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。

（１） （略）

（２） 規程第２０５条第６号ｃに規定する施

行規則で定める場合とは、監査報告書（直前

事業年度及び直前連結会計年度の財務諸表等

に添付されるものを除く。）又は四半期レビ

ュー報告書において、継続企業の前提に関す

る事項を除外事項若しくは理由として、公認

会計士等の「無限定適正意見」又は「無限定

の結論」が記載されていない場合及び監査報

告書又は四半期レビュー報告書において、比

較情報についての事項のみを理由として、公

認会計士等の「限定付適正意見」又は「除外

事項を付した限定付結論」が記載されている

場合をいう。

（３） 規程第２０５条第６号において、新規

上場申請者が持株会社であって、持株会社に

なった後、新規上場申請日の直前事業年度の

末日までに２年以上を経過していない場合

（他の会社に事業を承継させる又は譲渡する

ことに伴い持株会社になった場合を除く。）

には、審査対象期間のうち持株会社になる前

の期間については、当該期間に係る子会社

（持株会社になった日の子会社に限る。）の

各連結会計年度の連結財務諸表（当該子会社

が当該期間において連結財務諸表を作成すべ

き会社でない場合は、財務諸表とし、当該子

会社が複数ある場合は、当該複数の子会社の
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価証券報告書等についても審査対象とするも

のとする。

（削る）

（削る）

結合財務情報に関する書類を含む。）及び当

該連結財務諸表が記載又は参照される有価証

券報告書等について審査対象とするものとす

る。

（４） 規程第２０５条第６号において、新規

上場申請者が、会社分割等により他の会社の

事業を承継する又は譲り受ける会社（当該他

の会社から承継する又は譲り受ける事業が新

規上場申請者の事業の主体となる場合に限

る。）であって、審査対象期間にその事業の

承継又は譲受け前の期間が含まれる場合に

は、その承継又は譲受け前の期間について

は、当該期間に係る当該他の会社の財務諸表

等及び当該財務諸表等が記載又は参照される

有価証券報告書等についても審査対象とする

ものとする。

（５） 新規上場申請者（外国会社を除く。）

又はその子会社が審査対象期間又は新規上場

申請日の属する事業年度の初日以後に合併

（新規上場申請者とその子会社又は新規上場

申請者の子会社間の合併を除く。）又は株式

交換（新規上場申請者とその子会社又は新規

上場申請者の子会社間の株式交換を除く。）

を行っている場合には、審査対象期間のうち

当該合併又は株式交換を行う前の期間につい

ては、合併主体会社又は株式交換主体会社の

当該期間内に終了する各事業年度及び各連結

会計年度の財務諸表等及び当該財務諸表等が

記載又は参照される有価証券報告書等につい

ても審査対象とするものとする。

７～１０ （略） ７～１０ （略）

（民営化外国会社の形式要件の取扱い）

第２１４条 規程第２０６条第２項の規定は、次

の各号のとおり取り扱うものとする。

（民営化外国会社の形式要件の取扱い）

第２１４条 規程第２０６条第２項の規定は、次

の各号のとおり取り扱うものとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 利益の額

ａ （略）

ｂ 第２１２条第４項第５号及び第５項第３

号から第７号までの規定は、規程第２０６

条第２項第２号の場合について準用する。

（２） 利益の額

ａ （略）

ｂ 第２１２条第４項第５号並びに第５項第

３号、第４号から第６号まで及び第１０号

の規定は、規程第２０６条第２項第２号の

場合について準用する。

（３） （略） （３） （略）

（テクニカル上場の取扱い）

第２１６条 （略）

２・３ （略）

（テクニカル上場の取扱い）

第２１６条 （略）

２・３ （略）
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４ 規程第２０８条第５号に規定する当該他の会

社がスタンダード市場の上場会社の主要な事業

を承継するものと当取引所が施行規則で定める

ところにより認める場合かどうかについては、

当該他の会社の経営成績等を勘案して行うもの

とする。この場合において、第２０５条第１号

ａの（ｅ）の規定により提出される書類に記載

される当該他の会社が承継する事業に係る部門

連結損益計算書（部門連結損益計算書を作成す

べきでない場合には、部門個別損益計算書。以

下この項において同じ。）における売上高及び

経常利益金額が、当該上場会社の基準連結会計

年度（当該上場会社が連結財務諸表提出会社で

ない場合は、当該上場会社の基準事業年度）に

おける当該上場会社が当該他の会社及び当該他

の会社以外の会社に承継させる事業以外の事業

に係る部門の売上高及び経常利益に相当する金

額並びに当該他の会社以外の会社が承継する事

業に係る部門連結損益計算書における売上高及

び経常利益金額を超える額である場合は、当該

他の会社が上場会社の主要な事業を承継するも

のとして取り扱う。

４ 規程第２０８条第５号に規定する当該他の会

社がスタンダード市場の上場会社の主要な事業

を承継するものと当取引所が施行規則で定める

ところにより認める場合かどうかについては、

当該他の会社の経営成績等を勘案して行うもの

とする。この場合において、第２０５条第１号

ａの（ｅ）の規定により提出される書類に記載

される当該他の会社が承継する事業に係る部門

連結損益計算書（部門連結損益計算書を作成す

べきでない場合には、部門個別損益計算書。以

下この項において同じ。）における売上高及び

経常利益金額が、当該上場会社の直前連結会計

年度（当該上場会社が連結財務諸表提出会社で

ない場合は、当該上場会社の直前事業年度）に

おける当該上場会社が当該他の会社及び当該他

の会社以外の会社に承継させる事業以外の事業

に係る部門の売上高及び経常利益に相当する金

額並びに当該他の会社以外の会社が承継する事

業に係る部門連結損益計算書における売上高及

び経常利益金額を超える額である場合は、当該

他の会社が上場会社の主要な事業を承継するも

のとして取り扱う。

（有価証券新規上場申請書の添付書類）

第２１８条 （略）

（有価証券新規上場申請書の添付書類）

第２１８条 （略）

２ （略）

３ 規程第２１０条第２項ただし書に規定する施

行規則で定める書類は、第１項に定める書類の

うち第２０４条第１項第６号（前項第１号によ

る場合を含む。）に掲げる書類とする。

２ （略）

３ 規程第２１０条第２項ただし書に規定する施

行規則で定める書類は、第１項に定める書類の

うち２０４条第１項第６号に掲げる書類（第２

項第１号による場合を含む。）とする。

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類）

第２１９条 規程第２１０条第３項に規定する施

行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる新

規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる

書類をいう。

（１） （略）

ａ 内国会社

（ａ） （略）

（ｂ） 第２０５条第１項第１号ａの

（ｂ）から（ｆ）までに掲げる書類

この場合において、同ａの（ｅ）中

「規程第２０８条第５号」とあるのは

「規程第２１４条第５号」と、同ａの

（ｆ）中「規程第２０８条第１号又は第

３号」とあるのは「規程第２１４条第１

号又は第３号」とそれぞれ読み替える。

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類）

第２１９条 規程第２１０条第３項に規定する施

行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる新

規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる

書類をいう。

（１） （略）

ａ 内国会社

（ａ） （略）

（ｂ） 第２０５条第１項第１号ａの（ｂ）

から（ｆ）までに掲げる書類
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ｂ 外国会社

（ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ） 第２０５条第１項第１号ａの

（ｃ）、（ｅ）及び（ｆ）に掲げる書類

この場合において、同ａの（ｅ）中

「規程第２０８条第５号」とあるのは

「規程第２１４条第５号」と、同ａの

（ｆ）中「規程第２０８条第１号又は第

３号」とあるのは「規程第２１４条第１

号又は第３号」とそれぞれ読み替える。

（ｄ） （略）

（２） （略）

ｂ 外国会社

（ａ）・（ｂ） （略）

（ｃ） 前ａの（ｂ）に掲げる書類のうち

第２０５条第１項第１号ａの（ｃ）、

（ｅ）及び（ｆ）に掲げる書類

（ｄ） （略）

（２） （略）

２ （略） ２ （略）

（監査報告書等）

第２２１条 （略）

２ （略）

３ 規程第２１０条第６項ただし書に規定する施

行規則で定める外国会社とは、次の各号に該当

する外国会社をいい、当該外国会社は、第２号

に規定する証明に係る監査報告書を提出するも

のとする。この場合において、当該監査報告書

については、前項の規定を準用して、その写し

を提出することができる。

（１） 第１項に掲げる書類のうち第２０７条

第１項第１号に掲げる財務書類が、第２０４

条第２項第３号ｂの規定に基づき財務諸表等

規則第１３１条に定める作成基準に準じて作

成されていること。

（２） （略）

（監査報告書等）

第２２１条 （略）

２ （略）

３ 規程第２１０条第６項ただし書に規定する施

行規則で定める外国会社とは、次の各号に該当

する外国会社をいい、当該外国会社は、第２号

に規定する証明に係る監査報告書を提出するも

のとする。この場合において、当該監査報告書

については、前項の規定を準用して、その写し

を提出することができる。

（１） 第１項に掲げる書類のうち２０７条第

１項第１号に掲げる財務書類が、第２０４条

第２項第３号ｄの規定に基づき財務諸表等規

則第１３１条に定める作成基準に準じて作成

されていること。

（２） （略）

（監査概要書等）

第２２２条 （略）

２ 規程第２１０条第７項に規定する監査概要

書、中間監査概要書及び四半期レビュー概要書

の取扱いについては、次の各号に定めるところ

による。

（１）・（２） （略）

（３） 「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」に記載する新規上場申請者の

基準事業年度及び基準連結会計年度の財務諸

表等に関する監査概要書には、会社の会計組

織、経理規程、原価計算制度、内部統制組

織、内部監査組織、連結財務諸表作成のため

の体制とその運用及び連結財務諸表の作成に

関する経理規程並びに連結子会社及び持分法

適用会社の経理規程の整備状況等に関する公

（監査概要書等）

第２２２条 （略）

２ 規程第２１０条第７項に規定する監査概要

書、中間監査概要書及び四半期レビュー概要書

の取扱いについては、次の各号に定めるところ

による。

（１）・（２） （略）

（３） 「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」に記載する新規上場申請者の

新規上場申請日の直前事業年度及び直前連結

会計年度の財務諸表等に関する監査概要書に

は、会社の会計組織、経理規程、原価計算制

度、内部統制組織、内部監査組織、連結財務

諸表作成のための体制とその運用及び連結財

務諸表の作成に関する経理規程並びに連結子

会社及び持分法適用会社の経理規程の整備状

況等に関する公認会計士又は監査法人による
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認会計士又は監査法人による評価について記

載した書面を添付するものとする。

評価について記載した書面を添付するものと

する。

（４） （略） （４） （略）

（上場承認時の提出書類）

第２２５条 （略）

（上場承認時の提出書類）

第２２５条 （略）

２・３ （略）

４ 規程第２１０条第１２項第１号に規定する施

行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関

する事項とは、第２１１条第４項各号に掲げる

事項をいう。ただし、同項第２号及び第６号に

あっては、新規上場申請者が内国会社である場

合に限る。

２・３ （略）

４ 規程第２１０条第１２項第１項に規定する施

行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関

する事項とは、第２１１条第４項各号に掲げる

事項をいう。ただし、同項第２号及び第６号に

あっては、新規上場申請者が内国会社である場

合に限る。

（内国会社の形式要件の取扱い）

第２２６条 （略）

（内国会社の形式要件の取扱い）

第２２６条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 規程第２１１条第５号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。

５ 規程第２１１条第５号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。

（１）～（３） （略）

（４） 第２１２条第５項第４号から第６号ま

で、第７号前段及び第８号から第１０号まで

の規定は、規程第２１１条第５号ｂに規定す

る売上高について準用する。この場合におい

て、同項中「利益の額」とあるのは「売上

高」と、「第１号から第３号まで」又は「第

１号から前号まで」とあるのは「第２２６条

第５項第２号及び第３号」とそれぞれ読み替

えるものとする。

（１）～（３） （略）

（４） 第２１２条第５項第４号から第９号ま

で、第１０号前段及び第１１号から第１４号

までの規定は、規程第２１１条第５号ｂに規

定する売上高について準用する。この場合に

おいて、同項中「利益の額」とあるのは「売

上高」と、「第１号から第３号まで」とある

のは「第２２６条第５項第２号及び第３号」

と、「基づいて算定される利益の額」とある

のは「掲記される売上高」と、「第３号に規

定する」とあるのは「第２２６条第５項第３

号に規定する」とそれぞれ読み替えるものと

する。

（５） （略） （５） （略）

（民営化外国会社の形式要件の取扱い）

第２２７条 規程第２１２条第２項の規定は、次

の各号のとおり取り扱うものとする。

（１） 利益の額又は売上高

ａ （略）

ｂ 前条第４項第１号において準用する第２

１２条第４項第５号、前条第５項第１号に

おいて準用する第２１２条第５項第３号か

ら第７号までの規定は、規程第２１２条第

２項第１号ａの場合について準用する。

（民営化外国会社の形式要件の取扱い）

第２２７条 規程第２１２条第２項の規定は、次

の各号のとおり取り扱うものとする。

（１） 利益の額又は売上高

ａ （略）

ｂ 前条第４項第１号において準用する第２

１２条第４項第５号、前条第５項第１号に

おいて準用する第２１２条第５項第３号か

ら第６号まで及び第１０号の規定は、規程

第２１２条第２項第１号ａの場合について

準用する。
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ｃ 前条第４項第１号において準用する第２

１２条第４項第５号、前条第５項第３号及

び第５号並びに前条第５項第４号において

読み替えて準用する第２１２条第５項第４

号から第６号まで及び第７号前段の規定

は、規程第２１２条第２項第１号ｂの場合

について準用する。

（２）・（３） （略）

ｃ 前条第４項第１号において準用する第２

１２条第４項第５号、前条第５項第３号及

び第５号並びに前条第５項第４号において

読み替えて準用する第２１２条第５項第４

号から第８号まで及び第１０号前段の規定

は、規程第２１２条第２項第１号ｂの場合

について準用する。

（２）・（３） （略）

（有価証券新規上場申請書の添付書類）

第２３１条 新規上場申請者が内国会社である場

合の規程第２１６条第２項本文に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類と

する。

（１） 第２０４条第１項第１号から第３号ま

で、第５号、第７号から第１０号まで、第１

８号から第２９号までに掲げる書類

（２）～（４） （略）

（５） 近２事業年度（「 近」の計算は、

基準事業年度（第２号又は次項第４号に定め

る「新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）」に経理の状況として財務諸表等

が記載される 近事業年度をいう。以下この

節において同じ。）の末日を起算日としてさ

かのぼる。以下この節において同じ。）にお

ける連結子会社に関する決算報告書

（有価証券新規上場申請書の添付書類）

第２３１条 新規上場申請者が内国会社である場

合の規程第２１６条第２項本文に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類と

する。

（１） 第２０４条第１項第１号から第３号ま

で、第５号、第７号から第１０号まで、第１

８号から第２０号まで、第２２号から第２９

号までに掲げる書類

（２）～（４） （略）

（５） 近２事業年度における連結子会社に

関する決算報告書

（６）及び（７） 削除

（８） （略）

（６） 近２事業年度に合併を行っている場

合には、当該事業年度における被合併会社の

財務諸表等（当取引所が提出を要しないもの

として認めるものを除く。）

（７） 規程第２１７条第３号ただし書の規定

の適用を受ける場合は、新規上場申請に係る

株券の評価額に関する資料

（８） （略）

２ 新規上場申請者が外国会社である場合の規程

第２１６条第２項本文に規定する施行規則で定

める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

（１） （略）

（２） 第２０４条第２項第２号、第４号から

第６号まで及び第８号から第１１号までに掲

げる書類

（３） （略）

（４） 新規上場申請者の属する企業集団及び

その経理の状況その他事業の内容に関する重

要な事項等を記載した「新規上場申請のため

の有価証券報告書」

２ 新規上場申請者が外国会社である場合の規程

第２１６条第２項本文に規定する施行規則で定

める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

（１） （略）

（２） 第２０４条第２項第２号、第４号から

第６号まで及び第８号から第１０号までに掲

げる書類

（３） （略）

（４） 新規上場申請者の属する企業集団及び

その経理の状況その他事業の内容に関する重

要な事項等を記載した「新規上場申請のため

の有価証券報告書」
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  この場合において、「新規上場申請のため

の有価証券報告書」はⅠの部及び当取引所が

上場審査のため適当と認める書類から成るも

のとし、第２０４条第２項第３号ａからｃま

でに定めるところによるものとする。ただ

し、規程第２１８条第１号の規定による規程

第２１７条第３号に規定する公募に係る有価

証券届出書と同一の記載様式とすることがで

きる。

（５） （略）

（削る）

３ 規程第２１６条第２項ただし書に規定する施

行規則で定める書類は、第１項第３号に掲げる

書類（前項第３号の規定による場合を含む。）

とする。

  この場合において、「新規上場申請のため

の有価証券報告書」はⅠの部及び当取引所が

上場審査のため適当と認める書類から成るも

のとし、第２０４条第２項第３号ａ、ａの

２、ｄ及びｅに定めるところによるものとす

る。ただし、規程第２１８条第１号の規定に

よる規程第２１７条第３号に規定する公募に

係る有価証券届出書と同一の記載様式とする

ことができる。

（５） （略）

（６） 規程第２１８条第１号の規定による規

程第２１７条第３号ただし書の規定の適用を

受ける場合は、新規上場申請に係る外国株券

等の評価額に関する資料

３ 規程第２１６条第２項ただし書に規定する施

行規則で定める書類は、第１項第３号に掲げる

書類（前項第３号に規定する場合を含む。）と

する。

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類）

第２３２条 規程第２１６条第３項に規定する施

行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる新

規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる

書類をいう。

（１） 規程第２２０条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者

ａ 内国会社

（ａ）～（ｄ） （略）

（ｅ） 新規上場申請者が規程第２２０条第

５号の規定の適用を受ける場合には、上場

会社の基準連結会計年度（前条第１項第２

号又は第２項第４号に定める「新規上場申

請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に

経理の状況として財務諸表等が記載される

近連結会計年度をいう。以下この節にお

いて同じ。）（当該上場会社が連結財務諸

表提出会社でない場合は、当該上場会社の

基準事業年度）における同号に規定する他

の会社が承継する事業及び当該他の会社以

外の会社が承継する事業に係る財務計算に

関する書類（当取引所が提出を要しないも

のとして認めるものを除く。）

この場合において、当該財務計算に関す

る書類は、当取引所が定める「部門財務情

報の作成基準」その他の合理的と認められ

る基準に従って作成するものとする。

（ｆ） （略）

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申

請書の添付書類）

第２３２条 規程第２１６条第３項に規定する施

行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる新

規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる

書類をいう。

（１） 規程第２２０条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者

ａ 内国会社

（ａ）～（ｄ） （略）

（ｅ） 新規上場申請者が規程第２２０条第

５号の規定の適用を受ける場合には、上場

会社の直前連結会計年度（当該上場会社が

連結財務諸表提出会社でない場合は、当該

上場会社の直前事業年度）における同号に

規定する他の会社が承継する事業及び当該

他の会社以外の会社が承継する事業に係る

財務計算に関する書類（当取引所が提出を

要しないものとして認めるものを除く。）

この場合において、当該財務計算に関す

る書類は、当取引所が定める「部門財務情

報の作成基準」その他の合理的と認められ

る基準に従って作成するものとする。

（ｆ） （略）
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ｂ （略） ｂ （略）

（２） （略） （２） （略）

２ （略） ２ （略）

（監査報告書等）

第２３４条 規程第２１６条第６項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、次

の各号に掲げる書類をいう。

（１） 第２３１条第１項第２号又は第２項第

４号に規定する「新規上場申請のための有価

証券報告書」に記載及び添付する基準事業年

度及びその前の事業年度並びに基準連結会計

年度及びその前の連結会計年度の財務諸表等

（２） （略）

２ （略）

３ 規程第２１６条第６項ただし書に規定する施

行規則で定める外国会社とは、次の各号に該当

する外国会社をいうものとし、当該外国会社

は、第２号に規定する証明に係る監査報告書を

提出するものとする。この場合において、当該

監査報告書については、前項の規定を準用し

て、その写しを提出することができる。

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類が、第

２０４条第２項第３号ｂの規定に基づき財務

諸表等規則第１３１条第１項又は第２項に定

める作成基準に準じて作成されていること

（２） （略）

（監査報告書等）

第２３４条 規程第２１６条第６項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、次

の各号に掲げる書類をいう。

（１） 第２３１条第１項第２号又は第２項第

４号に規定する「新規上場申請のための有価

証券報告書」に記載及び添付する直前事業年

度及びその前の事業年度並びに直前連結会計

年度及びその前の連結会計年度の財務諸表等

（２） （略）

２ （略）

３ 規程第２１６条第６項ただし書に規定する施

行規則で定める外国会社とは、次の各号に該当

する外国会社をいうものとし、当該外国会社

は、第２号に規定する証明に係る監査報告書を

提出するものとする。この場合において、当該

監査報告書については、前項の規定を準用し

て、その写しを提出することができる。

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類が、第

２０４条第２項第３号ｄの規定に基づき財務

諸表等規則第１３１条第１項又は第２項に定

める作成基準に準じて作成されていること

（２） （略）

（監査概要書等）

第２３５条 （略）

２ 規程第２１６条第７項に規定する監査概要

書、中間監査概要書及び四半期レビュー概要書

については、次の各号のとおり取り扱うものと

する。

（１）・（２） （略）

（３） 「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」に記載する新規上場申請者の

基準事業年度及び基準連結会計年度の財務諸

表等に関する監査概要書には、会社の会計組

織、経理規程、原価計算制度、内部統制組

織、内部監査組織、連結財務諸表作成のため

の体制とその運用及び連結財務諸表の作成に

関する経理規程並びに連結子会社及び持分法

適用会社の経理規程の整備状況等に関する公

認会計士又は監査法人による評価について記

載した書面を添付するものとする。

（４） （略）

（監査概要書等）

第２３５条 （略）

２ 規程第２１６条第７項に規定する監査概要

書、中間監査概要書及び四半期レビュー概要書

については、次の各号のとおり取り扱うものと

する。

（１）・（２） （略）

（３） 「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」に記載する新規上場申請者の

新規上場申請日の直前事業年度及び直前連結

会計年度の財務諸表等に関する監査概要書に

は、会社の会計組織、経理規程、原価計算制

度、内部統制組織、内部監査組織、連結財務

諸表作成のための体制とその運用及び連結財

務諸表の作成に関する経理規程並びに連結子

会社及び持分法適用会社の経理規程の整備状

況等に関する公認会計士又は監査法人による

評価について記載した書面を添付するものと

する。

（４） （略）
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（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧）

第２３７条 （略）

２ （略）

３ 規程第２１６条第１０項に規定する新規上場

申請者がこの条の規定により提出した書類のう

ち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

るものをいうものとする。

（１）～（３） （略）

（４） 削除

（５）・（６） （略）

（７） 第２３２条第１号ａの（ｅ）に規定す

る書類（規程第２２０条第５号に規定する他

の会社が承継する事業に係る書類に限るもの

とし、前条の規定により添付される書類を含

む。）

（８） （略）

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧）

第２３７条 （略）

２ （略）

３ 規程第２１６条第１０項に規定する新規上場

申請者がこの条の規定により提出した書類のう

ち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

るものをいうものとする。

（１）～（３） （略）

（４） 第２０４条第１項第１２号に規定する

書類（前条の規定により添付される書類を含

む。）

（５）・（６） （略）

（７） 第２３２条第１号ａの（ｅ）に規定す

る書類（規程第２２０条第５号に規定する他

の会社が承継する事業に係る書類に限る。）

（８） （略）

（内国会社の形式要件の取扱い）

第２３９条 （略）

２ 規程第２１７条第２号ｂに規定する流通株式

の時価総額とは、新規上場申請に係る株券等の

公募（以下この条において「新規上場に係る公

募」という。）の価格に、前項に従い算定する

流通株式の数を乗じて得た額をいう。ただし、

同条第３号ａ又はｂのいずれかに該当する場合

においては、新規上場申請に係る株券等の売出

しを行うときは当該売出しの価格に、新規上場

申請に係る株券等の売出しを行わないときは当

取引所が合理的と認める算定式により計算され

た当該新規上場申請に係る株券等の評価額に、

前項に従い算定する流通株式の数を乗じて得た

額をいうものとする。

（内国会社の形式要件の取扱い）

第２３９条 （略）

２ 規程第２１７条第２号ｂに規定する流通株式

の時価総額とは、新規上場申請に係る株券等の

公募（以下この条において「新規上場に係る公

募」という。）の見込み価格に、前項に従い算

定する流通株式の数を乗じて得た額をいう。た

だし、新規上場申請者が同条第３号ただし書に

定める場合に該当する場合においては、新規上

場申請に係る株券等の売出しを行うときは当該

売出しの見込み価格に、新規上場申請に係る株

券等の売出しを行わないときは当取引所が合理

的と認める算定式により計算された当該新規上

場申請に係る株券等の評価額に、前項に従い算

定する流通株式の数を乗じて得た額をいうもの

とする。

３ 規程第２１７条第３号の規定は、次の各号の

とおり取り扱うものとする。

（１）～（５） （略）

（６） 前各号の規定は、規程第２１７条第３

号ａ又はｂのいずれかに該当する場合には適

用しない。

（７） 第２２６条第３項の規定は、規程第２

１７条第３号ａに規定する時価総額について

準用する。

３ 規程第２１７条第３号の規定は、次の各号の

とおり取り扱うものとする。

（１）～（５） （略）

（新設）

（新設）

４ 第２１２条第３項の規定は、規程第２１７条

第４号の規定に規定する事業継続年数について

準用する。

４ 規程第２１７条第４号の規定は、次の各号の

とおり取り扱うものとする。
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（削る）

（削る）

５ 規程第２１７条第５号の規定は、次の各号の

とおり取り扱うものとする。

（１） （略）

（１） 規程第２１７条第４号において、新規

上場申請者が、上場会社の人的分割によりそ

の事業を承継する会社であって、当該人的分

割前に新規上場申請が行われた場合には、当

該人的分割により承継する事業に関する活動

について審査対象とするものとする。

（２） 第２１２条第３項第２号から第４号ま

での規定は、規程第２１７条第４号の場合に

ついて準用する。

５ 規程第２１７条第５号の規定は、次の各号の

とおり取り扱うものとする。

（１） （略）

（２） 規程第２１７条第５号ｂに規定する施

行規則で定める場合とは、監査報告書（「新

規上場申請のための有価証券報告書」に中間

監査報告書又は四半期レビュー報告書が添付

されていない場合は、基準事業年度及び基準

連結会計年度の財務諸表等に添付されるもの

を除く。）において、継続企業の前提に関す

る事項を除外事項若しくは理由として、公認

会計士等の「無限定適正意見」が記載されて

いない場合及び監査報告書又は四半期レビュ

ー報告書において、比較情報についての事項

のみを理由として、公認会計士等の「限定付

適正意見」又は「除外事項を付した限定付結

論」が記載されている場合をいう。

（２） 規程第２１７条第５号ｂに規定する施

行規則で定める場合とは、監査報告書（「新

規上場申請のための有価証券報告書」に中間

監査報告書又は四半期レビュー報告書が添付

されていない場合は、直前事業年度及び直前

連結会計年度の財務諸表等に添付されるもの

を除く。）において、継続企業の前提に関す

る事項を除外事項若しくは理由として、公認

会計士等の「無限定適正意見」が記載されて

いない場合及び監査報告書又は四半期レビュ

ー報告書において、比較情報についての事項

のみを理由として、公認会計士等の「限定付

適正意見」又は「除外事項を付した限定付結

論」が記載されている場合をいう。

（規定の適用を受けない者）

第２４４条 次条から第２５３条まで及び第２５

４条（第１号に掲げる場合に限る。）の規定

は、次の各号に掲げる者については、適用しな

い。

（これに準ずる者の定義）

第２４４条 規程第２２２条に規定するこれに準

ずる者として施行規則で定める者とは、次の各

号に掲げる者をいう。

（１） 国内の他の金融商品取引所に上場され

ている内国株券の発行者

（２） 外国金融商品取引所等において上場又

は継続的に取引されている内国株券の発行者

（３） テクニカル上場規定の適用を受ける新

規上場申請者

（４） 上場会社、国内の他の金融商品取引所

に上場されている株券等の発行者又は外国金

融商品取引所等において上場若しくは継続的

に取引されている内国株券の発行者の人的分

割によりその事業を承継する会社（当該承継

する事業が新規上場申請者の事業の主体とな

る場合に限る。）であって、当該人的分割前

に新規上場申請を行う場合の新規上場申請者

（５） 外国会社

（１） テクニカル上場規定の適用を受ける新

規上場申請者

（２） 外国金融商品取引所等において上場又

は継続的に取引されている内国株券の発行者

（３） 上場会社、国内の他の金融商品取引所

に上場されている株券等の発行者又は外国金

融商品取引所等において上場若しくは継続的

に取引されている内国株券の発行者の人的分

割によりその事業を承継する会社（当該承継

する事業が新規上場申請者の事業の主体とな

る場合に限る。）であって、当該人的分割前

に新規上場申請を行う場合の新規上場申請者
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（公募又は売出しを行わない場合の取扱い）

第２５３条の２ 新規上場申請者（法第２４条第

３項の規定の適用を受ける者に限る。）は、新

規上場申請に係る株券等の公募又は売出しを行

わない場合には、当取引所が当該新規上場申請

に係る株券等の上場を承認する日までに、２人

以上の公認会計士又は監査法人による監査証明

府令第３条第１項の監査報告書（公認会計士又

は監査法人に相当する者による監査証明に相当

する証明に係る監査報告書を含む。）を添付し

た有価証券報告書を、内閣総理大臣等に対して

提出するものとする。

（新設）

２ 新規上場申請者（国内の他の金融商品取引所

に上場されている株券等の発行者、外国金融商

品取引所等において上場若しくは継続的に取引

されている株券等の発行者又はテクニカル上場

規定の適用を受ける者を除く。）は、新規上場

申請に係る株券等の公募又は売出しを行わない

場合には、上場することとなる日の１週間前の

日までに、新規上場申請者の幹事取引参加者が

作成した新規上場申請に係る株券等の流通参考

値段（当取引所が当該新規上場申請に係る株券

等の初値決定前における 初の特別気配値段を

定めるにあたり参考となる価格をいう。）につ

いて記載した書類を提出するものとする。

（不適正な上場前の公募等に対する措置）

第２５４条 当取引所は、次の各号に掲げる場合

には、新規上場申請の受理の取消しその他必要

な措置（第２４８条第１項に定めるところによ

らない配分を行った場合の再配分の要請並びに

上場前の公募等が適正に行われていないと認め

られるに至った経過及び改善措置を記載した報

告書の提出の請求を含む。）をとることができ

る。

（不適正な上場前の公募等に対する措置）

第２５４条 当取引所は、第２５０条第１項若し

くは第２６４条第１項若しくは第２項に規定す

る書類又は第２５０条第３項若しくは第２５８

条第３項の規定により元引受取引参加者が提出

した書類その他新規上場申請者又は元引受取引

参加者がこの節に基づき当取引所に提出する書

類の内容並びに上場前の公募等の実施状況等か

ら、上場前の公募等が適正に行われていないと

認められる場合には、新規上場申請の受理の取

消しその他必要な措置（第２４８条第１項に定

めるところによらない配分を行った場合の再配

分の要請並びに上場前の公募等が適正に行われ

ていないと認められるに至った経過及び改善措

置を記載した報告書の提出の請求を含む。）を

とることができる。

（１） 第２５０条第１項若しくは第２６４条

第１項若しくは第２項に規定する書類又は第

２５０条第３項若しくは第２５８条第３項の

規定により元引受取引参加者が提出した書類

その他新規上場申請者又は元引受取引参加者

がこの節に基づき当取引所に提出する書類の

（新設）
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内容並びに上場前の公募等の実施状況等か

ら、上場前の公募等が適正に行われていない

と認められる場合

（２） 前条第１項に規定する日までに、同項

に規定する有価証券報告書の提出が行われな

い場合

（新設）

（３） 前条第２項に規定する日までに、同項

に規定する書類の提出が行われない場合

（新設）

（上場前の株式等の移動の状況に関する記載）

第２６６条 新規上場申請者は、特別利害関係者

等（開示府令第１条第３１号に規定する特別利

害関係者等をいう。）が、基準事業年度（第２

０４条第１項第４号（第２１８条第 1項による

場合を含む。）又は第２３１条第１項第２号に

規定する「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」に経理の状況として財務諸表等

が記載される 近事業年度をいう。以下この節

において同じ。）の末日から起算して２年前か

ら上場日の前日までの期間において、新規上場

申請者の発行する株式又は新株予約権の譲受け

又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権

の行使を含む。以下「株式等の移動」とい

う。）を行っている場合には、当該株式等の移

動の状況を当該「新規上場申請のための有価証

券報告書（Ⅰの部）」に記載するものとする。

ただし、新規上場申請者の発行する株式が、特

定取引所金融商品市場に上場している場合は、

この限りでない。

２ （略）

（上場前の株式等の移動の状況に関する記載）

第２６６条 新規上場申請者は、特別利害関係者

等（開示府令第１条第３１号に規定する特別利

害関係者等をいう。）が、新規上場申請日の直

前事業年度の末日から起算して２年前から上場

日の前日までの期間において、新規上場申請者

の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲

渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使

を含む。以下「株式等の移動」という。）を行

っている場合には、当該株式等の移動の状況を

第２０４条第１項第４号（第２１８条第 1項に

よる場合を含む。）又は第２３１条第１項第２

号に規定する「新規上場申請のための有価証券

報告書（Ⅰの部）」に記載するものとする。た

だし、新規上場申請者の発行する株式が、特定

取引所金融商品市場に上場している場合は、こ

の限りでない。

２ （略）

（第三者割当等による募集株式の割当てに関す

る規制）

第２６８条 新規上場申請者が、基準事業年度の

末日から起算して１年前より後において、第三

者割当等による募集株式の割当てを行っている

場合（上場前の公募等による場合を除く。）に

は、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者

との間で、次の各号に掲げる事項について確約

を行うものとする。

（第三者割当等による募集株式の割当てに関す

る規制）

第２６８条 新規上場申請者が、新規上場申請日

の直前事業年度の末日から起算して１年前より

後において、第三者割当等による募集株式の割

当てを行っている場合（上場前の公募等による

場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、

割当てを受けた者との間で、次の各号に掲げる

事項について確約を行うものとする。

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（第三者割当等による募集新株予約権の割当て

等に関する規制）

第２７０条 新規上場申請者が、基準事業年度の

末日から起算して１年前より後において、第三

（第三者割当等による募集新株予約権の割当て

等に関する規制）

第２７０条 新規上場申請者が、新規上場申請日

の直前事業年度の末日から起算して１年前より
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者割当等による募集新株予約権（会社法第２３

８条第１項に規定する募集新株予約権をいい、

第２７２条に規定する新株予約権を除く。）の

割当て（募集新株予約権の割当てと同様の効果

を有すると認められる自己新株予約権（第２７

２条に規定する新株予約権を除く。）の割当て

を含む。以下同じ。）を行っている場合には、

当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との

間で、次の各号に掲げる事項について確約を行

うものとする。

後において、第三者割当等による募集新株予約

権（会社法第２３８条第１項に規定する募集新

株予約権をいい、第２７２条に規定する新株予

約権を除く。）の割当て（募集新株予約権の割

当てと同様の効果を有すると認められる自己新

株予約権（第２７２条に規定する新株予約権を

除く。）の割当てを含む。以下同じ。）を行っ

ている場合には、当該新規上場申請者は、割当

てを受けた者との間で、次の各号に掲げる事項

について確約を行うものとする。

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（ストック・オプションとしての新株予約権の

所有に関する規制）

第２７２条 新規上場申請者が、その役員又は従

業員（新規上場申請者の子会社の役員又は従業

員を含む。）であって、かつ、当取引所が適当

と認めるもの（以下この条において「役員又は

従業員等」という。）に報酬として割り当てた

新株予約権（基準事業年度の末日から起算して

１年前より後に割り当てられたものに限る。）

であって、新規上場申請者と割当てを受けた役

員又は従業員等との間で第１号に掲げる事項を

内容とする確約を行っており、かつ、第２号に

定める書類が当取引所に提出されている新株予

約権（当該確約が行われている部分に限る。）

を新規上場申請者から割り当てられた役員又は

従業員等が、この項に規定する確約に基づく所

有を現に行っていない場合（確約に基づく所有

を行っていた者が当該確約の対象となっている

新株予約権を譲渡した後、新規上場申請者が当

該譲渡に係る新株予約権を速やかに適正な手続

により失効させており、かつ、当該新株予約権

の行使が行われていない場合を除く。）には、

当取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取

消しの措置をとるものとする。

（ストック・オプションとしての新株予約権の

所有に関する規制）

第２７２条 新規上場申請者が、その役員又は従

業員（新規上場申請者の子会社の役員又は従業

員を含む。）であって、かつ、当取引所が適当

と認めるもの（以下この条において「役員又は

従業員等」という。）に報酬として割り当てた

新株予約権（新規上場申請日の直前事業年度の

末日から起算して１年前より後に割り当てられ

たものに限る。）であって、新規上場申請者と

割当てを受けた役員又は従業員等との間で第１

号に掲げる事項を内容とする確約を行ってお

り、かつ、第２号に定める書類が当取引所に提

出されている新株予約権（当該確約が行われて

いる部分に限る。）を新規上場申請者から割り

当てられた役員又は従業員等が、この項に規定

する確約に基づく所有を現に行っていない場合

（確約に基づく所有を行っていた者が当該確約

の対象となっている新株予約権を譲渡した後、

新規上場申請者が当該譲渡に係る新株予約権を

速やかに適正な手続により失効させており、か

つ、当該新株予約権の行使が行われていない場

合を除く。）には、当取引所は新規上場申請の

不受理又は受理の取消しの措置をとるものとす

る。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（ストック・オプションとしての新株予約権の

行使等により取得した株式等に関する規制）

第２７３条 新規上場申請者が、基準事業年度の

末日から起算して１年前から上場日の前日まで

の期間において前条に規定する新株予約権の行

使又は転換による株式又は新株予約権の交付

（ストック・オプションとしての新株予約権の

行使等により取得した株式等に関する規制）

第２７３条 新規上場申請者が、新規上場申請日

の直前事業年度の末日から起算して１年前から

上場日の前日までの期間において前条に規定す

る新株予約権の行使又は転換による株式又は新



67

（基準事業年度の末日から起算して１年前より

後に割り当てられた新株予約権に係るものに限

る。）を行っている場合には、当該新規上場申

請者は、交付を受けた者との間で、当該株式又

は新株予約権につき、次の各号に掲げる事項に

ついて確約を行うものとする。

株予約権の交付（新規上場申請日の直前事業年

度の末日から起算して１年前より後に割り当て

られた新株予約権に係るものに限る。）を行っ

ている場合には、当該新規上場申請者は、交付

を受けた者との間で、当該株式又は新株予約権

につき、次の各号に掲げる事項について確約を

行うものとする。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（第三者割当等による募集株式等の割当ての状

況に関する記載）

第２７５条 新規上場申請者は、基準事業年度の

末日から起算して２年前から上場日の前日まで

の期間において、第三者割当等による募集株式

又は新株予約権の割当て（以下「第三者割当等

による募集株式等の割当て」という。）を行っ

ている場合には、当該第三者割当等による募集

株式等の割当ての状況を第２０４条第１項第４

号（第２１８条第 1項で準用する場合を含

む。）又は第２３１条第１項第２号に規定する

「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの

部）」に記載するものとする。ただし、新規上

場申請者の発行する内国株券が、特定取引所金

融商品市場に上場している場合は、この限りで

ない。

２ （略）

（第三者割当等による募集株式等の割当ての状

況に関する記載）

第２７５条 新規上場申請者は、新規上場申請日

の直前事業年度の末日から起算して２年前から

上場日の前日までの期間において、第三者割当

等による募集株式又は新株予約権の割当て（以

下「第三者割当等による募集株式等の割当て」

という。）を行っている場合には、当該第三者

割当等による募集株式等の割当ての状況を第２

０４条第１項第４号（第２１８条第 1項で準用

する場合を含む。）又は第２３１条第１項第２

号に規定する「新規上場申請のための有価証券

報告書（Ⅰの部）」に記載するものとする。た

だし、新規上場申請者の発行する内国株券が、

特定取引所金融商品市場に上場している場合

は、この限りでない。

２ （略）

（スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規

上場申請者が上場日以前に合併等を実施する

予定である場合の特例の取扱い）

第２７８条 （略）

（スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規

上場申請者が上場日以前に合併等を実施する

予定である場合の特例の取扱い）

第２７８条 （略）

２ 規程第２２３条第３項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とす

る。

２ 規程第２２３条第２項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とす

る。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 規程第２２３条第１項の規定の適用を受けて

スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上

場申請者についての第２１２条第１項の規定の

適用については、同項第１号、第２号、第６号

ａの（ｂ）及び同号ｂの（ｂ）中「新規上場申

請者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等

の発行者」と、同項第６号中「新規上場申請に

係る株券等」とあるのは「新規上場申請者が発

行する株券等」と、同項第７号ａ及び第８号中

「株券等の発行者である新規上場申請者」とあ

５ 規程第２２３条第１項の規定の適用を受けて

スタンダード市場へ新規上場申請を行う新規上

場申請者についての第２１２条第１項の規定の

適用については、同項第１号、第２号、第６号

ａの（ｂ）前段及び同号ｂの（ｂ）前段中「新

規上場申請者」とあるのは「新規上場申請に係

る株券等の発行者」と、同項第６号中「新規上

場申請に係る株券等」とあるのは「新規上場申

請者が発行する株券等」と、同項第７号ａ及び

第８号中「株券等の発行者である新規上場申請
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るのは「株券等を新規上場申請する新規上場申

請者」とする。

者」とあるのは「株券等を新規上場申請する新

規上場申請者」とする。

６～８ （略） ６～８ （略）

（プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する予定

である場合の特例の取扱い）

第２７９条 （略）

（プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する予定

である場合の特例の取扱い）

第２７９条 （略）

２ 規程第２２４条第３項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とす

る。

２ 規程第２２４条第２項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とす

る。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 規程第２２４条第１項の規定の適用を受けて

プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申

請者についての第２２６条第１項の規定により

準用する第２１２条第１項の規定の適用につい

ては、同項第１号、第２号、第６号ａの（ｂ）

及び同号ｂの（ｂ）中「新規上場申請者」とあ

るのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」

と、同項第６号中「新規上場申請に係る株券

等」とあるのは「新規上場申請者が発行する株

券等」と、同項第７号ａ及び第８号中「株券等

の発行者である新規上場申請者」とあるのは

「株券等を新規上場申請する新規上場申請者」

とする。

５ 規程第２２４条第１項の規定の適用を受けて

プライム市場へ新規上場申請を行う新規上場申

請者についての第２２６条第１項の規定により

準用する第２１２条第１項の規定の適用につい

ては、同項第１号、第２号、第６号ａの（ｂ）

前段及び同号ｂの（ｂ）前段中「新規上場申請

者」とあるのは「新規上場申請に係る株券等の

発行者」と、同項第６号中「新規上場申請に係

る株券等」とあるのは「新規上場申請者が発行

する株券等」と、同項第７号ａ及び第８号中

「株券等の発行者である新規上場申請者」とあ

るのは「株券等を新規上場申請する新規上場申

請者」とする。

６～８ （略） ６～８ （略）

（グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する予定

である場合の特例の取扱い）

第２８０条 （略）

２ 規程第２２５条第３項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とす

る。

３ 規程第２２５条第１項の規定の適用を受けて

グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申

請者は、規程第２１６条第１１項に規定する書

類のほか、前項第３号に掲げる書類のうち、第

２０４条第１項第３号、第２６号及び第２８号

に掲げる書類を上場前及び上場後において当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。

４ 規程第２２５条第１項の規定の適用を受けて

グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申

請者についての第２３１条第２項第５号の規定

の適用については、同号中「新規上場申請者」

（グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する予定

である場合の特例の取扱い）

第２８０条 （略）

２ 規程第２２５条第２項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とす

る。

３ 規程第２２５条第１項の規定の適用を受けて

マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申請者

は、規程第２１６条第１１項に規定する書類の

ほか、前項第３号に掲げる書類のうち、第２０

４条第１項第３号、第２６号及び第２８号に掲

げる書類を上場前及び上場後において当取引所

が公衆の縦覧に供することに同意するものとす

る。

４ 規程第２２５条第１項の規定の適用を受けて

マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申請者

についての第２３１条第２項第５号の規定の適

用については、同号中「新規上場申請者」とあ
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とあるのは「新規上場申請に係る株券等の発行

者」とする。

５ 規程第２２５条第１項の規定の適用を受けて

グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申

請者についての第２３８条第４項の規定の適用

については、同項中「新規上場申請者」とある

のは「新規上場申請に係る株券等の発行者」と

する。

６ 規程第２２５条第１項の規定の適用を受けて

グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申

請者についての第２３９条第１項の規定の適用

については、同項中「第２１２条第１項」とあ

るのは「第２７８条第５項の規定により読み替

えて適用する第２１２条第１項」とする。

７ 規程第２２５条第１項の規定の適用を受けて

グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申

請者についての第２３９条第２項の規定の適用

については、同項中「新規上場申請に係る株券

等」とあるのは「新規上場申請者が発行する株

券等」とする。

８ 規程第２２５条第１項の規定の適用を受けて

グロース市場へ新規上場申請を行う新規上場申

請者についての第２３９条第３項の規定の適用

については、同項中「新規上場申請者の株券

等」とあるのは「新規上場申請に係る株券等」

とする。

るのは「新規上場申請に係る株券等の発行者」

とする。

５ 規程第２２５条第１項の規定の適用を受けて

マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申請者

についての第２３８条第４項の規定の適用につ

いては、同項中「新規上場申請者」とあるのは

「新規上場申請に係る株券等の発行者」とす

る。

６ 規程第２２５条第１項の規定の適用を受けて

マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申請者

についての第２３９条第１項の規定の適用につ

いては、同項中「第２１２条第１項」とあるの

は「第２７８条第５項の規定により読み替えて

適用する第２１２条第１項」とする。

７ 規程第２２５条第１項の規定の適用を受けて

マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申請者

についての第２３９条第２項の規定の適用につ

いては、同項中「新規上場申請に係る株券等」

とあるのは「新規上場申請者が発行する株券

等」とする。

８ 規程第２２５条第１項の規定の適用を受けて

マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申請者

についての第２３９条第３項の規定の適用につ

いては、同項中「新規上場申請者の株券等」と

あるのは「新規上場申請に係る株券等」とす

る。

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧）

第３０２条の３ 規程第３０１条第７項に規定す

る施行規則で定める書類は、第３０２条の２第

２項第１号に掲げる書類とする。

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧）

第３０２条の３ 規程第３０１条第６項に規定す

る施行規則で定める書類は、第３０２条の２第

２項第１号に掲げる書類とする。

（新株予約権証券の上場基準等）

第３０６条 （略）

（新株予約権証券の上場基準等）

第３０６条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第２１２条第５項第１号から第６号まで及び

第８号から第１０号までの規定は、規程第３０

４条第１項第３号ａに規定する利益の額につい

て準用する。

３ 第２１２条第５項第１号から第９号まで及び

第１１号から第１４号までの規定は、規程第３

０４条第１項第３号ａに規定する利益の額につ

いて準用する。

４～６ （略） ４～６ （略）

（市場区分の変更申請の取扱い） （市場区分の変更申請の取扱い）

第３０８条 規程第３０６条第４項に規定する

「市場区分の変更申請に係る宣誓書」は、内国

会社にあっては別記第１―１４号様式に、外国

会社にあっては別記第１―１５号様式にそれぞ

れよるものとする。

第３０８条 規程第３０６条第３項に規定する

「市場区分の変更申請に係る宣誓書」は、内国

会社にあっては別記第１―１４号様式に、外国

会社にあっては別記第１―１５号様式にそれぞ

れよるものとする。
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２ 規程第３０６条第５項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる上場会社の

区分に従い、当該各号に定める書類をいう。

２ 規程第３０６条第４項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる上場会社の

区分に従い、当該各号に定める書類をいう。

（１） スタンダード市場への市場区分の変更

申請を行う内国会社

  次のａ及びｂに掲げる書類

ａ （略）

ｂ 第２０４条第１項第１号、第５号、第６

号、第８号、第１０号、第１１号、第１９

号、第２４号及び第２５号に掲げる書類に

準ずる書類

（２） プライム市場への市場区分の変更申請

を行う内国会社

次のａからｃまでに掲げる書類

ａ （略）

ｂ 第２０４条第１項第１号、第５号、第６

号、第８号、第１０号、第１１号、第１９

号、第２４号及び第２５号に掲げる書類に

準ずる書類

ｃ （略）

（１） スタンダード市場への市場区分の変更

申請を行う内国会社

  次のａ及びｂに掲げる書類

ａ （略）

ｂ 第２０４条第１項第１号、第５号、第６

号、第８号、第１０号から第１６号まで、

第１９号、第２４号及び第２５号に掲げる

書類に準ずる書類

（２） プライム市場への市場区分の変更申請

を行う内国会社

次のａからｃまでに掲げる書類

ａ （略）

ｂ 第２０４条第１項第１号、第５号、第６

号、第８号、第１０号から第１６号まで、

第１９号、第２４号及び第２５号に掲げる

書類に準ずる書類

ｃ （略）

（３） グロース市場への市場区分の変更申請

を行う内国会社

（３） グロース市場への市場区分の変更申請

を行う内国会社

次のａからｃまでに掲げる書類 次のａからｃまでに掲げる書類

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 第２３１条第１項第３号から第８号まで

に掲げる書類に準ずる書類

ｃ 第２３１条第１項第３号から第７号まで

に掲げる書類に準ずる書類

（４）・（５） （略） （４）・（５） （略）

（６） グロース市場への市場区分の変更申請

を行う外国会社

次のａからｃまでに掲げる書類

ａ・ｂ （略）

ｃ 第２３１条第１項第３号から第８号まで

に掲げる書類に準ずる書類

（６） グロース市場への市場区分の変更申請

を行う外国会社

次のａからｃまでに掲げる書類

ａ・ｂ （略）

ｃ 第２３１条第１項第３号から第７号まで

に掲げる書類に準ずる書類

３ 前項第１号ａ、第２号ａ、第４号ａ及び第５

号ａに掲げる「市場区分の変更申請のための有

価証券報告書」については、次の各号に定める

ところによる。

３ 前項第１号ａ、第２号ａ、第４号ａ及び第５

号ａに掲げる「市場区分の変更申請のための有

価証券報告書」については、次の各号に定める

ところによる。

（１） （略）

（２） 「市場区分の変更申請のための有価証

券報告書（Ⅰの部）」は、直近の有価証券報

告書と同一の記載内容とする。

（３） 第２０４条第１項第４号ｂの２及び第

２０７条第１項第３号の規定は、前号の「市

場区分の変更申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）」について準用する。

（１） （略）

（２） 「市場区分の変更申請のための有価証

券報告書（Ⅰの部）」は、直前事業年度の有

価証券報告書と同一の記載内容とする。

（３） 第２０４条第１項第４号ｂの２及び第

２０７条第１項第３号の規定は、前号の「市

場区分の変更申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）」について準用する。この場合に

おいて、第２０４条第１項第４号ｂの２中

「「 近」の計算は、新規上場申請日の直前



71

事業年度の末日を起算日としてさかのぼる。

以下この章において同じ。」とあるのは

「「 近」の計算は、市場区分の変更申請日

の直前事業年度の末日（市場区分の変更申請

日がその直前事業年度の末日から起算して１

か月以内である場合には、当該直前事業年度

の前事業年度の末日をいう。）を起算日とし

てさかのぼる。」と読み替える。

４ 第２項第３号ａ及び第６号ａに掲げる「市場

区分の変更申請のための有価証券報告書」につ

いては、次の各号に定めるところによる。

（１） （略）

（２） 「市場区分の変更申請のための有価証

券報告書（Ⅰの部）」は、直近で提出した有

価証券報告書と同一の記載内容とする。

（３） 第２０４条第１項第４号ｂの２及び第

２０７条第１項第３号の規定は、前号の「市

場区分の変更申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）」について準用する。

４ 第２項第３号ａ及び第６号ａに掲げる「市場

区分の変更申請のための有価証券報告書」につ

いては、次の各号に定めるところによる。

（１） （略）

（２） 「市場区分の変更申請のための有価証

券報告書（Ⅰの部）」は、直前事業年度の有

価証券報告書と同一の記載内容とする。

（３） 第２０４条第１項第４号ｂの２及び第

２０７条第１項第３号の規定は、前号の「市

場区分の変更申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）」について準用する。この場合に

おいて、第２０４条第１項第４号ｂの２中

「「 近」の計算は、新規上場申請日の直前

事業年度の末日を起算日としてさかのぼる。

以下この章において同じ。」とあるのは

「「 近」の計算は、市場区分の変更申請日

の直前事業年度の末日（市場区分の変更申請

日がその直前事業年度の末日から起算して１

か月以内である場合には、当該直前事業年度

の前事業年度の末日をいう。）を起算日とし

てさかのぼる。」と読み替える。

５ 規程第３０６条第５項ただし書に規定する施

行規則で定める書類は、第２項第１号ｂ、第２

号ｂ、第４号ｂ又は第５号ｂにおいて準用する

第２０４条第１項第６号に掲げる書類及び第２

項第３号ｃ又は第６号ｃにおいて準用する第２

３１条第１項第３号に掲げる書類とする。

６ 規程第３０６条第６項に規定する施行規則で

定める財務計算に関する書類とは、第２項第１

号ｂ、第２号ｂ、第４号ｂ又は第５号ｂの規定

により添付する書類のうち第２０９条各号に掲

げる書類に準じる書類をいい、当該各号に定め

る書面を添付するものとする。

５ 規程第３０６条第４項ただし書に規定する施

行規則で定める書類は、第２項第１号ｂ、第２

号ｂ、第４号ｂ又は第５号ｂにおいて準用する

第２０４条第１項第６号に掲げる書類及び第２

項第３号ｃ又は第６号ｃにおいて準用する第２

３１条第１項第３号に掲げる書類とする。

６ 規程第３０６条第５項に規定する施行規則で

定める財務計算に関する書類とは、第２項第１

号ｂ、第２号ｂ、第４号ｂ又は第５号ｂの規定

により添付する書類のうち第２０９条各号に掲

げる書類に準じる書類をいい、当該各号に定め

る書面を添付するものとする。

（市場区分変更の形式要件の取扱い）

第３０９条 第２１２条第４項の規定は、規程第

３０８条の規定において準用する規程第２０５

条第４号及び規程第２１１条第４号に規定する

純資産の額について準用する。この場合におい

て、第２１２条第４項中「「新規上場申請のた

（市場区分変更の形式要件の取扱い）

第３０９条 第２１２条第４項の規定は、規程第

３０８条の規定において準用する規程第２０５

条第４号及び規程第２１１条第４号に規定する

純資産の額について準用する。この場合におい

て、同項中「新規上場申請日の属する事業年度
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めの四半期報告書」又は四半期報告書」とある

のは「四半期報告書」と、「「新規上場申請の

ための有価証券報告書」」とあるのは「直近の

有価証券報告書」とそれぞれ読み替えるものと

する。

２ 第２１２条第５項の規定は、規程第３０８条

の規定において準用する規程第２０５条第５号

及び規程第２１１条第５号ａに規定する利益の

額について準用する。

の初日以後に新規上場申請者が「新規上場申請

のための四半期報告書」又は四半期報告書を作

成した場合」とあるのは、「市場区分変更申請

日の属する事業年度の初日（市場区分変更申請

日がその直前事業年度の末日から起算して１か

月以内である場合には、当該直前事業年度の初

日）以後に市場区分の変更申請者が四半期報告

書を作成した場合」と、「「新規上場申請のた

めの四半期報告書」又は四半期報告書」とある

のは「四半期報告書」と、「「新規上場申請の

ための有価証券報告書」」とあるのは「直近の

有価証券報告書」とそれぞれ読み替えるものと

する。

２ 第２１２条第５項の規定は、規程第３０８条

の規定において準用する規程第２０５条第５号

及び規程第２１１条第５号ａに規定する利益の

額について準用する。この場合において、同項

中「新規上場申請日の属する事業年度の初日」

とあるのは「市場区分変更申請日の属する事業

年度の初日（市場区分変更申請日がその直前事

業年度の末日から起算して１か月以内である場

合には、当該直前事業年度の初日）」と、「新

規上場申請日の直前事業年度の末日」とあるの

は「市場区分変更申請日の直前事業年度の末日

（市場区分変更申請日がその直前事業年度の末

日から起算して１か月以内である場合には、当

該直前事業年度の前事業年度の末日」とそれぞ

れ読み替えるものとする。

３ 第２１２条第６項の規定は、規程第３０８条

の規定において準用する規程第２０５条第６号

（規程第２１１条第６号の規定による場合を含

む。）に規定する虚偽記載又は不適正意見等に

ついて準用する。

３ 第２１２条第６項の規定は、規程第３０８条

の規定において準用する規程第２０５条第６号

（規程第２１１条第６号の規定による場合を含

む。）に規定する虚偽記載又は不適正意見等に

ついて準用する。この場合において、同項中

「新規上場申請日の直前事業年度の末日」とあ

るのは「市場区分変更申請日の直前事業年度の

末日（市場区分変更申請日がその直前事業年度

の末日から起算して１か月以内である場合に

は、当該直前事業年度の前事業年度の末日」と

読み替えるものとする。

（市場区分の変更申請を行う上場会社が市場区

分変更日以前に合併等を実施する予定である

場合の特例の取扱い）

第３１２条 （略）

２ 規程第３１１条第４項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とす

る。

（１）・（２） （略）

（市場区分の変更申請を行う上場会社が市場区

分変更日以前に合併等を実施する予定である

場合の特例の取扱い）

第３１２条 （略）

２ 規程第３１１条第３項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる書類とす

る。

（１）・（２） （略）
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３・４ （略） ３・４ （略）

（上場内国会社の上場維持基準の取扱い）

第５０１条 （略）

（上場内国会社の上場維持基準の取扱い）

第５０１条 （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

７ 規程第５０１条第３項に規定する施行規則で

定める期間とは、次の各号に掲げる基準の区分

に従い、当該各号に定める期間（以下この条に

おいて「改善期間」という。）をいう。ただ

し、市況全般が急激に悪化した場合であって、

当該期間によることが適当でないと認めたとき

は、当取引所がその都度定める期間とする。

７ 規程第５０１条第３項に規定する施行規則で

定める期間とは、次の各号に掲げる基準の区分

に従い、当該各号に定める期間（以下この条に

おいて「改善期間」という。）をいう。ただ

し、市況全般が急激に悪化した場合であって、

当該期間によることが適当でないと認めたとき

は、当取引所がその都度定める期間とする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 規程第５０１条第１項第１号ｂの

（ｃ）、第２号ｂの（ｃ）又は第３号ｂの

（ｃ）

  審査対象事業年度の末日の翌日から起算し

て１年を経過する日（当該１年を経過する日

が上場会社の事業年度の末日に当たらないと

きは、当該１年を経過する日の後 初に到来

する事業年度の末日）までの期間。ただし、

第三者が事業再生を支援するために一定の上

場株券等を所有する場合であって、５年以内

に規程第５０１条第１項第１号ｂの（ｃ）、

第２号ｂの（ｃ）又は第３号ｂの（ｃ）に適

合することとなる見込みを有すると当取引所

が認めるときは、審査対象事業年度の末日の

翌日から起算して５年を経過する日（当該５

年を経過する日が上場会社の事業年度の末日

に当たらないときは、当該５年を経過する日

の後 初に到来する事業年度の末日）までの

期間（当取引所が適当でないと認める場合に

は、当取引所が適当と認める期間）とする。

（２） 規程第５０１条第１項第１号ｂの

（ｃ）、第２号ｂの（ｃ）又は第３号ｂの

（ｃ）

  審査対象事業年度の末日の翌日から起算し

て１年を経過する日（当該１年を経過する日

が上場会社の事業年度の末日に当たらないと

きは、当該１年を経過する日の後 初に到来

する事業年度の末日）までの期間。ただし、

第三者が事業再生を支援するために一定の上

場株券等を所有する場合であって、５年以内

に規程第５０１条第１項第１号ｂの（ｃ）、

第２号ｂの（ｃ）又は第３号ｂの（ｃ）に適

合することとなる見込みを有すると当取引所

が認めるときは、審査対象事業年度の末日の

翌日から起算して５年を経過する日（当該５

年を経過する日が上場会社の事業年度の末日

に当たらないときは、当該１年を経過する日

の後 初に到来する事業年度の末日）までの

期間（当取引所が適当でないと認める場合に

は、当取引所が適当と認める期間）とする。

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

（５） 規程第５０１条第１項第１号ｄ、第２

号ｄ又は第３号ｅ

  審査対象事業年度の末日の翌日から起算し

て１年を経過する日（当該１年を経過する日

が上場会社の事業年度の末日に当たらないと

きは、当該１年を経過する日の後 初に到来

する事業年度の末日）までの期間。ただし、

次のａ、ｂ又はｄに定める場合は当取引所が

適当と認める期間、次のｃに定める場合は審

査対象事業年度の末日の翌日から起算して１

年を経過する日（当該１年を経過する日にお

いて上場後４年が経過していない場合は、上

（５） 規程第５０１条第１項第１号ｄ、第２

号ｄ又は第３号ｅ

  審査対象事業年度の末日の翌日から起算し

て１年を経過する日（当該１年を経過する日

が上場会社の事業年度の末日に当たらないと

きは、当該１年を経過する日の後 初に到来

する事業年度の末日）までの期間。ただし、

次のａ及びｂに定める場合は当取引所が適当

と認める期間、次のｃに定める場合は上場後

４年経過後 初に到来する事業年度の末日ま

での期間とする。
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場後４年経過後 初に到来する事業年度の末

日）までの期間とする。

ａ 審査対象事業年度の末日以前３か月間の

平均時価総額（当取引所の売買立会におけ

る当該株券等の日々の 終価格の平均に、

当該事業年度の末日における上場株券等の

数を乗じて得た額（上場会社が株式分割、

株式無償割当て（上場株券等に係る株式と

同一の種類の株式が割り当てられるものに

限る。）又は株式併合を行った場合におい

て、当取引所が適当と認めるときは、当該

株式分割、株式無償割当て又は株式併合に

よる影響を考慮して 終価格及び上場株券

等の数を算定するものとし、複数の種類の

株券等を上場している場合は、当該株券等

の種類ごとに算定した額を合算する。）

に、当該上場会社が発行するその他のすべ

ての株式（国内の金融商品取引所に上場さ

れているもの又は外国金融商品取引所等に

おいて上場若しくは継続的に取引されてい

るものに限る。）に係る時価総額の平均

（当取引所が定めるところにより算定す

る。）を加えた額をいう。以下この条にお

いて同じ。）が１，０００億円以上である

場合

ｂ 法律の規定に基づく再生手続若しくは更

生手続、産業競争力強化法（平成２５年法

律第９８号。以下「産競法」という。）第

２条第２１項に規定する特定認証紛争解決

手続に基づく事業再生（当該手続が実施さ

れた場合における産競法第４８条に規定す

る特例の適用を受ける特定調停手続による

場合も含む。）又は私的整理に関するガイ

ドライン研究会による「私的整理に関する

ガイドライン」に基づく整理を行うことに

より、前項に定める純資産の額が正の状態

となることを計画している場合（当取引所

が適当と認める場合に限る。）

ａ 審査対象事業年度の末日以前３か月間の

平均時価総額（当取引所の売買立会におけ

る当該株券等の日々の 終価格の平均に、

当該事業年度の末日における上場株券等の

数を乗じて得た額（上場会社が株式分割、

株式無償割当て（上場株券等に係る株式と

同一の種類の株式が割り当てられるものに

限る。）又は株式併合を行った場合におい

て、当取引所が適当と認めるときは、当該

株式分割、株式無償割当て又は株式併合に

よる影響を考慮して 終価格及び上場株券

等の数を算定するものとし、複数の種類の

株券等を上場している場合は、当該株券等

の種類ごとに算定した額を合算する。）

に、当該上場会社が発行するその他のすべ

ての株式（国内の金融商品取引所に上場さ

れているもの又は外国金融商品取引所等に

おいて上場若しくは継続的に取引されてい

るものに限る。）に係る時価総額の平均

（当取引所が定めるところにより算定す

る。）を加えた額をいう。）が１，０００

億円以上である場合

ｂ 法律の規定に基づく再生手続若しくは更

生手続、産競法第２条第１６項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産競

法第５２条に規定する特例の適用を受ける

特定調停手続による場合も含む。）又は私

的整理に関するガイドライン研究会による

「私的整理に関するガイドライン」に基づ

く整理を行うことにより、前項に定める純

資産の額が正の状態となることを計画して

いる場合（当取引所が適当と認める場合に

限る。）

ｃ （略）

ｄ 審査対象事業年度の末日以前３か月間の

平均時価総額が１００億円以上であって、

かつ、前項に定める純資産の額が正でない

状態となった理由が中長期的な企業価値向

上に向けた投資活動に起因して生じた損失

によると当取引所が認めた場合（グロース

市場の上場会社である場合に限る。）

ｃ （略）

（新設）

８ 改善期間内において、次の各号に掲げる基準

の区分に従い、当該各号に定める場合に該当す

８ 改善期間内において、次の各号に掲げる基準

の区分に従い、当該各号に定める場合に該当す
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るときは、当取引所は改善期間を当該各号に定

める期間に変更するものとする。

（１） （略）

（２） 規程第５０１条第１項第１号ｄ、第２

号ｄ又は第３号ｅ

ａ 前項第５号ａ、ｂ又はｄに該当する状態

となった場合

当取引所が適当と認める期間

ｂ 前項第５号ａ、ｂ又はｄに該当していた

場合において、当該ａ、ｂ又はｄに該当し

ない状態となったとき

  当該事業年度の末日の翌日から起算して

１年を経過する日（当該１年を経過する日

が上場会社の事業年度の末日に当たらない

ときは、当該１年を経過する日の後 初に

到来する事業年度の末日）までの期間

るときは、当取引所は改善期間を当該各号に定

める期間に変更するものとする。

（１） （略）

（２） 規程第５０１条第１項第１号ｄ、第２

号ｄ又は第３号ｅ

ａ 前項第５号ただし書のａ又はｂに該当す

る状態となった場合

  当取引所が適当と認める期間

ｂ 前項第５号ただし書のａ又はｂに該当し

ていた場合において、当該ａ又はｂに該当

しない状態となったとき

  当該事業年度の末日の翌日から起算して

１年を経過する日（当該１年を経過する日

が上場会社の事業年度の末日に当たらない

ときは、当該１年を経過する日の後 初に

到来する事業年度の末日）までの期間

９ 第７項第５号ｂに規定する当取引所が適当と

認める場合に適合するかどうかの審査は、審査

対象事業年度（前項の規定の適用を受ける場合

には、前項に定める場合に該当することとなっ

た事業年度）の末日から起算して３か月以内

に、再建計画（第７項第５号ｂに定める、第６

項に定める純資産の額が正の状態となるための

計画を含む。）を公表している上場会社を対象

とし、上場会社が提出する当該再建計画及び次

の各号に定める書類に基づき行う。

９ 第７項第５号ｂに規定する当取引所が適当と

認める場合に適合するかどうかの審査は、審査

対象事業年度（前項の規定の適用を受ける場合

には、前項に定める場合に該当することとなっ

た事業年度）の末日から起算して３か月以内

に、再建計画（第７項第５号ｂに定める、第６

項に定める純資産の額が正の状態となるための

計画を含む。）を公表している上場会社を対象

とし、上場会社が提出する当該再建計画及び次

の各号に定める書類に基づき行う。

（１） 次のａからｃまでの場合の区分に従

い、当該ａからｃまでに規定する書面

（１） 次のａからｃまでの場合の区分に従

い、当該ａからｃまでに規定する書面

ａ （略） ａ （略）

ｂ 産競法第２条第２１項に規定する特定認

証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手

続が実施された場合における産競法第４８

条に規定する特例の適用を受ける特定調停

手続による場合も含む。）を行う場合

当該再建計画が、当該手続にしたがって

成立したものであることを証する書面

ｂ 産競法第２条第１６項に規定する特定認

証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手

続が実施された場合における産競法第５２

条に規定する特例の適用を受ける特定調停

手続による場合も含む。）を行う場合

当該再建計画が、当該手続にしたがって

成立したものであることを証する書面

ｃ （略） ｃ （略）

（２） （略） （２） （略）

（上場外国会社の上場維持基準の取扱い）

第５０２条 （略）

（上場外国会社の上場維持基準の取扱い）

第５０２条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 次の各号のいずれかに該当する場合は、規程

第５０２条第２項第３号ａに規定する流通の状

況が良好であると認めるものとする。

４ 次の各号のいずれかに該当する場合は、規程

第５０２条第２項第３号ａに規定する流通の状

況が良好であるかと認めるものとする。

５ 規程第５０２条第３項に規定する施行規則で

定める期間（以下、この条において「改善期

５ 規程第５０２条第３項に規定する施行規則で

定める期間（以下、この条において「改善期
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間」という。）とは、次の各号に掲げる基準の

区分に従い、当該各号に定める期間をいう。た

だし、市況全般が急激に悪化した場合であっ

て、当該期間によることが適当でないと認めた

ときは、当取引所がその都度定める期間とす

る。

間」という。）とは、次の各号に掲げる基準の

区分に従い、当該各号に定める期間をいう。た

だし、市況全般が急激に悪化した場合であっ

て、当該期間によることが適当でないと認めた

ときは、当取引所がその都度定める期間とす

る。

（１） 規程第５０２条第 1項の規定により適

用する規程第５０１条第１項第１号ａ、ｂの

（ａ）若しくは（ｂ）、同項第２号ａ、ｂの

（ａ）若しくは（ｂ）、同項第３号ａ、ｂの

（ａ）、（ｂ）若しくはｄ又は規程第５０２

条第２項第１号ａ、第２号ａ若しくは第３号

ａ

   前条第７項第１号に定める期間

（１） 規程第５０２条第 1項の規定により適

用する規程第５０１条第１項第１号ａ、ｂの

（ａ）若しくは（ｂ）、同項第２号ａ、ｂの

（ａ）若しくは（ｂ）、同項第３号ａ、ｂの

（ａ）、（ｂ）若しくはｄ又は規定第５０２

条第２項第１号ａ、第２号ａ若しくは第３号

ａ

   前条第７項第１号に定める期間

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略）

６ （略） ６ （略）

（上場内国会社の上場廃止基準の取扱い）

第６０１条  規程第６０１条第１項第１号に定

める規程第５０１条第１項第１号ａ若しくは

ｂ、第２号ａ若しくはｂ、第３号ａ若しくはｂ

又は第４号ａ若しくはｂに適合していない場合

の取扱いは次の各号に定めるところによる。

（１）～（３） （略）

（４） 規程第５０１条第１項第１号ｂの

（ｂ）、第２号ｂの（ｂ）、第３号ｂの

（ｂ）又は第４号ｂの（ｂ）に定める基準に

適合していない銘柄が、改善期間内におい

て、次のａ又はｂに該当することとなった場

合には、当該基準に適合したものとして取り

扱う。この場合における審査は、上場会社が

当取引所の定める事項を記載した書類を提出

したときに行うものとする。

ａ 基準日等以前３か月間における当取引所

の売買立会における当該株券等の日々の

終価格の平均に、当該基準日等における流

通株式の数を乗じて得た額が、規程第５０

１条第１項第１号ｂの（ｂ）、第２号ｂの

（ｂ）、第３号ｂの（ｂ）又は第４号ｂの

（ｂ）に定める基準以上となったと認めら

れるとき

ｂ 株券等の公募若しくは売出し、数量制限

付分売又は自己株式の処分等を行った場合

であって、当該株券等の公募若しくは売出

し、数量制限付分売又は自己株式の処分等

が行われた日以前３か月間における当取引

所の売買立会における当該株券等の日々の

終価格の平均に、当該株券等の公募若し

（上場内国会社の上場廃止基準の取扱い）

第６０１条  規程第６０１条第１項第１号に定

める規程第５０１条第１項第１号ａ若しくは

ｂ、第２号ａ若しくはｂ、第３号ａ若しくはｂ

又は第４号ａ若しくはｂに適合していない場合

の取扱いは次の各号に定めるところによる。

（１）～（３） （略）

（４） 規程第６０１条第１項第１号ｂの

（ｂ）、第２号ｂの（ｂ）、第３号ｂの

（ｂ）又は第４号ｂの（ｂ）に定める基準に

適合していない銘柄が、改善期間内におい

て、次のａ又はｂに該当することとなった場

合には、当該基準に適合したものとして取り

扱う。この場合における審査は、上場会社が

当取引所の定める事項を記載した書類を提出

したときに行うものとする。

ａ 基準日等以前３か月間における当取引所

の売買立会における当該株券等の日々の

終価格の平均に、当該基準日等における流

通株式の数を乗じて得た額が、規程第６０

１条第１項第１号ｂの（ｂ）、第２号ｂの

（ｂ）、第３号ｂの（ｂ）又は第４号ｂの

（ｂ）に定める基準以上となったと認めら

れるとき

ｂ 株券等の公募若しくは売出し、数量制限

付分売又は自己株式の処分等を行った場合

であって、当該株券等の公募若しくは売出

し、数量制限付分売又は自己株式の処分等

が行われた日以前３か月間における当取引

所の売買立会における当該株券等の日々の

終価格の平均に、当該株券等の公募若し
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くは売出し又は数量制限付分売の直前の基

準日等における流通株式の数に当該株券等

の公募若しくは売出し、数量制限付分売又

は自己株式の処分等に係る株券等の数（当

該株券等のうち明らかに流通株式とはなら

ないと認められる株券等の数を除く。）を

加算した数を乗じて得た額が、規程第５０

１条第１項第１号ｂの（ｂ）、第２号ｂの

（ｂ）、第３号ｂの（ｂ）又は第４号ｂの

（ｂ）に定める基準以上となったとき。

くは売出し又は数量制限付分売の直前の基

準日等における流通株式の数に当該株券等

の公募若しくは売出し、数量制限付分売又

は自己株式の処分等に係る株券等の数（当

該株券等のうち明らかに流通株式とはなら

ないと認められる株券等の数を除く。）を

加算した数を乗じて得た額が、規程第６０

１条第１項各号に掲げる区分に従い、同項

第１号ｂの（ｂ）、第２号ｂの（ｂ）、第

３号ｂの（ｂ）又は第４号ｂの（ｂ）に定

める基準以上となったと認められるとき。

（５） （略） （５） （略）

２ （略） ２ （略）

３ 規程第６０１条第１項第３号に規定する破産

手続、再生手続又は更生手続の取扱いは次の各

号に定めるところによる。

３ 規程第６０１条第１項第３号に規定する破産

手続、再生手続又は更生手続の取扱いは次の各

号に定めるところによる。

（１） （略） （１） （略）

（２） 規程第６０１条第１項第３号に規定す

るこれに準ずる状態になった場合とは、次の

ａ及びｂに掲げる場合その他上場会社が法律

の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又

は更生手続を必要とするに至った場合に準ず

る状態になったと当取引所が認めた場合をい

うものとし、当該ａ及びｂに掲げる場合には

当該ａ及びｂに定める日に同号前段に該当す

るものとして取り扱う。

（２） 規程第６０１条第１項第３号に規定す

るこれに準ずる状態になった場合とは、次の

ａ及びｂに掲げる場合その他上場会社が法律

の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又

は更生手続を必要とするに至った場合に準ず

る状態になったと当取引所が認めた場合をい

うものとし、当該ａ及びｂに掲げる場合には

当該ａ及びｂに定める日に同号前段に該当す

るものとして取り扱う。

ａ 上場会社が純資産の額が正でない状態又

は支払不能に陥り又は陥るおそれがあると

きなどで再建を目的としない法律に基づか

ない整理を行う場合

当該上場会社から当該整理を行うことに

ついての書面による報告を受けた日

ａ 上場会社が債務超過又は支払不能に陥り

又は陥るおそれがあるときなどで再建を目

的としない法律に基づかない整理を行う場

合

当該上場会社から当該整理を行うことに

ついての書面による報告を受けた日

  ｂ （略）   ｂ （略）

（３） （略） （３） （略）

４ （略）

５ 規程第６０１条第１項第５号に規定する不適

当な合併等の取扱いは次の各号に定めるところ

による。

（１）～（３） （略）

（４） 規程第６０１条第１項第５号ｂに規定

する審査対象である非上場会社として施行規

則で定める者とは、次のａからｄまでに掲げ

る場合における非上場会社をいう。

ａ 非上場会社又は非上場会社の子会社と合

併する場合（当該非上場会社が規程第２０

８条第１号、規程第２１４条第１号又は規

４ （略）

５ 規程第６０１条第１項第５号に規定する不適

当な合併等の取扱いは次の各号に定めるところ

による。

（１）～（３） （略）

（４） 規程第６０１条第１項第５号ｂに規定

する審査対象である非上場会社として施行規

則で定める者とは、次のａからｄまでに掲げ

る場合における非上場会社をいう。

ａ 非上場会社又は非上場会社の子会社と合

併する場合（当該非上場会社が規程第２０

８条第１号、第２１４条第１号又は第２２
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程第２２０条第１号の規定の適用を受ける

場合に限る。）

ｂ 非上場会社若しくは非上場会社の子会社

の完全子会社となる場合又はこれに準ずる

状態となる場合（当該非上場会社が規程第

２０８条第３号、規程第２１４条第３号又

は規程第２２０条第３号の規定の適用を受

ける場合に限る。）（ｃに掲げる場合を除

く。）

ｃ 他の会社の完全子会社となる場合（非上

場会社と共同で株式移転を行う場合（これ

と同等の効果をもたらすと認められる行為

を行う場合を含む。）に限る。）又はこれ

に準ずる状態になる場合（当該他の会社が

規程第２０８条第３号、規程第２１４条第

３号又は規程第２２０条第３号の規定の適

用を受ける場合に限る。）

ｄ 非上場会社と会社分割を行う場合（当該

非上場会社が規程第２０８条第５号、規程

第２１４条第５号又は規程第２２０条第５

号の規定の適用を受ける場合に限る。）

（５）～（７） （略）

６～８ （略）

０条第１号の規定の適用を受ける場合に限

る。）

ｂ 非上場会社若しくは非上場会社の子会社

の完全子会社となる場合又はこれに準ずる

状態となる場合（当該非上場会社が規程第

２０８条第３号、第２１４条第３号又は第

２２０条第３号の規定の適用を受ける場合

に限る。）（ｃに掲げる場合を除く。）

ｃ 他の会社の完全子会社となる場合（非上

場会社と共同で株式移転を行う場合（これ

と同等の効果をもたらすと認められる行為

を行う場合を含む。）に限る。）又はこれ

に準ずる状態になる場合（当該他の会社が

規程第２０８条第３号、第２１４条第３号

又は第２２０条第３号の規定の適用を受け

る場合に限る。）

ｄ 非上場会社と会社分割を行う場合（当該

非上場会社が規程第２０８条第５号、第２

１４条第５号又は第２２０条第５号の規定

の適用を受ける場合に限る。）

（５）～（７） （略）

６～８ （略）

９ 規程第６０１条第１項第１０号ｂに規定する

宣誓書において宣誓した事項について違反を行

った場合の取扱いは次の各号に定めるところに

よる。

（１） 規程第６０１条第１項第１０号ｂに規

定する新規上場に係る基準、新株券等の上場

に係る基準又は市場区分の変更に係る基準と

は、次のａからｄまでに掲げる宣誓書の区分

に従い、当該ａからｄまでに掲げる基準をい

う。

ａ 規程第２０４条第１項又は規程第３０６

条第４項（スタンダード市場への市場区分

の変更申請の場合に限る。）の規定により

提出した宣誓書

  規程第２０５条、規程第２０６条及び規

程第２０７条第１項

ｂ 規程第２１０条第１項又は規程第３０６

条第４項（プライム市場への市場区分の変

更申請の場合に限る。）の規定により提出

した宣誓書

  規程第２１１条、規程第２１２条及び規

程第２１３条第１項

ｃ 規程第２１６条第１項又は規程第３０６

条第４項（グロース市場への市場区分の変

更申請の場合に限る。）の規定により提出

した宣誓書

９ 規程第６０１条第１項第１０号ｂに規定する

宣誓書において宣誓した事項について違反を行

った場合の取扱いは次の各号に定めるところに

よる。

（１） 規程第６０１条第１項第１０号ｂに規

定する新規上場に係る基準、新株券等の上場

に係る基準又は市場区分の変更に係る基準と

は、次のａからｄまでに掲げる宣誓書の区分

に従い、当該ａからｄまでに掲げる基準をい

う。

ａ 規程第２０４条第１項又は規定第３０６

条第３項（スタンダード市場への市場区分

の変更申請の場合に限る。）の規定により

提出した宣誓書

  規程第２０５条、規程第２０６条及び規

程第２０７条第１項

ｂ 規程第２１０条第１項又は規定第３０６

条第３項（プライム市場への市場区分の変

更申請の場合に限る。）の規定により提出

した宣誓書

  規程第２１１条、規程第２１２条及び規

程第２１３条第１項

ｃ 規程第２１６条第１項又は規定第３０６

条第３項（グロース市場への市場区分の変

更申請の場合に限る。）の規定により提出

した宣誓書
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  規程第２１７条、規程第２１８条及び規

程第２１９条第１項

ｄ （略）

  規程第２１７条、規程第２１８条及び規

程第２１９条第１項

ｄ （略）

（２） 規程第６０１条第１項第１０号ｂに規

定する施行規則で定める基準とは、次のａか

らｄまでに掲げる区分に従い、当該区分に掲

げる基準に準じた基準をいう。

ａ （略）

ｂ プライム市場の上場株券等

  規程第２１１条、規程第２１２条及び規

程第２１３条第１項

ｃ・ｄ （略）

（２） 規程第６０１条第１項第１０号ｂに規

定する施行規則で定める基準とは、次のａか

らｄまでに掲げる区分に従い、当該区分に掲

げる基準に準じた基準をいう。

ａ （略）

ｂ プライム市場の上場株券等

  規程第２１１条、規程第２１２条、規程

第２１３条第１項

ｃ・ｄ （略）

（３） （略） （３） （略）

１０～１６ （略） １０～１６ （略）

（上場外国会社の上場廃止基準の取扱い）

第６０２条 （略）

（削る）

（上場外国会社の上場廃止基準の取扱い）

第６０２条 （略）

２ 次の各号のいずれかに該当した場合（マザー

ズの上場外国会社の場合は第２号に該当した場

合に限る。）は、規程第６０２条第２項第２号

に規定する流通の状況が著しく悪化したと認め

るものとする。

（１） 上場株券等の数が４，０００単位未満

となる場合

（２） 次のａからｃまでに掲げる事項を勘案

して、外国金融商品取引所等において上場外

国株券等（上場外国株券について当該上場外

国株券に係る権利を表示する外国金融商品取

引所等において上場又は継続的に取引されて

いる外国株預託証券等及び上場外国株預託証

券等について当該上場外国株預託証券等に表

示される外国金融商品取引所等において上場

又は継続的に取引されている外国株券を含

む。）についての流通の状況が著しく悪化し

たと認める場合（当取引所における流通の状

況その他の事由を勘案して、上場を廃止する

ことが適当でないと認められるときを除

く。）

ａ 上場外国株券等の外国金融商品取引所等

における売買単位以上の外国株券等を所有

する者の数及び当該者により所有される外

国株券等の数

ｂ 上場外国株券等の外国金融商品取引所等

における売買成立の状況

ｃ 上場外国株券等の外国における公募又は

売出しの内容



80

（監理銘柄の指定の取扱い）

第６０４条 当取引所は、上場株券等が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該上場株券等

を規程第６０８条に規定する監理銘柄に指定す

ることができる。この場合において、第２号、

第７号から第９号まで、第１１号、第１３号か

ら第１６号まで、第２５号又は第２６号に該当

する場合は監理銘柄（審査中）に指定し、それ

以外の場合は監理銘柄（確認中）に指定する。

（１）～（１５） （略）

（１６） 猶予期間の 終日までに、同項第２

号に定める基準に適合することが確認できな

い場合であって、当該 終日までに規程第３

０６条に定める市場区分の変更申請を行い、

規程第３０８条に定める基準に適合するかど

うかの審査を行っているとき

（１７）～（３０） （略）

（監理銘柄の指定の取扱い）

第６０４条 当取引所は、上場株券等が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該上場株券等

を規程第６０８条に規定する監理銘柄に指定す

ることができる。この場合において、第２号、

第７号から第９号まで、第１１号、第１３号か

ら第１６号まで、第２５号又は第２６号に該当

する場合は監理銘柄（審査中）に指定し、それ

以外の場合は監理銘柄（確認中）に指定する。

（１）～（１５） （略）

（１６） 第６０１条第９項第３号に定める猶

予期間の 終日までに、同項第２号に定める

基準に適合することが確認できない場合であ

って、当該 終日までに規程第３０６条に定

める市場区分の変更申請を行い、規程第３０

８条に定める基準に適合するかどうかの審査

を行っているとき

（１７）～（３０） （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（上場審査料等）

第７０２条 株券等の新規上場申請者は、上場審

査料として、次の各号に掲げる場合の区分に従

い、当該各号に定める金額を、新規上場申請日

が属する月の翌月末日までに支払うものとす

る。ただし、規程第２０２条の規定に基づき予

備申請を行った株券等について、予備申請日か

ら起算して１年以内に新規上場申請を行う場合

には、上場審査料を支払うことを要しない。

（上場審査料等）

第７０２条 株券等の新規上場申請者は、上場審

査料として、次の各号に掲げる場合の区分に従

い、当該各号に定める金額を、新規上場申請日

が属する月の翌月末日までに支払うものとす

る。ただし、規程第２０２条の規定に基づき予

備申請を行った株券等について、新規上場予備

申請書に記載した新規上場申請を行おうとする

日の属する事業年度に新規上場申請を行う場合

には、上場審査料を支払うことを要しない。

（１）～（４） （略）

２ 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる場合には、上場審査料は前項各号に定める

金額の半額とする。

（１） （略）

（２） 新規上場申請者が当該新規上場申請よ

り前に新規上場申請又は予備申請を行ったこ

とがあり、かつ、直近の新規上場申請日又は

予備申請日から起算して３年以内に新規上場

申請を行う場合

３・４ （略）

（１）～（４） （略）

２ 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる場合には、上場審査料は前項各号に定める

金額の半額とする。

（１） （略）

（２） 新規上場申請者が当該新規上場申請よ

り前に新規上場申請又は予備申請を行ったこ

とがあり、かつ、直近の新規上場申請日（予

備申請を行った場合にあっては、新規上場予

備申請書に記載した新規上場申請を行おうと

する日）の属する事業年度の初日から起算し

て３年以内に新規上場申請を行う場合

３・４ （略）

（東日本大震災に伴う上場審査料等の特例）

第７０３条の２ 第７０２条第２項第２号及び前

条第２項の規定にかかわらず、上場審査料又は

予備審査料については、新規上場申請者が当該

（東日本大震災に伴う上場審査料等の特例）

第７０３条の２ 第７０２条第２項第２号及び前

条第２項の規定にかかわらず、上場審査料又は

予備審査料については、新規上場申請者が当該
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新規上場申請より前に新規上場申請又は予備申

請を行ったことがあり、かつ、直近の新規上場

申請日又は予備申請日から起算して３年以内に

新規上場申請又は予備申請を行う場合であっ

て、当該新規上場申請又は予備申請より前の新

規上場申請又は予備申請により新規上場に至ら

なかった理由が東日本大震災に起因するもので

あると当取引所が認めたときは、その支払いを

要しないものとする。

新規上場申請より前に新規上場申請又は予備申

請を行ったことがあり、かつ、直近の新規上場

申請日（予備申請を行った場合にあっては、新

規上場予備申請書に記載した新規上場申請を行

おうとする日）の属する事業年度の初日から起

算して３年以内に新規上場申請又は予備申請を

行う場合であって、当該新規上場申請又は予備

申請より前の新規上場申請又は予備申請により

新規上場に至らなかった理由が東日本大震災に

起因するものであると当取引所が認めたとき

は、その支払いを要しないものとする。

２ （略） ２ （略）

（平成２８年熊本地震に伴う上場審査料等の特

例）

第７０３条の３ 第７０２条第２項第２号及び第

７０３条第２項の規定にかかわらず、上場審査

料又は予備審査料については、新規上場申請者

が当該新規上場申請より前に新規上場申請又は

予備申請を行ったことがあり、かつ、直近の新

規上場申請日又は予備申請日から起算して３年

以内に新規上場申請又は予備申請を行う場合で

あって、当該新規上場申請又は予備申請より前

の新規上場申請又は予備申請により新規上場に

至らなかった理由が平成２８年熊本地震に起因

するものであると当取引所が認めたときは、そ

の支払いを要しないものとする。

（平成２８年熊本地震に伴う上場審査料等の特

例）

第７０３条の３ 第７０２条第２項第２号及び第

７０３条第２項の規定にかかわらず、上場審査

料又は予備審査料については、新規上場申請者

が当該新規上場申請より前に新規上場申請又は

予備申請を行ったことがあり、かつ、直近の新

規上場申請日（予備申請を行った場合にあって

は、新規上場予備申請書に記載した新規上場申

請を行おうとする日）の属する事業年度の初日

から起算して３年以内に新規上場申請又は予備

申請を行う場合であって、当該新規上場申請又

は予備申請より前の新規上場申請又は予備申請

により新規上場に至らなかった理由が平成２８

年熊本地震に起因するものであると当取引所が

認めたときは、その支払いを要しないものとす

る。

（２０２０年新型コロナウイルス感染症の影響

を踏まえた上場審査料等の特例）

第７０３条の４ 第７０２条第２項第２号及び第

７０３条第２項の規定にかかわらず、上場審査

料又は予備審査料については、新規上場申請者

が当該新規上場申請より前に新規上場申請又は

予備申請を行ったことがあり、かつ、直近の新

規上場申請日又は予備申請日から起算して３年

以内に新規上場申請又は予備申請を行う場合で

あって、当該新規上場申請又は予備申請より前

の新規上場申請又は予備申請により新規上場に

至らなかった理由が２０２０年新型コロナウイ

ルス感染症の影響に起因するものであると当取

引所が認めたときは、その支払いを要しないも

のとする。

（２０２０年新型コロナウイルス感染症の影響

を踏まえた上場審査料等の特例）

第７０３条の４ 第７０２条第２項第２号及び第

７０３条第２項の規定にかかわらず、上場審査

料又は予備審査料については、新規上場申請者

が当該新規上場申請より前に新規上場申請又は

予備申請を行ったことがあり、かつ、直近の新

規上場申請日（予備申請を行った場合にあって

は、新規上場予備申請書に記載した新規上場申

請を行おうとする日）の属する事業年度の初日

から起算して３年以内に新規上場申請又は予備

申請を行う場合であって、当該新規上場申請又

は予備申請より前の新規上場申請又は予備申請

により新規上場に至らなかった理由が２０２０

年新型コロナウイルス感染症の影響に起因する

ものであると当取引所が認めたときは、その支

払いを要しないものとする。
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（市場区分の変更審査料等）

第７０４条 市場区分の変更申請者（スタンダー

ド市場への市場区分の変更申請者、プライム市

場への市場区分の変更申請者及びグロース市場

への市場区分の変更申請者をいう。以下この条

及び第７１３条において同じ。）は、市場区分

の変更審査料として、次の各号に掲げる場合の

区分に従い、当該各号に定める金額を、市場区

分の変更申請日が属する月の翌月末日までに支

払うものとする。ただし、規程第３０７条の規

定に基づき市場区分の変更予備申請を行った上

場株券等について、市場区分の変更予備申請日

から起算して１年以内に市場区分の変更申請を

行う場合には、市場区分の変更審査料を支払う

ことを要しない。

（市場区分の変更審査料等）

第７０４条 市場区分の変更申請者（スタンダー

ド市場への市場区分の変更申請者、プライム市

場への市場区分の変更申請者及びグロース市場

への市場区分の変更申請者をいう。以下この条

及び第７１３条において同じ。）は、市場区分

の変更審査料として、次の各号に掲げる場合の

区分に従い、当該各号に定める金額を、市場区

分の変更申請日が属する月の翌月末日までに支

払うものとする。ただし、規程第３０７条の規

定に基づき市場区分の変更予備申請を行った上

場株券等について、市場区分の変更予備申請書

に記載した市場区分の変更申請を行おうとする

日の属する事業年度（市場区分の変更申請を行

おうとする日がその直前事業年度の末日から起

算して１か月以内である場合には、当該直前事

業年度の前事業年度）に市場区分の変更申請を

行う場合には、市場区分の変更審査料を支払う

ことを要しない。

２・３ （略） ２・３ （略）

（２０２０年新型コロナウイルス感染症の影響

を踏まえた市場区分の変更審査料等の特例）

第７０５条の３ 市場区分の変更審査料又は変更

予備審査料については、市場区分の変更申請を

行う者が当該市場区分の変更申請より前に市場

区分の変更申請又は変更予備申請（以下「変更

申請等」という。）を行ったことがあり、か

つ、直近の市場区分の変更申請日又は変更予備

申請日から起算して３年以内に変更申請等を行

う場合であって、当該変更申請等より前の変更

申請等により市場区分の変更に至らなかった理

由が２０２０年新型コロナウイルス感染症の影

響に起因するものであると当取引所が認めたと

きは、その支払いを要しないものとする。

（２０２０年新型コロナウイルス感染症の影響

を踏まえた市場区分の変更審査料等の特例）

第７０５条の３ 市場区分の変更審査料又は変更

予備審査料については、市場区分の変更申請を

行う者が当該市場区分の変更申請より前に市場

区分の変更申請又は変更予備申請（以下「変更

申請等」という。）を行ったことがあり、か

つ、直近の市場区分の変更申請日（予備申請を

行った場合にあっては、市場区分の変更予備申

請書に記載した市場区分の変更申請を行おうと

する日）の属する事業年度の初日から起算して

３年以内に変更申請等を行う場合であって、当

該変更申請等より前の変更申請等により市場区

分の変更に至らなかった理由が２０２０年新型

コロナウイルス感染症の影響に起因するもので

あると当取引所が認めたときは、その支払いを

要しないものとする。

（年間上場料） （年間上場料）

第７０９条 （略） 第７０９条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 前項の場合において、新規上場日が第１項又

は第２項に規定する支払期日が属する月の前月

に属するときは、前項に規定する額の支払いに

５ 前項の場合において、新規上場日が第１項又

は第２項に規定する支払期日が属する月に属す

るときは、前項に規定する額の支払いについて
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ついては、当該支払期日の経過後 初に到来す

る支払期日までに行うものとする。

は、当該支払期日の経過後 初に到来する支払

期日までに行うものとする。

６ 第４項の場合において、市場区分の変更の日

又は外国株券等の主たる市場の当取引所以外か

ら当取引所への変更の日が、第１項又は第２項

に規定する支払期日が属する月の前月に属する

ときは、第４項に規定する額からこれらの行為

が行われなかった場合に計算される年間上場料

の半額を控除した額の支払いについては、当該

支払期日の経過後 初に到来する支払期日まで

に行うものとする。ただし、第４項に規定する

額からこれらの行為が行われなかった場合に計

算される年間上場料の半額を控除した額が負に

なるときは、当取引所は、当該額の絶対値の額

を、当該支払期日の経過後 初に到来する支払

期日に請求すべき金額から控除するものとす

る。

６ 第４項の場合において、市場区分の変更の日

又は外国株券等の主たる市場の当取引所以外か

ら当取引所への変更の日が、第１項又は第２項

に規定する支払期日が属する月に属するとき

は、第４項に規定する額からこれらの行為が行

われなかった場合に計算される年間上場料の半

額を控除した額の支払いについては、当該支払

期日の経過後 初に到来する支払期日までに行

うものとする。ただし、第４項に規定する額か

らこれらの行為が行われなかった場合に計算さ

れる年間上場料の半額を控除した額が負になる

ときは、当取引所は、当該額の絶対値の額を、

当該支払期日の経過後 初に到来する支払期日

に請求すべき金額から控除するものとする。

７～１０ （略） ７～１０ （略）

（上場内国会社による他の上場内国会社等の吸

収合併等の場合における上場日の取扱い）

第７１６条 次の各号に掲げる内国株券の上場日

は、当該各号に定める日とする。ただし、上場

申請の時期等により当該日に上場することが不

可能又は困難であるときは、この限りでない。

（上場内国会社による他の上場内国会社等の吸

収合併等の場合における上場日の取扱い）

第７１６条 次の各号に掲げる内国株券の上場日

は、当該各号に定める日とする。ただし、上場

申請の時期等により当該日に上場することが不

可能又は困難であるときは、この限りでない。

（１） 上場内国会社が他の上場内国会社又は

国内の他の金融商品取引所に内国株券が上場

されている内国会社（上場内国会社を除

く。）（以下「他の上場内国会社等」とい

う。）を吸収合併することにより発行する内

国株券

  吸収合併がその効力を生ずる日

（２） （略）

（３） 上場内国会社が他の上場内国会社等を

完全子会社とする株式交換を行うことにより

発行する内国株券

株式交換がその効力を生ずる日

（４）・（５） （略）

（６） 上場内国会社が他の上場内国会社等を

子会社とする株式交付を行うことにより発行

する内国株券

  株式交付がその効力を生ずる日

（７） 上場内国会社が他の上場内国会社等か

ら事業を承継する人的分割に伴い発行する内

国株券

  吸収分割がその効力を生ずる日

（８） （略）

（１） 上場内国会社が他の上場内国会社又は

国内の他の金融商品取引所に内国株券等が上

場されている内国会社（上場内国会社を除

く。）（以下「他の上場内国会社等」とい

う。）を吸収合併することにより発行する内

国株券等

  吸収合併がその効力を生ずる日

（２） （略）

（３） 上場内国会社が他の上場内国会社等を

完全子会社とする株式交換を行うことにより

発行する内国株券等

株式交換がその効力を生ずる日

（４）・（５） （略）

（６） 上場内国会社が他の上場内国会社等を

子会社とする株式交付を行うことにより発行

する内国株券等

  株式交付がその効力を生ずる日

（７） 上場内国会社が他の上場内国会社等か

ら事業を承継する人的分割に伴い発行する内

国株券等

  吸収分割がその効力を生ずる日

（８） （略）
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（株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援

をする会社が発行する株券等の取扱い）

第７１９条 第２２６条第５項の規定は、規程第

７０７条第１項の規定の適用を受ける新規上場

申請者について準用する。

（削る）

（削る）

２ （略）

３ 規程第７０７条第１項に定める被支援会社で

ある上場会社が発行する株券等についての、第

５０１条第７項第５号ｂの規定の適用について

は、同ｂを次のとおりとする。

ｂ 次の（ａ）から（ｄ）までのいずれかに

掲げる事項を行うことにより、純資産の額

が正の状態となることを計画している場合

（当取引所が適当と認める場合に限る。）

（ａ） 法律の規定に基づく再生手続又は

更生手続

（ｂ） 産競法第２条第２１項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産

競法第４８条に規定する特例の適用を受

ける特定調停手続による場合も含む。）

（ｃ） 私的整理に関するガイドライン研

究会による「私的整理に関するガイドラ

イン」に基づく整理

（ｄ） 地域経済活性化支援機構による再

生支援決定に基づく事業の再生

（株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援

をする会社が発行する株券等の取扱い）

第７１９条 規程第７０７条第１項の規定の適用

を受ける新規上場申請者については、次の各号

のとおり取り扱うものとする。

（１） 第２０４条第１項第４号ｃの規定は適

用しない。

（２） 第２２６条第５項の規定を準用する。

２ （略）

３ 規程第７０７条第１項に定める被支援会社で

ある上場会社が発行する株券等についての、第

５０１条第７項の規定の適用については、同項

第５号を次のとおりとする。

（５） 規程第５０１条第１項第１号ｄ、第２

号ｄ又は第３号ｅ

  審査対象事業年度の末日の翌日から起算し

て１年を経過する日（当該１年を経過する日

が上場会社の事業年度の末日に当たらないと

きは、当該１年を経過する日の後 初に到来

する事業年度の末日）までの期間。ただし、

次のａ及びｂに定める場合は当取引所が適当

と認める期間、次のｃに定める場合は上場後

３年経過後 初に到来する事業年度の末日ま

での期間とする。

ａ 審査対象事業年度の末日以前３か月間の

平均時価総額（当取引所の売買立会におけ

る当該株券等の日々の 終価格の平均に、

当該事業年度の末日における上場株券等の

数を乗じて得た額（上場会社が株式分割、

株式無償割当て（上場株券等に係る株式と

同一の種類の株式が割り当てられるものに

限る。）又は株式併合を行った場合におい

て、当取引所が適当と認めるときは、当該

株式分割、株式無償割当て又は株式併合に

よる影響を考慮して 終価格及び上場株券

等の数を算定するものとし、複数の種類の

株券等を上場している場合は、当該株券等

の種類ごとに算定した額を合算する。）

に、当該上場会社が発行するその他のすべ

ての株式（国内の金融商品取引所に上場さ

れているもの又は外国金融商品取引所等に

おいて上場若しくは継続的に取引されてい

るものに限る。）に係る時価総額の平均

（当取引所が定めるところにより算定す

る。）を加えた額をいう。以下この条にお

いて同じ。）が１，０００億円以上である

場合

ｂ 次の（ａ）から（ｄ）までのいずれかに

掲げる事項を行うことにより、純資産の額
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４ 規程第７０７条第１項に定める被支援会社で

ある上場会社が発行する株券等についての、第

５０１条第９項の規定の適用については、同項

を次のとおりとする。

９ 第７項第５号ｂに規定する当取引所が適当

と認める場合に適合するかどうかの審査は、

審査対象事業年度（前項の規定の適用を受け

る場合には、前項に定める場合に該当するこ

ととなった事業年度）の末日から起算して３

か月以内に、再建計画（第７項第５号ｂに定

める、第６項に定める純資産の額が正の状態

となるための計画を含む。）を公表している

上場会社を対象とし、上場会社が提出する当

該再建計画及び次の各号に定める書類に基づ

き行う。

（１） 次のａからｄまでの場合の区分に従

い、当該ａからｄまでに規定する書面

ａ （略）

ｂ 産競法第２条第２１項に規定する特定認

証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手

続が実施された場合における産競法第４８

条に規定する特例の適用を受ける特定調停

手続による場合も含む。）を行う場合

  当該再建計画が、当該手続にしたがって

成立したものであることを証する書面

ｃ・ｄ （略）

（２） （略）

５ （略）

が正の状態となることを計画している場合

（当取引所が適当と認める場合に限る。）

（ａ） 法律の規定に基づく再生手続又は

更生手続

（ｂ） 産競法第２条第１６項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産

競法第５２条に規定する特例の適用を受

ける特定調停手続による場合も含む。）

（ｃ） 私的整理に関するガイドライン研

究会による「私的整理に関するガイドラ

イン」に基づく整理

（ｄ） 地域経済活性化支援機構による再

生支援決定に基づく事業の再生

ｃ 上場後３年間において前項に定める純資

産の額が正でない状態となった場合（グロ

ース市場の上場会社である場合に限る。）

４ 規程第７０７条第１項に定める被支援会社で

ある上場会社が発行する株券等についての、第

５０１条第９項の規定の適用については、同項

を次のとおりとする。

９ 第７項第５号ｂに規定する当取引所が適当

と認める場合に適合するかどうかの審査は、

審査対象事業年度（前項の規定の適用を受け

る場合には、前項に定める場合に該当するこ

ととなった事業年度）の末日から起算して３

か月以内に、再建計画（第７項第５号ｂに定

める、第６項に定める純資産の額が正の状態

となるための計画を含む。）を公表している

上場会社を対象とし、上場会社が提出する当

該再建計画及び次の各号に定める書類に基づ

き行う。

（１） 次のａからｃまでの場合の区分に従

い、当該ａからｃまでに規定する書面

ａ （略）

ｂ 産競法第２条第１６項に規定する特定認

証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手

続が実施された場合における産競法第５２

条に規定する特例の適用を受ける特定調停

手続による場合も含む。）を行う場合

  当該再建計画が、当該手続にしたがって

成立したものであることを証する書面

ｃ・ｄ （略）

（２） （略）

５ （略）

（大規模な公募及び売出しを伴う新規上場に係

る形式要件の特例の取扱い）

（大規模な公募及び売出しを伴う新規上場に係

る形式要件の特例の取扱い）
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第７２６条 規程第７１５条に規定する公募又は

売出しの総額は、新規上場申請に係る公募又は

売出しの価格に当該公募又は売出しの見込み数

量を乗じて得た額をいう。

２ （略）

（削る）

第７２６条 規程第７１５条に規定する公募又は

売出しの総額は、新規上場申請に係る公募又は

売出しの見込み価格に当該公募又は売出しの見

込み数量を乗じて得た額をいう。

２ （略）

３ 新規上場申請者は、上場後において、第２項

に掲げる基準に適合するまでの間、事業年度の

末日から起算して３か月以内に、第２項の規定

により提出した計画書の進捗状況について開示

しなければならない。

（新規上場申請に係る提出書類等の取扱い）

第８０２条 規程第８０３条第２項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類

とする。

（１）～（４） （略）

（５） 子会社連動配当株の発行者について、

対象子会社が基準事業年度（第１号に定める

「新規上場申請のための有価証券報告書」に

経理の状況として財務諸表等が記載される

近事業年度をいう。）の末日からさかのぼっ

て２年前の日以後に当該上場会社の会社分割

等によりその事業を承継する会社（当該上場

会社から承継する事業が新規上場申請者の事

業の主体となる場合に限る。）である場合に

は、当該期間のうちその承継前の期間におけ

る当該上場会社から承継する事業に係る財務

計算に関する書類。この場合において、当該

書類には、公認会計士又は監査法人が財務数

値等について合理的と認められる手続に従い

意見を記載した書面を添付するものとする。

（６） （略）

２・３ （略）

（新規上場申請に係る提出書類等の取扱い）

第８０２条 規程第８０３条第２項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類

とする。

（１）～（４） （略）

（５） 子会社連動配当株の発行者について、

対象子会社が直前事業年度の末日からさかの

ぼって２年前の日以後に当該上場会社の会社

分割等によりその事業を承継する会社（当該

上場会社から承継する事業が新規上場申請者

の事業の主体となる場合に限る。）である場

合には、当該期間のうちその承継前の期間に

おける当該上場会社から承継する事業に係る

財務計算に関する書類。この場合において、

当該書類には、公認会計士又は監査法人が財

務数値等について合理的と認められる手続に

従い意見を記載した書面を添付するものとす

る。

（６） （略）

２・３ （略）

（新規上場申請）

第８２２条 （略）

２ 第２０１条第２項の規定は、規程第８２６条

第２項の場合について準用する。この場合にお

いて、第２０１条第２項中「規程第２０８条第

１号、規程第２１４条第１号又は規程第２２０

条第１号」とあるのは「規程第８３２条の規定

により読み替えて準用する規程第２０８条第１

号」と、「規程第２０８条第３号、規程第２１

４条第３号又は規程第２２０条第３号」とある

のは「規程第８３２条の規定により読み替えて

準用する規程第２０８条第３号」とそれぞれ読

み替える。

３ （略）

（新規上場申請）

第８２２条 （略）

２ 第２０１条第２項の規定は、規程第８２６条

第２項の場合について準用する。この場合にお

いて、第２０１条第２項中「規程第２０８条第

１号、規程第２１４条第１号又は規程第２２０

条第１号」とあるのは「規程第８３２条規定に

より読み替えて準用する規程第２０８条第１

号」と、「規程第２０８条第３号、規程第２１

４条第３号又は規程第２２０条第３号」とある

のは「規程第８３２条規定により読み替えて準

用する規程第２０８条第３号」とそれぞれ読み

替える。

３ （略）



87

（新規上場申請に係る提出書類等）

第８２４条 （略）

２ （略）

３ 第２０４条第１項及び第３項の規定は、規程

第８２９条第２項の場合について準用する。こ

の場合において第２０４条第１項中「新規上場

申請者」とあるのは「新規優先出資証券上場申

請者」と、同項第１号中「取締役会」とあるの

は「取締役会に相当する機関」と、同項第１９

号中「株主」とあるのは「優先出資法に規定す

る優先出資者」と、それぞれ読み替え（以下こ

の章において準用を行う場合には同様に読み替

えるものとする。）、同項第９号中「株主総会

招集通知及び株主総会資料」とあるのは「優先

出資法に規定する普通出資者総会及び優先出資

者総会の招集通知並びに普通出資者総会資料及

び優先出資者総会資料」と、同項第１９号中

「会社法」とあるのは「優先出資法」と、それ

ぞれ読み替える。

４～１０ （略）

（新規上場申請に係る提出書類等）

第８２４条 （略）

２ （略）

３ 第２０４条第１項、第３項及び第４項の規定

は、規程第８２９条第２項の場合について準用

する。この場合において第２０４条第１項中

「新規上場申請者」とあるのは「新規優先出資

証券上場申請者」と、同項第１号中「取締役

会」とあるのは「取締役会に相当する機関」

と、同項第１９号中「株主」とあるのは「優先

出資法に規定する優先出資者」と、それぞれ読

み替え（以下この章において準用を行う場合に

は同様に読み替えるものとする。）、同項第９

号中「株主総会招集通知及び株主総会資料」と

あるのは「優先出資法に規定する普通出資者総

会及び優先出資者総会の招集通知並びに普通出

資者総会資料及び優先出資者総会資料」と、同

項第１９号中「会社法」とあるのは「優先出資

法」と、それぞれ読み替える。

４～１０ （略）

（上場廃止基準の取扱い）

第８２９条 （略）

２ （略）

３ 規程第８３５条第１項第４号に規定する純資

産の額の取扱いは次の各号に定めるところによ

る。

（１） （略）

（２） 規程第８３５条第１項第４号に規定す

る１年以内に純資産の額が正とならなかった

ときとは、同号に規定する純資産の額が正で

ない状態となった事業年度の末日の翌日から

起算して１年を経過する日（当該１年を経過

する日が上場会社の事業年度の末日に当たら

ないときは、当該１年を経過する日の後 初

に到来する事業年度の末日）までの期間（以

下この項において「改善期間」という。）に

おいて純資産の額が正でない状態でなくなら

なかった場合をいう。

（３） 規程第８３５条第１項第４号本文に規

定する施行規則で定める場合とは、次のａ又

はｂに定める場合をいう。

ａ （略）

ｂ 法律の規定に基づく再生手続若しくは更

生手続、産競法第２条第２１項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産競

（上場廃止基準の取扱い）

第８２９条 （略）

２ （略）

３ 規程第８３５条第１項第４号に規定する純資

産の額の取扱いは次の各号に定めるところによ

る。

（１） （略）

（２） 規程第８３５条第１項第４号に規定す

る１年以内に純資産の額が正とならかったと

きとは、同号に規定する純資産の額が正でな

い状態となった事業年度の末日の翌日から起

算して１年を経過する日（当該１年を経過す

る日が上場会社の事業年度の末日に当たらな

いときは、当該１年を経過する日の後 初に

到来する事業年度の末日）までの期間（以下

この項において「改善期間」という。）にお

いて純資産の額が正でない状態でなくならな

かった場合をいう。

（３） 規程第８３５条第１項第４号本文に規

定する施行規則で定める場合とは、次のａ又

はｂに定める場合をいう。

ａ （略）

ｂ 法律の規定に基づく再生手続若しくは更

生手続、産競法第２条第１６項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産競
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法第４８条に規定する特例の適用を受ける

特定調停手続による場合も含む。）又は私

的整理に関するガイドライン研究会による

「私的整理に関するガイドライン」に基づ

く整理を行うことにより、純資産の額が正

の状態となることを計画している場合（当

取引所が適当と認める場合に限る。）

（４） 規程第８３５条第１項第４号ただし書

に規定する施行規則で定める場合とは、次の

ａ又はｂに定める場合をいう。

ａ （略）

ｂ 法律の規定に基づく再生手続若しくは更

生手続、産競法第２条第２１項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産競

法第４８条に規定する特例の適用を受ける

特定調停手続による場合も含む。）又は私

的整理に関するガイドライン研究会による

「私的整理に関するガイドライン」に基づ

く整理を行うことにより、純資産の額が正

の状態となることを計画している場合（当

取引所が適当と認める場合に限る。）

（５） 第３号ｂ又は前号ｂに規定する当取引

所が適当と認める場合に適合するかどうかの

審査は、第３号ｂについては規程第８３５条

第１項第４号本文に規定する純資産の額が正

でない状態となった事業年度の末日から起算

して３か月以内、前号ｂについては改善期間

の 終日から起算して３か月以内に、再建計

画（第３号ｂ又は前号ｂに定める純資産の額

が正の状態となるための計画を含む。）を公

表している上場会社を対象とし、上場会社が

提出する当該再建計画並びに次のａ及びｂに

定める書類に基づき行う。

ａ 次の（ａ）から（ｃ）までの場合の区分

に従い、当該（ａ）から（ｃ）までに定め

る書面

（ａ） （略）

（ｂ） 産競法第２条第２１項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産

競法第４８条に規定する特例の適用を受

ける特定調停手続による場合も含む。）

を行う場合

当該再建計画が、当該手続にしたがっ

て成立したものであることを証する書面

（ｃ） （略）

ｂ （略）

４ （略）

法第５２条に規定する特例の適用を受ける

特定調停手続による場合も含む。）又は私

的整理に関するガイドライン研究会による

「私的整理に関するガイドライン」に基づ

く整理を行うことにより、純資産の額が正

の状態となることを計画している場合（当

取引所が適当と認める場合に限る。）

（４） 規程第８３５条第１項第４号ただし書

に規定する施行規則で定める場合とは、次の

ａ又はｂに定める場合をいう。

ａ （略）

ｂ 法律の規定に基づく再生手続若しくは更

生手続、産競法第２条第１６項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産競

法第５２条に規定する特例の適用を受ける

特定調停手続による場合も含む。）又は私

的整理に関するガイドライン研究会による

「私的整理に関するガイドライン」に基づ

く整理を行うことにより、純資産の額が正

の状態となることを計画している場合（当

取引所が適当と認める場合に限る。）

（５） 第３号ｂ又は前号ｂに規定する当取引

所が適当と認める場合に適合するかどうかの

審査は、第３号ｂについては規程第８３５条

第１項第４号本文に規定する純資産の額が正

でない状態となった事業年度の末日から起算

して３か月以内、前号ｂについては改善期間

の 終日から起算して３か月以内に、再建計

画（第３号ｂ又は前号ｂに定める純資産の額

が正の状態となるための計画を含む。）を公

表している上場会社を対象とし、上場会社が

提出する当該再建計画並びに次のａ及びｂに

定める書類に基づき行う。

ａ 次の（ａ）から（ｃ）までの場合の区分

に従い、当該（ａ）から（ｃ）までに定め

る書面

（ａ） （略）

（ｂ） 産競法第２条第１６項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産

競法第５２条に規定する特例の適用を受

ける特定調停手続による場合も含む。）

を行う場合

当該再建計画が、当該手続にしたがっ

て成立したものであることを証する書面

（ｃ） （略）

ｂ （略）

４ （略）
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５ 第６０１条第２項から第４項まで及び第６項

から第１６項までの規定は、規程第８３５条第

１項第６号の場合について準用する。この場合

において、第６０１条第３項第２号ｂ及び第４

項第２号ｂ中「株主総会」とあるのは「普通出

資者総会」と、同条第３項第２号ｂ、第４項第

２号ｂ及び第１１項第２号中「取締役会」とあ

るのは「取締役会に相当する機関」と、それぞ

れ読み替える。

５ 第６０１条第２項から第４項まで及び第６項

から第１６項までの規定は、規程第８３５条第

１項第６号の場合について準用する。この場合

において、第６０１条第３項第２号ｂ及び第４

項第２号ｂ中「株主総会」とあるのは「普通出

資者総会」と、同条第３項第２号ｂ、第４項第

２号ｂ及び第１１項２号中「取締役会」とある

のは「取締役会に相当する機関」と、それぞれ

読み替える。

（監理銘柄の指定の取扱い）

第８３１条 当取引所は、上場優先出資証券が次

の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場

優先出資証券を規程第８３８条に規定する監理

銘柄に指定することができる。この場合におい

て、第１０号、第１１号、第１３号、第１５

号、第１６号、第１７号、第２６号又は第２７

号に該当する場合は監理銘柄（審査中）に指定

し、それ以外の場合は監理銘柄（確認中）に指

定する。

（監理銘柄の指定の取扱い）

第８３１条 当取引所は、上場優先出資証券が次

の各号のいずれかに該当する場合は、当該上場

優先出資証券を規程第８３８条に規定する監理

銘柄に指定することができる。この場合におい

て、第１０号、第１１号、第１３号、第１５

号、第１６号、第１７号、第２６号又は第２７

号に該当する場合は監理銘柄（審査中）に指定

し、それ以外の場合は監理銘柄（確認中）に指

定する。

（１）～（１８） （略）

（１９） 上場優先出資証券の発行者が規程第

８３５条第１項第６号の規定により適用する

規程第６０１条第１項第１２号に該当する優

先出資証券の譲渡制限に関する取締役会に相

当する機関の決議を行った場合

（２０） 上場優先出資証券の発行者が第８２

９条第５項の規定により準用する第６０１条

第１１項第２号に規定する株式交換又は株式

移転に関する取締役会に相当する機関の決議

を行った場合

（２１）～（２７） （略）

（１）～（１８） （略）

（１９） 上場優先出資証券の発行が規程第８

３５条第１項第６号の規定により適用する規

程第６０１条第１項第１２号に該当する優先

出資証券の譲渡制限に関する取締役会に相当

する機関の決議を行った場合

（２０） 上場優先出資証券が第８２９条第５

項の規定により準用する第６０１条第１１項

第２号に規定する株式交換又は株式移転に関

する取締役会に相当する機関を行った場合

（２１）～（２７） （略）

２ （略）

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定める日から当取引所が当該上場優先出資証券

を上場廃止するかどうかを認定した日までとす

る。ただし、第１項第２７号の場合において、

第５号に定める日から１年を超えることとなる

ときは、当該日から１年を経過した日以降の日

でその都度当取引所が定める日までとする。

（１）・（２） （略）

（３） 第１項第１２号の場合

  第１項第１２号ａに該当した場合は、当該

開示を行った日とし、同号ｂに該当した場合

は、当該 終日の翌日とする。

（４）・（５） （略）

２ （略）

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定める日から当取引所が当該上場優先出資証券

を上場廃止するかどうかを認定した日までとす

る。ただし、第１項第２７号の場合において、

第５号に定める日から１年を超えることとなる

ときは、当該日から１年を経過した日以降の日

でその都度当取引所が定める日までとする。

（１）・（２） （略）

（３） 第１項第１２号の場合

  第１項第１６号ａに該当した場合は、当該

開示を行った日とし、同号ｂに該当した場合

は、当該 終日の翌日とする。

（４）・（５） （略）

４ （略） ４ （略）
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（上場に関する料金の取扱い）

第８３２条の２ 規程第８４０条の規定に基づく

上場審査料、新規上場料、年間上場料その他の

上場に関する料金については、次の各号に掲げ

る料金の区分に従い、当該各号に定めるとおり

とする。ただし、規程第８２７条の規定に基づ

き予備申請を行った優先出資証券について、予

備申請日から起算して１年以内に新規上場申請

を行う場合には、上場審査料を支払うことを要

しない。

（上場に関する料金の取扱い）

第８３２条の２ 規程第８４０条の規定に基づく

上場審査料、新規上場料、年間上場料その他の

上場に関する料金については、次の各号に掲げ

る料金の区分に従い、当該各号に定めるとおり

とする。ただし、規程第８２７条の規定に基づ

き予備申請を行った優先出資証券について、新

規上場予備申請書に記載した新規上場申請を行

おうとする日の属する事業年度に新規上場申請

を行う場合には、上場審査料を支払うことを要

しない。

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略）

２ （略） ２ （略）

（新規上場申請に係る提出書類等の取扱い）

第９０２条 規程第９０３条第２項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類

とする。

（１）～（５） （略）

（６） 債券の新規上場を申請しようとする者

が法第２条第１項第３号に定める債券の発行

者である場合には、 近３事業年度（「

近」の計算は、上場予定日の直前事業年度

（ただし、当取引所が適当と認める場合は、

その前の事業年度）の末日を起算日としてさ

かのぼる。以下第３章までにおいて同じ。）

の経理の状況を記載した書類。ただし、上場

有価証券の発行者である場合には、提出を要

しない。

（７）～（１０） （略）

（新規上場申請に係る提出書類等の取扱い）

第９０２条 規程第９０３条第２項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類

とする。

（１）～（５） （略）

（６） 債券の新規上場を申請しようとする者

が法第２条第１項第３号に定める債券の発行

者である場合には、 近３事業年度（「

近」の計算は、新規上場申請日の直前事業年

度の末日を起算日としてさかのぼる。以下こ

の編において同じ。）の経理の状況を記載し

た書類。ただし、上場有価証券の発行者であ

る場合には、提出を要しない。

（７）～（１０） （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

（有価証券新規上場申請書の添付書類）

第９３４条 規程第９４４条第２項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類

とする。

（１）～（４） （略）

（５） 近３事業年度（「 近」の計算は、

基準事業年度（有価証券報告書等に経理の状

況として財務諸表等が記載される 近事業年

度をいう。以下同じ。）の末日を起算日とし

てさかのぼる。以下この章において同じ。）

の経理の状況を記載した書類（規程第９４４

条第３項に規定する保証者（以下この章にお

いて「保証者」という。）が存在しない場合

に限る。）

（有価証券新規上場申請書の添付書類）

第９３４条 規程第９４４条第２項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類

とする。

（１）～（４） （略）

（５） 近３事業年度の経理の状況を記載し

た書類（規程第９４４条第３項に規定する保

証者（以下この章において「保証者」とい

う。）が存在しない場合に限る。）
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（上場審査基準の取扱い）

第９３９条 （略）

２・３ （略）

４ 規程第９４５条第１項第１号ｅに規定する施

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいう。

（１） 監査報告書（基準事業年度及び基準連

結会計年度（有価証券報告書等に経理の状況

として財務諸表等が記載される 近連結会計

年度をいう。）の財務諸表等に添付されるも

のを除く。以下この項において同じ。）又は

中間監査報告書（四半期財務諸表提出会社又

は四半期連結財務諸表提出会社である場合に

あっては、四半期レビュー報告書。以下この

項において同じ。）において、継続企業の前

提に関する事項を除外事項若しくは理由とし

て、公認会計士等の「無限定適正意見」又は

「無限定の結論」が記載されていない場合及

び監査報告書又は中間監査報告書において、

比較情報についての事項のみを理由として、

公認会計士等の「限定付適正意見」又は「除

外事項を付した限定付結論」が記載されてい

る場合

（２）・（３） （略）

（上場審査基準の取扱い）

第９３９条 （略）

２・３ （略）

４ 規程第９４５条第１項第１号ｅに規定する施

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいう。

（１） 監査報告書（直前事業年度及び直前連

結会計年度の財務諸表等に添付されるものを

除く。以下この項において同じ。）又は中間

監査報告書（四半期財務諸表提出会社又は四

半期連結財務諸表提出会社である場合にあっ

ては、四半期レビュー報告書。以下この項に

おいて同じ。）において、継続企業の前提に

関する事項を除外事項若しくは理由として、

公認会計士等の「無限定適正意見」又は「無

限定の結論」が記載されていない場合及び監

査報告書又は中間監査報告書において、比較

情報についての事項のみを理由として、公認

会計士等の「限定付適正意見」又は「除外事

項を付した限定付結論」が記載されている場

合

（２）・（３） （略）

５ 規程第９４５条第１項第２号ａに規定する純

資産の額については、本国通貨の本邦通貨への

換算は、原則として、基準事業年度の末日以前

３年間の東京外国為替市場における対顧客直物

電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値の

平均又は基準事業年度の末日における同中値に

より行うものとする。

６ 規程９４５条第１項第３号ｄに規定する残存

償還価額総額については、本国通貨の本邦通貨

への換算は、原則として、基準事業年度の末日

以前３年間の東京外国為替市場における対顧客

直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中

値の平均又は基準事業年度の末日における同中

値により行うものとする。

７・８ （略）

５ 規程第９４５条第１項第２号ａに規定する純

資産の額については、本国通貨の本邦通貨への

換算は、原則として、新規上場申請日の直前事

業年度の末日以前３年間の東京外国為替市場に

おける対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信

買相場との中値の平均又は新規上場申請日の直

前事業年度の末日における同中値により行うも

のとする。

６ 規程９４５条第１項第３号ｄに規定する残存

償還価額総額については、本国通貨の本邦通貨

への換算は、原則として、新規上場申請日の直

前事業年度の末日以前３年間の東京外国為替市

場における対顧客直物電信売相場と対顧客直物

電信買相場との中値の平均又は新規上場申請日

の直前事業年度の末日における同中値により行

うものとする。

７・８ （略）

（上場審査基準の取扱い）

第１１０６条 規程第１１０４条第１項第２号ｅ

の（ｂ）（同条第２項第１号、同条第３項第１

号、同条第４項第１号、同条第５項第１号又は

同条第６項による場合を含む。）に規定する施

（上場審査基準の取扱い）

第１１０６条 規程第１１０４条第１項第２号ｅ

の（ｂ）（同条第２項第１号、同条第３項第１

号、同条第４項第１号、同条第５項第１号又は

同条第６項による場合を含む。）に規定する施
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行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいう。

（１） 監査報告書（ 近１年間（「 近」の

計算は、基準特定期間（有価証券報告書等に

ファンドの経理状況として財務諸表等が記載

される 近の特定期間をいう。）の末日を起

算日としてさかのぼる。以下同じ。）に終了

する特定期間の財務諸表等に添付されるもの

を除く。）において、公認会計士等の「意見

の表明をしない」旨が記載されている場合で

あって、当該記載の理由が天災地変等、ＥＴ

Ｆの新規上場を申請した者の責めに帰すべか

らざる事由によるものである場合

（２） （略）

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいう。

（１） 監査報告書（ 近１年間（「 近」の

計算は、新規上場申請日の直前計算期間又は

直前営業期間の末日を起算日としてさかのぼ

る。以下同じ。）に終了する計算期間又は営

業期間の財務諸表等に添付されるものを除

く。）において、公認会計士等の「意見の表

明をしない」旨が記載されている場合であっ

て、当該記載の理由が天災地変等、ＥＴＦの

新規上場を申請した者の責めに帰すべからざ

る事由によるものである場合

（２） （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

（第６編における定義）

第１２０１条 （略）

２～７ （略）

８ 規程第１２０１条第９号の４に規定する施行

規則で定める要件とは、新規上場申請日若しく

は新規上場申請日が属する月の前月末日又は運

用資産等に係る資産の取得日若しくは当該取得

日が属する月の前月末日において、運用資産等

又は取得する運用資産等に係る資産のインフラ

投資資産が次の各号に適合することをいう。

（１） （略）

（２） 基準営業期間（有価証券報告書等に経

理の状況として財務諸表等が記載される 近

の営業期間をいう。以下同じ。）若しくは基

準計算期間（有価証券報告書等に経理の状況

として財務諸表等が記載される 近の計算期

間をいう。以下同じ。）又は 近１年間にお

いて利益を計上していること。

（第６編における定義）

第１２０１条 （略）

２～７ （略）

８ 規程第１２０１条第９号の４に規定する施行

規則で定める要件とは、新規上場申請日若しく

は新規上場申請日が属する月の前月末日又は運

用資産等に係る資産の取得日若しくは当該取得

日が属する月の前月末日において、運用資産等

又は取得する運用資産等に係る資産のインフラ

投資資産が次の各号に適合することをいう。

（１） （略）

（２） 直前決算期又は直前１年間において利

益を計上していること。

９・１０ （略） ９・１０ （略）

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類）

第１２０２条 （略） 第１２０２条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 規程第１２０４条第２項ただし書に規定する

施行規則で定める書類は、前項第１号ｃに掲げ

る書類とする。

４ 規程第１２０４条第２項ただし書に規定する

施行規則で定める書類は、第２項第１号ｃに掲

げる書類とする。

（上場審査の形式要件の取扱い）

第１２０６条 規程第１２０５条第２号に規定す

る不動産等、不動産関連資産及び流動資産等の

合計額、運用資産等の総額、純資産総額並びに

（上場審査の形式要件の取扱い）

第１２０６条 規程第１２０５条第２号に規定す

る不動産等、不動産関連資産及び流動資産等の

合計額、運用資産等の総額、純資産総額並びに
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資産総額の算定において使用する各資産の額

は、基準営業期間又は基準計算期間の末日にお

ける貸借対照表（比較情報を除く。）に計上し

た額その他の当取引所が適当と認める額（投資

証券の発行者の設立後 初の営業期間又は信託

契約期間の開始日後 初の計算期間が終了して

いない場合には、各資産の取得価額その他の当

取引所が適当と認める額）によるものとする。

ただし、運用資産等の総額及び資産総額には、

投資法人計算規則第３７条第３項第３号ロに規

定する資産の額を含まないものとする。

２～６ （略）

資産総額の算定において使用する各資産の額

は、直前営業期間又は直前計算期間の末日にお

ける貸借対照表（比較情報を除く。）に計上し

た額（投資証券の発行者の設立後 初の営業期

間又は信託契約期間の開始日後 初の計算期間

が終了していない場合には、各資産の取得価額

その他の当取引所が適当と認める額）によるも

のとする。ただし、運用資産等の総額及び資産

総額には、投資法人計算規則第３７条第３項第

３号ロに規定する資産の額を含まないものとす

る。

２～６ （略）

（銘柄に係る上場廃止基準）

第１２３３条 （略）

２～１０ （略）

１１ 第１２０６条第１項の規定は、規程第１２

１８条第２項に規定する不動産等、不動産関連

資産及び流動資産等の合計額、運用資産等の総

額、純資産総額並びに資産総額の算定において

使用する各資産の額について、第１２０６条第

４項の規定は、規程第１２１８条第２項に規定

する純資産総額について、それぞれ準用する。

この場合において、第１２０６条第１項中「基

準営業期間又は基準計算期間の末日における貸

借対照表（比較情報を除く。）に計上した額そ

の他の当取引所が適当と認める額」とあるのは

「基準営業期間又は基準計算期間の末日におけ

る貸借対照表（比較情報を除く。）に計上した

額」と読み替えるものとする。

（銘柄に係る上場廃止基準）

第１２３３条 （略）

２～１０ （略）

１１ 第１２０６条第１項の規定は、規程第１２

１８条第２項に規定する不動産等、不動産関連

資産及び流動資産等の合計額、運用資産等の総

額、純資産総額並びに資産総額の算定において

使用する各資産の額について、第１２０６条第

４項の規定は、規程第１２１８条第２項に規定

する純資産総額について、それぞれ準用する。

（上場審査の形式要件の取扱い）

第１３０５条 規程第１３０５条第２号に規定す

る未公開株等、上場後５年以内の株券等、上場

後５年以内の継続保有株券等及び上場後５年を

経過した継続保有株券等への投資額、運用資産

等の総額、総資産有利子負債比率並びに純資産

総額の算定において使用する各資産の額は、基

準営業期間の末日における貸借対照表（比較情

報を除く。）に計上した額その他の当取引所が

適当と認める額（ベンチャーファンド発行投資

法人の設立後 初の営業期間が終了していない

場合には、各資産の取得価額その他の当取引所

が適当と認める額）によるものとする。

２～８ （略）

（上場審査の形式要件の取扱い）

第１３０５条 規程第１３０５条第２号に規定す

る未公開株等、上場後５年以内の株券等、上場

後５年以内の継続保有株券等及び上場後５年を

経過した継続保有株券等への投資額、運用資産

等の総額、総資産有利子負債比率並びに純資産

総額の算定において使用する各資産の額は、直

前営業期間の末日における貸借対照表（比較情

報を除く。）に計上した額（ベンチャーファン

ド発行投資法人の設立後 初の営業期間が終了

していない場合には、各資産の取得価額その他

の当取引所が適当と認める額）によるものとす

る。

２～８ （略）

（上場等に関する料金）

第１３２３条 （略）

（上場に関する料金）

第１３２３条 （略）
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（上場ベンチャーファンドの発行者等に係る上

場廃止基準の取扱い）

第１３２９条 （略）

２～１８ （略）

１９ 第１３０５条第１項の規定は、規程第１３

１８条第２項に規定する未公開株等投資額及び

運用資産等の総額の算定において使用する各資

産の額について準用する。この場合において、

第１３０５条第１項中「基準営業期間の末日に

おける貸借対照表（比較情報を除く。）に計上

した額その他の当取引所が適当と認める額」と

あるのは「基準営業期間の末日における貸借対

照表（比較情報を除く。）に計上した額」と読

み替えるものとする。

（上場ベンチャーファンドの発行者等に係る上

場廃止基準の取扱い）

第１３２９条 （略）

２～１８ （略）

１９ 第１３０５条第１項の規定は、規程第１３

１８条第２項に規定する未公開株等投資額及び

運用資産等の総額の算定において使用する各資

産の額について準用する。

（上場審査の形式要件の取扱い）

第１４０５条 規程第１４０５条各号の規定は、

次の各号のとおり取り扱うものとする。

（１）～（４） （略）

（５） 規程第１４０５条第２号ｂの規定につ

いては、次のａからｃまでのとおり取り扱う

ものとする。

ａ 規程第１４０５条第２号ｂに規定する

「純資産総額」の算定において使用する額

は、基準営業期間の末日における貸借対照

表（比較情報を除く。）に計上した額その

他の当取引所が適当と認める額（カントリ

ーファンドの発行者の設立後 初の営業期

間が終了していない場合には、当取引所が

適当と認める額）によるものとする。

ｂ （略）

ｃ 規程第１４０５条第２号ｂに規定する純

資産総額の本邦通貨への換算は、原則とし

て、基準営業期間の末日以前３年間の東京

外国為替市場における対顧客直物電信売相

場と対顧客直物電信買相場との中値の平均

又は基準営業期間の末日における同中値に

より行うものとする。

（６） （略）

（上場審査の形式要件の取扱い）

第１４０５条 規程第１４０５条各号の規定は、

次の各号のとおり取り扱うものとする。

（１）～（４） （略）

（５） 規程第１４０５条第２号ｂの規定につ

いては、次のａからｃまでのとおり取り扱う

ものとする。

ａ 規程第１４０５条第２号ｂに規定する

「純資産総額」の算定において使用する額

は、直前営業期間の末日における貸借対照

表（比較情報を除く。）に計上した額（カ

ントリーファンドの発行者の設立後 初の

営業期間が終了していない場合には、当取

引所が適当と認める額）によるものとす

る。

ｂ （略）

ｃ 規程第１４０５条第２号ｂに規定する純

資産総額の本邦通貨への換算は、原則とし

て、新規上場申請日の直前営業期間の末日

以前３年間の東京外国為替市場における対

顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相

場との中値の平均又は新規上場申請日の直

前営業期間の末日における同中値により行

うものとする。

（６） （略）

（上場審査の形式要件の取扱い）

第１５０５条 規程第１５０５条第１項第２号に

規定するインフラ資産等、インフラ関連有価証

券及び流動資産等の合計額、運用資産等の総

額、純資産総額並びに資産総額の算定において

使用する各資産の額は、基準営業期間又は基準

（上場審査の形式要件の取扱い）

第１５０５条 規程第１５０５条第１項第２号に

規定するインフラ資産等、インフラ関連有価証

券及び流動資産等の合計額、運用資産等の総

額、純資産総額並びに資産総額の算定において

使用する各資産の額は、直前営業期間又は直前



95

計算期間の末日における貸借対照表（比較情報

を除く。）に計上した額その他の当取引所が適

当と認める額（投資証券（外国投資証券又は外

国インフラファンド信託受益証券の受託有価証

券である外国投資証券を含む。）の発行者の設

立後 初の営業期間又は投資信託受益証券（外

国投資信託受益証券又は外国インフラファンド

信託受益証券の受託有価証券である外国投資信

託受益証券を含む。）の信託契約期間の開始日

後 初の計算期間が終了していない場合には、

各資産の取得価額その他の当取引所が適当と認

める額）によるものとする。

計算期間の末日における貸借対照表（比較情報

を除く。）に計上した額（投資証券（外国投資

証券又は外国インフラファンド信託受益証券の

受託有価証券である外国投資証券を含む。）の

発行者の設立後 初の営業期間又は投資信託受

益証券（外国投資信託受益証券又は外国インフ

ラファンド信託受益証券の受託有価証券である

外国投資信託受益証券を含む。）の信託契約期

間の開始日後 初の計算期間が終了していない

場合には、各資産の取得価額その他の当取引所

が適当と認める額）によるものとする。

２～６ （略）

７ 規程第１５０５条第２項第２号及び同条第３

項第２号の規定の適用に当たっては、原則とし

て、基準営業期間若しくは基準計算期間の末日

以前３年間の東京外国為替市場における対顧客

直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中

値の平均又は基準営業期間若しくは基準計算期

間の末日における同中値により、純資産総額及

び資産総額の本邦通貨への換算を行うものとす

る。

８ （略）

２～６ （略）

７ 規程第１５０５条第２項第２号及び同条第３

項第２号の規定の適用に当たっては、原則とし

て、新規上場申請日の直前営業期間又は直前計

算期間の末日以前３年間の東京外国為替市場に

おける対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信

買相場との中値の平均又は新規上場申請日の直

前事業年度の末日における同中値により、純資

産総額及び資産総額の本邦通貨への換算を行う

ものとする。

８ （略）

（銘柄に係る上場廃止基準の取扱い）

第１５３６条 （略）

２～１１ （略）

１２ 第１５０５条第１項の規定は、規程第１５

２０条第２項に規定するインフラ資産等、イン

フラ関連有価証券及び流動資産等の合計額、運

用資産等の総額、純資産総額並びに資産総額の

算定において使用する各資産の額について、第

１５０５条第４項の規定は、規程第１５２０条

第２項に規定する純資産総額について、それぞ

れ準用する。この場合において、第１５０５条

第１項中「基準営業期間又は基準計算期間の末

日における貸借対照表（比較情報を除く。）に

計上した額その他の当取引所が適当と認める

額」とあるのは「基準営業期間又は基準計算期

間の末日における貸借対照表（比較情報を除

く。）に計上した額」と読み替えるものとす

る。

（銘柄に係る上場廃止基準の取扱い）

第１５３６条 （略）

２～１１ （略）

１２ 第１５０５条第１項の規定は、規程第１５

２０条第２項に規定するインフラ資産等、イン

フラ関連有価証券及び流動資産等の合計額、運

用資産等の総額、純資産総額並びに資産総額の

算定において使用する各資産の額について、第

１５０５条第４項の規定は、規程第１５２０条

第２項に規定する純資産総額について、それぞ

れ準用する。

１３・１４ （略） １３・１４ （略）

付  則

１ この改正規定は、令和５年３月１３日か

ら施行する。
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２ 改正後の第２０４条第１項第１１号及び第２

１号、同条第２項第７号及び第１１号、第２０

９条、第２１２条（第３項から第６項までの規

定については、組織再編行為等を行った場合の

取扱いに係る部分に限る。）並びに第２５３条

の２の規定は、この改正規定施行の日（以下

「施行日」という。）以後に新規上場申請（予

備申請を含む。）、株券等の上場申請又は市場

区分の変更申請（市場区分の変更予備申請を含

む。）を行う者から適用する。

３ 改正後の第５０１条第７項第５号ｄ及び第８

項の規定は、施行日以後に終了する事業年度の

末日において規程第５０１条第１項第３号ｅに

定める基準に適合していない者（当該基準に係

る改善期間にある者を含む。）から適用する。

別添１から別添５まで 削除 別添１ 新規上場申請者の合併等に係る「重要な

影響」について

「重要な影響」については、Ⅰに定めるとこ

ろにより、合併当事会社又は新規上場申請者等

の財務諸表等における総資産額、純資産の額、

売上高及び利益の額の各項目に係る影響度（Ⅱ

に定める算式により計算した割合をいう。以下

同じ。）を算出して、決定するものとする。

Ⅰ 合併、会社分割、子会社化若しくは非子会

社化又は事業の譲受け若しくは譲渡（以下この

別添１において「合併等」という。）に係る影

響度が、いずれかの項目で５０％以上である場

合は、重要な影響があるものとして取り扱う。

Ⅱ 合併等に係る影響度は、合併等の行われた

日の属する連結会計年度の直前連結会計年度に

係る合併当事会社又は新規上場申請者等の連結

財務諸表（合併当事会社又は新規上場申請者等

が当該期間において連結財務諸表を作成すべき

会社でない場合又は連結財務諸表を作成するこ

とが著しく困難であると認められる場合は、財

務諸表とし、外国会社である場合は、財務書類

とする。）における総資産額、純資産の額、売

上高及び利益の額の各項目のそれぞれについ

て、次の各算式により計算するものとする。

１．合併に係る影響度

（１） 総資産額の影響度

合併主体会社以外の合併当

事会社（新規上場申請者の

子会社が合併する場合には、

当該子会社以外の合併当事
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会社）の総資産額

              ×100（％）

合併主体会社（新規上場申

請者の子会社が合併する場

合には、新規上場申請者）

の総資産額

（２） 純資産の額、売上高及び利益の額の

影響度

前（１）の算式において、総資産額とあ

るのを、純資産の額、売上高又は利益の額

とそれぞれ読み替えて計算する。

２．会社分割に係る影響度

（１） 総資産額の影響度

  

会社分割の対象となった部

門等における総資産額に相

当すると認められる額

              ×100（％）

会社分割前の新規上場申請

者の総資産額

（２） 純資産の額、売上高及び利益の額の

影響度

  前（１）の算式において、総資産額とあ

るのを、純資産の額、売上高又は利益の額

とそれぞれ読み替えて計算する。

３．事業の譲受け又は譲渡に係る影響度

（１） 総資産額の影響度

  

事業の譲受け又は譲渡の対

象となった部門等における

総資産額に相当すると認め

られる額

              ×100（％）

事業の譲受け又は譲渡前の

新規上場申請者の総資産額

（２） 純資産の額、売上高及び利益の額の

影響度

  前（１）の算式において、総資産額とあ

るのを、純資産の額、売上高又は利益の額

とそれぞれ読み替えて計算する。

４．子会社化又は非子会社化に係る影響度

（１） 総資産額の影響度

  

子会社となった会社又は子
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会社でなくなった会社の総

資産額

              ×100（％）

子会社は非子会社前の新規

上場申請者の総資産額

（２） 純資産の額、売上高及び利益の額の

影響度

  前（１）の算式において、総資産額とあ

るのを、純資産の額、売上高又は利益の額

とそれぞれ読み替えて計算する。

５．同一事業年度中に合併、事業を承継する会

社分割、事業の譲受け又は子会社化と事業を承

継させる会社分割、事業の譲渡又は非子会社化

が行われた場合の合併、事業を承継する会社分

割、事業の譲受け又は子会社化に係る影響度

（１） 総資産額の影響度

合併主体会社以外の合併当

事会社（新規上場申請者の

子会社が合併する場合には、

当該子会社以外の合併当事

会社）の総資産額、会社分

割により承継する部門等に

おける総資産額に相当する

と認められる額、事業の譲

受けの対象となった部門等

における総資産額に相当す

ると認められる額又は子会

社となった会社の総資産額

              ×100（％）

合併主体会社  会社分割によ

（新規上場申  り承継させる

請者の子会社  部門等におけ

が合併する場  る総資産額に

合には、新規  相当すると認

上場申請者）  められる額、

又は新規上場  事業の譲渡の

申請者の総資  対象となった

産額      部門等におけ

        る総資産額に

        相当すると認

       められる額又

              は子会社でな

くなった会社

の総資産額
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（２） 純資産の額、売上高及び利益の額の

影響度

  前（１）の算式において、総資産額とあ

るのを、純資産の額、売上高又は利益の額

とそれぞれ読み替えて計算する。

（注）事業を承継させる会社分割、事業の譲

渡又は非子会社化に係る影響度は、３．又

は前４．の算式により計算する。

６．同一事業年度中に合併、事業を承継する会

社分割、事業の譲受け又は子会社化が複数行わ

れた場合の影響度及び事業を承継させる会社分

割、事業の譲渡又は非子会社化が複数行われた

場合の影響度は、合併等の対象会社の総資産

額、純資産の額、売上高又は利益の額につい

て、各項目ごとにそれぞれ合算した額をもって

計算するものとする。

別添２から別添５まで 削除
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上場審査等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表

新 旧

Ⅱ 株券等の新規上場審査〔スタンダード市場〕 Ⅱ 株券等の新規上場審査〔スタンダード市場〕

（公益又は投資者保護の観点） （公益又は投資者保護の観点）

６．規程第２０７条第１項第５号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（６）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。

６．規程第２０７条第１項第５号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（６）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 新規上場申請に係る内国株券が、無議

決権株式（当該内国株券以外に新規上場申請

を行う銘柄がない場合に限る。）又は議決権

の少ない株式（規程第２０５条第１０号ｂに

掲げるものをいう。以下同じ。）である場合

は、次のａからｈまでのいずれにも適合する

こと。

（４） 新規上場申請に係る内国株券が、無議

決権株式（当該内国株券以外に新規上場申請

を行う銘柄がない場合に限る。）又は議決権

の少ない株式（規程第２０５条第１０号ｂに

掲げるものをいう。以下同じ。）である場合

は、次のａからｈまでのいずれにも適合する

こと。

ａ～ｆ （略）

ｇ 当該新規上場申請に係る内国株券が剰余

金配当に関して優先的内容を有している場

合には、原則として、基準事業年度（「新

規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの

部）」に経理の状況として財務諸表等が記

載される最近事業年度をいう。以下Ⅱから

Ⅳまでにおいて同じ。）の末日後２年間の

予想利益及び基準事業年度の末日における

分配可能額が良好であると認められ、当該

内国株券の発行者が当該内国株券に係る剰

余金配当を行うに足りる利益を計上する見

込みがあること。

ａ～ｆ （略）

ｇ 当該新規上場申請に係る内国株券が剰余

金配当に関して優先的内容を有している場

合には、原則として、上場申請日の直前事

業年度の末日後２年間の予想利益及び上場

申請日の直前事業年度の末日における分配

可能額が良好であると認められ、当該内国

株券の発行者が当該内国株券に係る剰余金

配当を行うに足りる利益を計上する見込み

があること。

ｈ （略） ｈ （略）

（５） 新規上場申請に係る内国株券が、無議

決権株式である場合（当該内国株券以外に新

規上場申請を行う銘柄がある場合に限る。）

は、次のａからｅまでのいずれにも適合する

こと。

ａ～ｃ （略）

ｄ 当該新規上場申請に係る内国株券が剰余

金配当に関して優先的内容を有している場

合には、原則として、基準事業年度の末日

後２年間の予想利益及び基準事業年度の末

日における分配可能額が良好であると認め

られ、当該内国株券の発行者が当該内国株

券に係る剰余金配当を行うに足りる利益を

計上する見込みがあること。

ｅ （略）

（５） 新規上場申請に係る内国株券が、無議

決権株式である場合（当該内国株券以外に新

規上場申請を行う銘柄がある場合に限る。）

は、次のａからｅまでのいずれにも適合する

こと。

ａ～ｃ （略）

ｄ 当該新規上場申請に係る内国株券が剰余

金配当に関して優先的内容を有している場

合には、原則として、上場申請日の直前事

業年度の末日後２年間の予想利益及び上場

申請日の直前事業年度の末日における分配

可能額が良好であると認められ、当該内国

株券の発行者が当該内国株券に係る剰余金

配当を行うに足りる利益を計上する見込み

があること。

ｅ （略）
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（６） （略） （６） （略）

Ⅲ 株券等の新規上場審査〔プライム市場〕 Ⅲ 株券等の新規上場審査〔プライム市場〕

（公益又は投資者保護の観点） （公益又は投資者保護の観点）

６．規程第２１３条第１項第５号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（６）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。

６．規程第２１３条第１項第５号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（６）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 新規上場申請に係る内国株券が、無議

決権株式（当該内国株券以外に新規上場申請

を行う銘柄がない場合に限る。）又は議決権

の少ない株式である場合は、次のａからｈま

でのいずれにも適合すること。

（４） 新規上場申請に係る内国株券が、無議

決権株式（当該内国株券以外に新規上場申請

を行う銘柄がない場合に限る。）又は議決権

の少ない株式である場合は、次のａからｈま

でのいずれにも適合すること。

ａ～ｆ （略）

ｇ 当該新規上場申請に係る内国株券が剰余

金配当に関して優先的内容を有している場

合には、原則として、基準事業年度の末日

後２年間の予想利益及び基準事業年度の末

日における分配可能額が良好であると認め

られ、当該内国株券の発行者が当該内国株

券に係る剰余金配当を行うに足りる利益を

計上する見込みがあること。

ａ～ｆ （略）

ｇ 当該新規上場申請に係る内国株券が剰余

金配当に関して優先的内容を有している場

合には、原則として、上場申請日の直前事

業年度の末日後２年間の予想利益及び上場

申請日の直前事業年度の末日における分配

可能額が良好であると認められ、当該内国

株券の発行者が当該内国株券に係る剰余金

配当を行うに足りる利益を計上する見込み

があること。

ｈ （略） ｈ （略）

（５） 新規上場申請に係る内国株券が、無議

決権株式である場合（当該内国株券以外に新

規上場申請を行う銘柄がある場合に限る。）

は、次のａからｅまでのいずれにも適合する

こと。

ａ～ｃ （略）

ｄ 当該新規上場申請に係る内国株券が剰余

金配当に関して優先的内容を有している場

合には、原則として、基準事業年度の末日

後２年間の予想利益及び基準事業年度の末

日における分配可能額が良好であると認め

られ、当該内国株券の発行者が当該内国株

券に係る剰余金配当を行うに足りる利益を

計上する見込みがあること。

ｅ （略）

（６） （略）

（５） 新規上場申請に係る内国株券が、無議

決権株式である場合（当該内国株券以外に新

規上場申請を行う銘柄がある場合に限る。）

は、次のａからｅまでのいずれにも適合する

こと。

ａ～ｃ （略）

ｄ 当該新規上場申請に係る内国株券が剰余

金配当に関して優先的内容を有している場

合には、原則として、上場申請日の直前事

業年度の末日後２年間の予想利益及び上場

申請日の直前事業年度の末日における分配

可能額が良好であると認められ、当該内国

株券の発行者が当該内国株券に係る剰余金

配当を行うに足りる利益を計上する見込み

があること。

ｅ （略）

（６） （略）

Ⅳ 株券等の新規上場審査〔グロース市場〕 Ⅳ 株券等の新規上場審査〔グロース市場〕

（企業内容、リスク情報等の開示の適切性） （企業内容、リスク情報等の開示の適切性）
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２．規程第２１９条第１項第１号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（６）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。

（１）～（５） （略）

（６） 新規上場申請が外国会社である場合

で、当該新規上場申請に係る株券等が外国金

融商品取引所等において上場又は継続的に取

引されておらず、かつ、当取引所のみに新規

上場申請が行われる場合には、「新規上場申

請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に、

次のａ及びｂに掲げる事項が記載されている

こと。

ａ 基準事業年度の末日から起算して１年前

から上場日の前日までの期間における次の

（ａ）及び（ｂ）に掲げる事項

ｂ （略）

２．規程第２１９条第１項第１号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（６）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。

（１）～（５） （略）

（６） 新規上場申請が外国会社である場合

で、当該新規上場申請に係る株券等が外国金

融商品取引所等において上場又は継続的に取

引されておらず、かつ、当取引所のみに新規

上場申請が行われる場合には、「新規上場申

請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に、

次のａ及びｂに掲げる事項が記載されている

こと。

ａ 新規上場申請日の直前事業年度の末日か

ら起算して１年前から上場日の前日までの

期間における次の（ａ）及び（ｂ）に掲げ

る事項

ｂ （略）

（公益又は投資者保護の観点）

６．規程第２１９条第１項第５号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（７）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。

（公益又は投資者保護の観点）

６．規程第２１９条第１項第５号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（７）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。

（１）～（４） （略）

（５） 新規上場申請に係る内国株券が、無議

決権株式（当該内国株券以外に新規上場申請

を行う銘柄がない場合に限る。）又は議決権

の少ない株式である場合は、次のａからｈま

でのいずれにも適合すること。

ａ～ｆ （略）

ｇ 当該新規上場申請に係る内国株券が剰余

金配当に関して優先的内容を有している場

合には、原則として、基準事業年度の末日

後２年間の予想利益及び基準事業年度の末

日における分配可能額が良好であると認め

られ、当該内国株券の発行者が当該内国株

券に係る剰余金配当を行うに足りる利益を

計上する見込みがあること。

ｈ （略）

（６） 新規上場申請に係る内国株券が、無議

決権株式である場合（当該内国株券以外に新

規上場申請を行う銘柄がある場合に限る。）

は、次のａからｅまでのいずれにも適合する

こと。

ａ～ｃ （略）

（１）～（４） （略）

（５） 新規上場申請に係る内国株券が、無議

決権株式（当該内国株券以外に新規上場申請

を行う銘柄がない場合に限る。）又は議決権

の少ない株式である場合は、次のａからｈま

でのいずれにも適合すること。

ａ～ｆ （略）

ｇ 当該新規上場申請に係る内国株券が剰余

金配当に関して優先的内容を有している場

合には、原則として、上場申請日の直前事

業年度の末日後２年間の予想利益及び上場

申請日の直前事業年度の末日における分配

可能額が良好であると認められ、当該内国

株券の発行者が当該内国株券に係る剰余金

配当を行うに足りる利益を計上する見込み

があること。

ｈ （略）

（６） 新規上場申請に係る内国株券が、無議

決権株式である場合（当該内国株券以外に新

規上場申請を行う銘柄がある場合に限る。）

は、次のａからｅまでのいずれにも適合する

こと。

ａ～ｃ （略）
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ｄ 当該新規上場申請に係る内国株券が剰余

金配当に関して優先的内容を有している場

合には、原則として、基準事業年度の末日

後２年間の予想利益及び基準事業年度の末

日における分配可能額が良好であると認め

られ、当該内国株券の発行者が当該内国株

券に係る剰余金配当を行うに足りる利益を

計上する見込みがあること。

ｅ （略）

ｄ 当該新規上場申請に係る内国株券が剰余

金配当に関して優先的内容を有している場

合には、原則として、上場申請日の直前事

業年度の末日後２年間の予想利益及び上場

申請日の直前事業年度の末日における分配

可能額が良好であると認められ、当該内国

株券の発行者が当該内国株券に係る剰余金

配当を行うに足りる利益を計上する見込み

があること。

ｅ （略）

（７） （略） （７） （略）

Ⅷ 優先株等の新規上場審査 Ⅷ 優先株等の新規上場審査

（収益性）

２．規程第８０５条第１項第１号に定める事項に

ついての上場審査は、基準事業年度（「新規上

場申請のための有価証券報告書」に経理の状況

として財務諸表等が記載される最近事業年度を

いう。）の末日後２年間の予想利益及び基準事

業年度の末日における分配可能額が良好である

と認められることその他の観点から検討するこ

とにより行う。

（収益性）

２．規程第８０５条第１項第１号に定める事項に

ついての上場審査は、上場申請日の直前事業年

度の末日後２年間の予想利益及び上場申請日の

直前事業年度の末日における分配可能額が良好

であると認められることその他の観点から検討

することにより行う。

ⅩⅤ ベンチャーファンドの新規上場審査 ⅩⅤ ベンチャーファンドの新規上場審査

（未公開株等の評価の適正性）

２．規程第１３０６条第１項第１号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（３）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。

（１）・（２） （略）

（３） 第１号に規定する未公開株等評価機関

について、次のａからｃまでに掲げる事項か

ら、適正な評価を行うことができる社内体制

が整備されている状況にあると認められるこ

と。

ａ 原則として、評価機関として設立された

後、基準営業期間（ベンチャーファンド発

行投資法人の有価証券報告書等に経理の状

況として財務諸表等が記載される最近の営

業期間をいう。）の末日までに３か年以上

を経過していること、かつ、相応の財務基

盤及び安定した収益実績を有すること。

ｂ・ｃ （略）

（未公開株等の評価の適正性）

２．規程第１３０６条第１項第１号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（３）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。

（１）・（２） （略）

（３） 第１号に規定する未公開株等評価機関

について、次のａからｃまでに掲げる事項か

ら、適正な評価を行うことができる社内体制

が整備されている状況にあると認められるこ

と。

ａ 原則として、評価機関として設立された

後、新規上場申請日の直前営業期間の末日

までに３か年以上を経過していること、か

つ、相応の財務基盤及び安定した収益実績

を有すること。

ｂ・ｃ （略）

ⅩⅥ カントリーファンドの新規上場審査 ⅩⅥ カントリーファンドの新規上場審査

（公益又は投資者保護の観点） （公益又は投資者保護の観点）
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３．規程第１４０６条第１項第２号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（６）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。

（１）～（３） （略）

（４） 新規上場申請に係るカントリーファン

ド資産運用会社が、原則として、資産運用会

社として設立された後、基準営業期間（カン

トリーファンド発行投資法人の有価証券報告

書等に経理の状況として財務諸表等が記載さ

れる最近の営業期間をいう。次号において同

じ。）の末日までに３か年以上を経過してお

り、かつ、外国の有価証券に係る投資運用の

実績を有していること。この場合において、

設立後３か年以上を経過していない場合であ

っても、当該運用会社の親会社がその状況に

あれば適合しているものとする。

（５） 新規上場申請に係るカントリーファン

ド発行投資法人の事務管理の委託を受ける者

が、原則として、事務管理の委託を受ける者

として設立された後、基準営業期間の末日ま

でに３か年以上を経過しており、かつ、外国

投資法人等に係る事務管理の委託を受ける者

としての実績を有していること。この場合に

おいて、設立後３か年以上を経過していない

場合であっても、当該事務管理の委託を受け

る者の親会社がその状況にあれば適合してい

るものとする。

（６） （略）

３．規程第１４０６条第１項第２号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（６）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。

（１）～（３） （略）

（４） 新規上場申請に係るカントリーファン

ド資産運用会社が、原則として、資産運用会

社として設立された後、新規上場申請日の直

前営業期間の末日までに３か年以上を経過し

ており、かつ、外国の有価証券に係る投資運

用の実績を有していること。この場合におい

て、設立後３か年以上を経過していない場合

であっても、当該運用会社の親会社がその状

況にあれば適合しているものとする。

（５） 新規上場申請に係るカントリーファン

ド発行投資法人の事務管理の委託を受ける者

が、原則として、事務管理の委託を受ける者

として設立された後、新規上場申請日の直前

営業期間の末日までに３か年以上を経過して

おり、かつ、外国投資法人等に係る事務管理

の委託を受ける者としての実績を有している

こと。この場合において、設立後３か年以上

を経過していない場合であっても、当該事務

管理の委託を受ける者の親会社がその状況に

あれば適合しているものとする。

（６） （略）

付  則

この改正規定は、令和５年３月１３日から

施行する。
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上場管理等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表

新 旧

Ⅲ 実効性の確保に係る審査 Ⅲ 実効性の確保に係る審査

（特設注意市場銘柄の指定等） （特設注意市場銘柄の指定等）

１．規程第５０３条第１項の規定に基づく特設注

意市場銘柄の指定は、次の（１）から（５）ま

でに掲げる場合においては、当該（１）から

（５）までに定める事項その他の事情を総合的

に勘案して行う。

１．規程第５０３条第１項の規定に基づく特設注

意市場銘柄の指定は、次の（１）から（５）ま

でに掲げる場合においては、当該（１）から

（５）までに定める事項その他の事情を総合的

に勘案して行う。

（１） 規程第５０３条第１項第１号に掲げる

場合

（１） 規程第５０３条第１項第１号に掲げる

場合

当取引所が規程第６０１条第１項第６号、

第１０号ａ（第２０４条第１項、第２１０条

第１項、第２１６条第１項、第３０１条第３

項又は第３０６条第４項（第３１０条第２項

若しくは第６０３条第４項において準用する

場合を含む。）の規定により提出した宣誓書

において宣誓した事項について重大な違反を

行った場合を除く。）、第１９号又は第２０

号（第６０２条第１項第５号又は同条第２項

第３号による場合を含む。）に該当するおそ

れがあると認めた事象の内容、経緯、原因及

びその情状

当取引所が規程第６０１条第１項第６号、

第１０号ａ（第２０４条第１項、第２１０条

第１項、第２１６条第１項、第３０１条第３

項又は第３０６条第３項（第３１０条第２項

若しくは第６０３条第４項において準用する

場合を含む。）の規定により提出した宣誓書

において宣誓した事項について重大な違反を

行った場合を除く。）、第１９号又は第２０

号（第６０２条第１項第５号又は同条第２項

第３号による場合を含む。）に該当するおそ

れがあると認めた事象の内容、経緯、原因及

びその情状

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略）

Ⅳ 上場廃止に係る審査 Ⅳ 上場廃止に係る審査

（新規上場時の申請に係る宣誓書における違反

に係る審査）

１５．上場会社が新規上場の申請、新株券等の上

場申請又は市場区分の変更申請に係る宣誓書

（規程第２０４条第１項、第２１０条第１項、

第２１６条第１項、第３０１条第３項又は第３

０６条第４項（第３１０条第２項若しくは第６

０３条第４項において準用する場合を含む。）

の規定により提出した宣誓書をいう。）におい

て違反を行った場合には、当取引所はⅣ ５．

及び６．に係る審査を併合して行う。

（新規上場時の申請に係る宣誓書における違反

に係る審査）

１５．上場会社が新規上場の申請、新株券等の上

場申請又は市場区分の変更申請に係る宣誓書

（規程第２０４条第１項、第２１０条第１項、

第２１６条第１項、第３０１条第３項又は第３

０６条第３項（第３１０条第２項若しくは第６

０３条第４項において準用する場合を含む。）

の規定により提出した宣誓書をいう。）におい

て違反を行った場合には、当取引所はⅣ ５．

及び６．に係る審査を併合して行う。

付  則

この改正規定は、令和５年３月１３日から

施行する。
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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

別表１ 別表１

上場に関する料金 上場に関する料金

料金 金額 （当取引

所以外を

主たる市

場とする

外国株券

等の場

合）

支払期日

（略）

４．年間

上場料

（注３）

（注４）

上場会社

は、左に

定める年

間上場料

の半額

を、４月

から９月

までの期

間に対応

する年間

上場料と

して９月

末日まで

に、１０

月から翌

年３月ま

での期間

に対応す

る年間上

場料とし

て同年３

月末日ま

でに、そ

れぞれ支

払うもの

とする。

ただし、

新規上場

した会社

は、新規

上場日が

２月又は

８月に属

するとき

上場時価

総額

５０億円

以下

４８万円 １２万円

５０億円

を超え２

５０億円

以下

１２０万

円

２４万円

２５０億

円を超え

５００億

円以下

１９２万

円

４８万円

５００億

円を超え

２，５０

０億円以

下

２６４万

円

６０万円

２，５０

０億円を

超え５，

０００億

円以下

３３６万

円

７２万円

５，００

０億円を

超えるも

の

４０８万

円

８４万円

料金 金額 （当取引

所以外を

主たる市

場とする

外国株券

等の場

合）

支払期日

（略）

４．年間

上場料

（注３）

（注４）

上場会社

は、左に

定める年

間上場料

の半額

を、４月

から９月

までの期

間に対応

する年間

上場料と

して８月

末日まで

に、１０

月から翌

年３月ま

での期間

に対応す

る年間上

場料とし

て同年２

月末日ま

でに、そ

れぞれ支

払うもの

とする。

ただし、

新規上場

した会社

は、新規

上場日が

２月又は

８月に属

するとき

上場時価

総額

５０億円

以下

４８万円 １２万円

５０億円

を超え２

５０億円

以下

１２０万

円

２４万円

２５０億

円を超え

５００億

円以下

１９２万

円

４８万円

５００億

円を超え

２，５０

０億円以

下

２６４万

円

６０万円

２，５０

０億円を

超え５，

０００億

円以下

３３６万

円

７２万円

５，００

０億円を

超えるも

の

４０８万

円

８４万円
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は、上場

後最初に

到来する

支払期日

に係る年

間上場料

の支払い

について

は、当該

支払期日

の経過後

最初に到

来する支

払期日ま

でに行う

ものとす

る。

５．上場

後の新株

発行等に

伴う料金

（１）

（略）

（略） （略） （略）

（２）

他の種類

の株式へ

の転換が

行われる

株式が転

換された

結果、上

場株式が

新たに発

行された

場合（注

５）

他の種類

の株式へ

の転換が

行われる

株式の１

株当たり

の発行価

格×転換

により発

行された

新株数×

９／１０

０００

－ 上場会社

は、１月

１日から

６月末日

までに行

われた新

規発行に

ついては

その年の

９月末日

までに、

７月１日

から１２

月末日ま

でに行わ

れた新規

発行につ

いては翌

年の３月

末日まで

に支払

う。

（３）

新株予約

権の権利

（新株予

約権の発

行価格×

－ 同上

は、上場

後最初に

到来する

支払期日

に係る年

間上場料

の支払い

について

は、当該

支払期日

の経過後

最初に到

来する支

払期日ま

でに行う

ものとす

る。

５．上場

後の新株

発行等に

伴う料金

（１）

（略）

（略） （略） （略）

（２）

他の種類

の株式へ

の転換が

行われる

株式が転

換された

結果、上

場株式が

新たに発

行された

場合（注

５）

転換価格

×転換に

より発行

された新

株数×９

／１００

００

－ 上場会社

は、１月

１日から

６月末日

までに行

われた新

規発行に

ついては

その年の

８月末日

までに、

７月１日

から１２

月末日ま

でに行わ

れた新規

発行につ

いては翌

年の２月

末日まで

に支払

う。

（３）

新株予約

権の権利

新株予約

権の行使

価格×行

－ 同上
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行使の結

果、上場

株式が新

たに発行

された場

合

行使され

た新株予

約権の個

数＋新株

予約権の

行使価格

×行使に

より発行

された新

株数）×

９／１０

０００

（略）

行使の結

果、上場

株式が新

たに発行

された場

合

使により

発行され

た新株数

×９／１

００００

（略）

（注１）～（注９） （略） （注１）～（注９） （略）

付  則

この改正規定は、令和５年３月１３日から

施行する。
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呼値に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（成行呼値等の禁止） （成行呼値等の禁止）

第６条 当取引所は、株券（当取引所、国内の他

の金融商品取引所又は外国の金融商品取引所若

しくは組織された店頭市場において上場又は継

続的に取引されている銘柄を除く。）のうち新

たに上場された銘柄（当取引所がその都度指定

する銘柄を除く。以下「直接上場銘柄」とい

う。）の上場後最初の約定値段（以下「初値」

という。）の決定日まで、成行呼値等を禁止

することができる。

第６条 当取引所は、売買の状況等を勘案して

必要があると認めるときは、成行呼値等を禁

止することができる。

２ 当取引所は、前項のほか、売買の状況等を

勘案して必要があると認めるときは、成行呼

値等を禁止することができる。

（新設）

（空売りの区分） （空売りの区分）

第８条 業務規程第１４条第１項第２号に規定

する空売りである旨は、有価証券の取引等の

規制に関する内閣府令第１５条第１項各号に

規定する取引であるか否かの別を区分して明

らかにしなければならない。ただし、直接上

場銘柄の初値の決定前その他当取引所が適当

と認める場合については、この限りでない。

第８条 業務規程第１４条第１項第２号に規定

する空売りである旨は、有価証券の取引等の

規制に関する内閣府令第１５条第１項各号に

規定する取引であるか否かの別を区分して明

らかにしなければならない。ただし、株券

(当取引所、国内の他の金融商品取引所又は

外国の金融商品取引所若しくは組織された店

頭市場において上場又は継続的に取引されて

いる銘柄を除く。)のうち新たに上場された

銘柄(当取引所がその都度指定する銘柄を除

く。以下「直接上場銘柄」という。)の上場

後最初の約定値段(以下「初値」という。)の

決定前その他当取引所が適当と認める場合に

ついては、この限りでない。

付  則

この改正規定は、令和５年６月２６日から施

行する。


